
 

   

中央社会保険医療協議会 総会（第 480 回） 議事次第 

 

 

 令和３年５月26日(水)  保険医療材料専門部会終了後～ 

於 オンライン開催 

 

 

議 題 

 

○先進医療会議からの報告について 

 

○費用対効果評価専門組織からの報告について 

 

○医療経済実態調査について 
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化学療法未施行の切除不能進行・再
発固形癌に対するマルチプレックス遺

伝子パネル検査

全身化学療法未施行の
切除不能進行・再発癌
（消化器・肺・乳腺・婦人
科・悪性黒色腫）

・FoundationOne®CDx がんゲノ
ムプロファイル
（中外製薬株式会社）

京都大学医学部附
属病院

48万７千円
（一部企業負担のため患者負

担は２万５千円）
１千円 ４百円 適 別紙資料

※２　典型的な1症例に要する費用として申請医療機関が記載した額。（四捨五入したもの）

【備考】
○　先進医療Ａ
　１　未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術（４に掲げるものを除く。）
　２　以下のような医療技術であって、当該検査薬等の使用による人体への影響が極めて小さいもの
　　（1）未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う医療技術
　　（2）未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術

○　先進医療Ｂ
　３　未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術（２に掲げるものを除く。）
　４　未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術であって、
　　当該医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断されるもの。

整理
番号

保険外併用療養費分
に係る一部負担金

※2

保険給付される費用
※2

（「保険外併用療養費に係る
保険者負担」）

医薬品・
医療機器等情報

適応症等技術名

第98回先進医療会議（令和３年４月９日）における先進医療Bの科学的評価結果

その他
（事務的対応等）

総評

※１　医療機関は患者に自己負担を求めることができる。

申請医療機関
※１

保険給付されない費用
※1※2

（「先進医療に係る費用」）
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先進医療Ｂ評価用紙（第 2 号）   
 

評価者 構成員：横井 香平    

先進技術としての適格性 
 

先 進 医 療 

の 名 称 

化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌に対するマルチプレック

ス遺伝子パネル検査 

社会的妥当性 

( 社 会 的 倫 理

的 問 題 等 ) 

A． 倫理的問題等はない。 

B． 倫理的問題等がある。 

現 時 点 で の 

普 及 性 

A． 罹患率、有病率から勘案して、かなり普及している。 

B． 罹患率、有病率から勘案して、ある程度普及している。 

C． 罹患率、有病率から勘案して、普及していない。 

効 率 性 

既に保険導入されている医療技術に比較して、 

A． 大幅に効率的。 

B． やや効率的。 

C． 効率性は同程度又は劣る。 

将来の保険収

載 の 必 要 性 

A． 将来的に保険収載を行うことが妥当。なお、保険導入等の評価に際しては、

以下の事項について検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

B． 将来的に保険収載を行うべきでない。 

総 評 

総合判定： 適 ・ 条件付き適 ・ 否 

コメント：  

 
 

保険導入にあたっては、primary endpoint である「Actionable な

遺伝子異常に対応する分子標的薬による治療を受ける患者の割

合」のみならず、secondary endpoint の結果、さらにはその後に予

定されている観察研究および医師主導治験の結果も含めて総合

的な検討を行い、本技術ががんの治療成績の向上に役立つこと

を明らかにする必要がある。 
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令和３年３月 15 日 

 

「化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌に対するマルチプレックス遺伝子パネ

ル検査（整理番号B115）」の有効性・安全性にかかる評価について 

 

先進医療技術審査部会 

座長 山口 俊晴 

 

 京都大学医学部附属病院から申請のあった新規技術について、先進医療技術審査部

会で安全性・有効性について検討を行い、その結果を以下の通りとりまとめたので報

告いたします。 

 

１．先進医療の概要  

先進医療の名称：化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌に対するマルチプレック

ス遺伝子パネル検査 

適応症：全身化学療法未施行の切除不能進行・再発癌（消化器・肺・乳腺・婦人科・悪

性黒色腫） 

内容： 
（概要） 
がん遺伝子パネル検査は 2019 年６月から保険診療で実施できるようになったが、そ

の適応は標準治療がない、もしくは終了した（終了見込み含む）症例に限られている。

一方で、Precision Medicine のコンセプトからは、初回治療の段階から症例毎にがん細

胞の遺伝子異常に合わせた治療を選択したほうが、より効果的である可能性が考えられ

てきた。 
本研究では、腫瘍組織検体から作成されたホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）

検体を米国 Foundation medicine 社に提出し解析を行い、解析結果のレポートを得る。

レポートをもとにエキスパートパネルにおいて、Actionable/Druggable な遺伝子異常の

割合等を求め、初回治療法選択における遺伝子プロファイリング検査の臨床的有用性を

検証する。 
・主要評価項目： 

コンパニオン診断を含む Actionable な遺伝子異常を有する症例の割合 
・副次評価項目： 

１）エキスパートパネルによる推奨治療が提示できる症例の割合、２）遺伝子異常に

基づく推奨治療のマッチングスコア、３）Druggable な遺伝子異常を有する症例の割

合、４）コンパニオン診断の遺伝子異常を有する症例の割合、５）シークエンス成功

割合、６）エキスパートパネルによる推奨治療を実際に受けた症例の割合、７）全生

存期間 
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予定試験期間：承認日から１５か月（登録期間：承認日から６か月） 
 
予定症例数：180 例 
 
（先進医療にかかる費用） 
本技術に係る総費用は 487,130 円である。このうち、遺伝子解析にかかる費用 462,000

円は企業が負担するため、患者負担額は 25,130 円となる。 
申請医療機関 京都大学医学部附属病院 

協力医療機関 なし 

 

 

２．先進医療技術審査部会における審議概要 

(1) 開催日時：令和３年３月 11 日（木） 16:00～ 

（第 115 回 先進医療技術審査部会） 

 

(2) 議事概要 

京都大学医学部附属病院から申請のあった新規医療技術について、申請書を基に、

有効性・安全性等に関する評価が行われた。 

その結果、当該技術を「適」とし、本会議において指摘された条件が適切に反映さ

れたことが確認されれば、了承とし、先進医療会議に報告することとした。 

 

（本会議での評価結果） 

第 115 回先進医療技術審査部会資料２－１，２－２参照 

 

（本会議での指摘事項及び回答） 

第 115 回先進医療技術審査部会からの指摘事項回答参照 

 

３．先進医療技術審査部会での検討結果 

 京都大学医学部附属病院からの新規医療技術に関して、先進医療技術審査部会は、

主として有効性・安全性等にかかる観点から論点整理を進め、それらの結果を申請書

に適切に反映させ、その内容については全構成員が確認を行った結果、当該新規技術

の申請内容が先進医療として妥当であると判断した。 
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技術概要図
全身化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌

（消化器、肺、乳腺、婦人科、悪性黒色腫）

がん遺伝子パネル検査（F1CDx）

Druggable な
遺伝子変異なし

Actionableな
遺伝子変異あり

Actionableな
遺伝子変異なし

Druggable な
遺伝子変異なし

コンパニオン診断
遺伝子変異あり

コンパニオン診断
遺伝子変異なし

エキスパートパネル

標準治療

推奨治療
あり

推奨治療
なし

エキス
パート
パネル
に基づく
治療

（治験など）
コンパニオン
診断に基づく治療

早い段階でゲノムプロファイル検査を行うことで
より高い治療効果が期待できる集団を振り分けられる

ゲノムプロファイルやCDx検査が陰性であっても
標準治療をうけることができる

初回治療時におけるがんゲノムプロファイル検査の実現性と
患者毎の適正な治療の振り分けの有用性を評価する前向き研究

専門家による結果の解釈

Actionableな遺伝子変異あり
（がんに関連する遺伝子変異）
Druggableな遺伝子変異あり
（薬剤到達可能な遺伝子変異）
コンパニオン診断遺伝子変異あり

がんゲノムプロファイル検査による治療選択の最適化に貢献

Druggable な
遺伝子変異あり

5
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保険適用拡大までのロードマップ

・ 試験名：化学療法未施行の切除不能進行・再発固形癌に対するマルチプレックス
遺伝子パネル検査の有用性評価に関する臨床研究

・ 試験デザイン：単群試験
・ 期間：登録期間‐6ケ月、追跡期間‐6ケ月、総研究期間‐倫理委員会承認日から15ケ月
・ 被験者数：合計180例（各原発臓器別に最低でも5例/最大40例までの登録とする。）
・ 主要評価項目：コンパニオン診断を含むActionableな遺伝子異常を有する症例の割合
・ 副次評価項目：1)エキスパートパネルによる推奨治療が提示できる症例の割合

2)遺伝子異常に基づく推奨治療のマッチングスコア
3)Druggableな遺伝子異常を有する症例の割合
4)コンパニオン診断の遺伝子異常を有する症例の割合
5)シークエンス成功割合
6)エキスパートパネルによる推奨治療を実際に受けた症例の割合
7)全生存期間

先進医療

試験機器：マルチプレックス遺伝子パネル検査（FoundationOne®CDx がんゲノムプロファイル）

先進医療での適応疾患：全身化学療法未施行の切除不能進行・再発癌（消化器・肺・乳腺・婦人科・悪性黒色腫）

欧米での現状
薬事承認：米国 2017年11月30日FDAより承認、
2018年3月には米国においてStage III/IVのすべ

ての固形がんで公的医療保険
(Medicare,Medicaid)の給付対象になった。
欧州2018年4月17CEマークを取得

ガイドライン記載：（有）
→ESMOガイドライン2020

進行中の臨床試験（無）

保
険
適
用
拡
大

当該先進医療における主な選択基準

・登録時年齢が20歳以上である。

・登録時にECOG Performance Status 0～1である。

・治癒切除不能または再発の病変を有する下記臓器原発の腫瘍。
①消化器（食道、胃、大腸、胆道、膵）②肺 ③乳腺 ④婦人科（卵
巣、子宮）⑤皮膚（悪性黒色腫）

・がん種に関わらず薬物療法歴および放射線治療歴がない。

学会から
の要望
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医薬品等の費用対効果評価案について 
 

 

 

 

 

 

 

※１ 洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が 75 回/分以上の慢性心不全。 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 

 

 品目名 効能・効果 収載時価格 
うち有用性系

加算率 

市場規模 

（ピーク時予測） 
費用対効果評価区分 

総会での 

指定日 
頁 

①  
トリンテリックス錠 

（武田薬品工業） 
うつ病・うつ状態 

168.90円（10mg錠） 

253.40円（20mg錠） 
５％ 227億円 

Ｈ１（市場規模が 

100億円以上） 
2019/11/13 ２ 

② 
コララン錠 

（小野薬品工業） 
慢性心不全※１ 

82.90円（2.5mg錠）   

145.40円（５mg錠） 

201.90円（7.5mg錠） 

35％ 57.5億円 
Ｈ２（市場規模が 

50億円以上） 
2019/11/13 ５ 

中医協 総－２ 

３ ． ５ ． 2 6 
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医薬品等の費用対効果評価案について 

 

対象品目名：トリンテリックス錠 10mg・同 20mg(ボルチオキセチン臭化水素酸塩) 

製造販売業者名：武田薬品工業株式会社 

効能又は効果：うつ病・うつ状態 

 

対象集団 比較対照技術 ICER（円/QALY）の区分※１、２ 患者割合（％） 

中等度以上のうつ病・ 

うつ状態 
ミルナシプラン 費用増加※３ 100 

＊  分析枠組みで設定された「軽度のうつ病・うつ状態の患者」については、本品目の費用対効果評価から除

外することが妥当と費用対効果評価専門組織において判断した。 

※１ 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた

ICERの区分を用いる。 

※２ 決定された ICERの区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用い

て、機械的に再計算し、区分が変更される場合がある。 

※３ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの 

 

 

 （補足）分析対象集団の ICERの区分 
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（参考）トリンテリックス錠の費用対効果評価案策定に係る主な検討事項 

 

１．分析枠組みについて 

※１ 「うつ病・うつ状態」の患者は、原則として Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM)に基づく大うつ病患者を指す(以下同様) 

※２ 「経過観察」は、医療機関を受診しているが積極的な治療・介入を行っていない状況を指す(以下同様) 

※３ 以下を指す(以下同様) 

・SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)：フルボキサミン、パロキセチン、セルトラリン、エスシタロプラム 

・SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)：ミルナシプラン、デュロキセチン、ベンラファキシン 

・NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)：ミルタザピン 

※４ 「最も安価なもの」に該当する薬剤及び用法・用量については科学院とともに今後検討する(以下同様) 

 

なお、新規抗うつ薬においては、CYP450を介した薬物相互作用の差異、忍容性（例：眠気等によ

る自動車運転技能への影響）の差異、睡眠に対する効果の差異などにより使い分けがなされている

ことを考慮する必要がある。 

 

２．分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項 

 特になし 

 

３．費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項 

   ○ 企業及び公的分析から以下の分析結果の報告があった。 

    この結果を基に費用対効果評価専門組織で検討を行った。 

対象集団 比較対照技術 ICER（円/QALY）の区分 患者割合（％） 

軽度のうつ病・うつ状態 経過観察 分析不能 21.1 

中等度以上のうつ病・ 

うつ状態 
ミルナシプラン 費用増加※１ 78.9 

     ※１ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が増加するもの 

 

○ 「軽度のうつ病・うつ状態の患者」の集団の取扱いについて 

（専門組織の見解） 

・ 当該集団について企業及び公的分析が「分析不能」としたことは妥当である。 

決定され

た分析枠

組み 

対象とす

る疾患 

（ａ）軽度のうつ病・うつ状態※１の患者 

（ｂ）中等度以上のうつ病・うつ状態の患者 

比較対照

技術 

（ａ）経過観察※２ 

（ｂ）新規抗うつ薬(SSRI、SNRI、NaSSA)※３のうち最も安価なもの※４ 

その他 
（ａ）比較対照技術として支持的精神療法又は心理教育を考慮した感度分析 

（ｂ）各新規抗うつ薬の薬価を考慮した感度分析 
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・ 当該集団が「分析不能」であることをもって、当該品目全体が「分析不能」とするこ

とは妥当ではない。 

・ 当該集団については、 

・ 結果として「分析不能」となったこと 

・ 両者が示した患者割合は、当該企業が特定の医療機関において、患者要件を定め

た上で実施した研究における割合であり、本品目の投与対象患者像を示すものとし

て妥当性に欠くこと 

・ 追加分析の実施が困難であること 

等を踏まえ、本品の費用対効果評価に当たっては、当該集団を除いて費用対効果評価案

を策定することが妥当である。 

（企業からの不服意見） 

・ なし 

 

○ 効果は同等であり費用が増加する集団の取扱いについて 

（専門組織の見解） 

・ 当該集団の ICERの区分については、「1000万円/QALY以上」と同様の取扱いとするこ

とが妥当である。 

（企業からの不服意見） 

・ なし 

 

 

 ＜参考：本資料に係る留意事項＞ 

・ 総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。 

・ 「専門組織での主な検討事項」は、双方の主な見解の相違部分を抜粋したものである。 

・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。 

 

 

 

  

 

 

（以上） 
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医薬品等の費用対効果評価案について 

 

対象品目名：コララン錠 2.5mg・同５mg・同 7.5mg(イバブラジン塩酸塩) 

製造販売業者名：小野薬品工業（株） 

効能又は効果：洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が 75回/分以上の慢性心不全 

ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 

 

対象集団 比較対照技術 
ICER（円/QALY）の区分 

※２,３ 

患者割合

（％） 

β遮断薬、アンジオテンシン変換酵素

（ACE）阻害薬またはアンジオテンシン受

容体拮抗薬（ARB）、抗アルドステロン薬

（MRA）を投与している、あるいはそれら

に禁忌または忍容性のないと判断される、

左室駆出率が 35%以下、洞調律下での安静

時心拍数 75回/分以上の成人慢性心不全 

プラセボ※１ 
200万円/QALY以上 

500万円/QALY以下 
100 

※１ コララン＋標準的な治療 vsプラセボ＋標準的な治療を比較しており、標準的な治療とは、β遮断薬、ACE阻

害薬あるいは ARB、MRAの投与を指す。 

※２ 価格決定に当たっては、その時点における対象品目並びに比較対照技術の最新の価格及びその価格を用いた

ICERの区分を用いる。 

※３ 決定された ICERの区分について、価格決定の時点における対象品目及び比較対照技術の最新の価格を用い

て、機械的に再計算し、区分が変更される場合がある。 

 

（補足）分析対象集団の ICERの区分 
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（参考）コララン錠の費用対効果評価案策定に係る主な検討事項 

 

１．分析枠組みについて 

  分析対象疾患 慢性心不全 

 

２．分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項 

 特になし 

 

３．費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項 

○ 分析に用いるデータについて 

（専門組織の見解） 

・ 今回は、企業による分析、公的分析いずれも同じ臨床試験で得られたデータに基づき分析

を行っており、このことは妥当である。 

・ 患者集団の平均年齢については、臨床試験と NDB（実臨床）の結果が乖離しており、公的

分析が採用している NDBを用いた年齢を使用し分析を行うことが妥当である。 

・ 臨床試験での投与量と NDBから推察される上市後の実臨床での投与量には乖離があり、想

定される効果が得られていない可能性がある。現状入手できるデータや知見を用いて分析が

行われていることは妥当であるが、当該品目に対する費用対効果評価に当たっては、引き続

き投与量に関する情報収集を行うことが必要である。 

・ 上記を踏まえ、公的分析による再分析結果をもって当該品目の評価とすることが妥当であ 

る。 

（企業からの不服意見） 

 ・ 特になし 

 

 ＜参考：本資料に係る留意事項＞ 

・ 総合的評価では、企業分析及び公的分析双方とも一定の科学的妥当性が認められている。 

・ 「専門組織での主な検討事項」は、主な意見を抜粋したものである。 

・ 費用対効果評価の詳細については、国立保健医療科学院から公表される報告書を参照されたい。 

 

決定され

た分析枠

組み 

対象とす

る疾患 

β遮断薬、アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬またはアンジオテンシン受容体 

拮抗薬（ARB）、抗アルドステロン薬（MRA）を投与している、あるいはそれらに禁忌 

または忍容性のないと判断される、左室駆出率が 35%以下、洞調律下での安静時心拍 

数 75 回/分以上の成人慢性心不全 

比較対照

技術 

プラセボ（コララン＋標準的な治療※ vs 標準的な治療) 

※ 標準的な治療：β 遮断薬、ACE阻害薬あるいは ARB、MRAの投与 

その他 なし 

（以上） 
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医療経済実態調査（医療機関等調査）
について

中医協 総－３－１

３ ． ５ ． ２ ６
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〇 令和２年度の損益状況は、新型コロナウイルス感染症による影響が大きいこと等を踏まえて、

令和元年、令和２年、令和３年のいずれかの月について、収益項目と費用項目をできる限り簡素
化したうえで、追加調査を実施することについて、事務局から提案。

（※） 新型コロナウイルス感染症の影響が少ないと思われる月単位の損益の状況についても、調査を行うことについて提案
をしたもの。

（参考）委員からの主な意見

○ 令和２年度の損益の状況のみでは、間違った解釈になる恐れがあるため、令和３年度以降の単月調査は実施するべき。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響については、単月調査を実施すれば、他の調査と併せて分析することで、コロナを受け入れている医療機関

の実態は把握できると思うが、コロナを受け入れていない医療機関への影響をどう把握するか整理しておくべき。

○ 単月調査は年度調査よりも回答負担が大きく、回答率も低くなることが予想され、分析や解釈が難しい恐れがある。

○ 追加調査は負担が大きく、実施することで既存の調査の回答率も減少する恐れがある。

○ 回答率が低いことが予想され、中途半端な回答結果となる恐れがある。回答率が低い場合には分析は行わないなど、取扱いについて検討し

ておくべき。

○ 実施するならば、回答負担を考慮して、調査項目は可能な限り簡素化するべき。

〇 単月調査を実施するか否かについては、令和３年２月１０日の中医協総会において、今後の新
型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、春頃を目処に決定することとされた。

前回までの議論（単月調査について）
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※1

※2
※3

※4

※5
※6
※7

チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から（退院者及び死亡者については令和2年4月21日公表分から）、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各
自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実
施人数が確認できない場合については最終公表時点の数値との差分を計上している。
PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上
していない県があるため、合計は一致しない。
国内事例には、空港・海港検疫にて陽性が確認された事例を国内事例としても公表している自治体の当該事例数は含まれていない。
一部の都道府県における重症者数については、都府県独自の基準に則って発表された数値を用いて計算しており、集中治療室（ICU）等での管理が必要な患者は含まれていない。
令和2年7月29日から順次、抗原定量検査を実施しているため、同検査の件数を含む。なお、空港・海港検疫の検査実施人数等については、公表日の前日の0時時点で計上している。

PCR検査
実施人数(※3) 陽性者数

入院治療等を要する者 退院又は療養解除と
なった者の数 死亡者数 確認中(※4)

うち重症者
国内事例(※1,※5)
（チャーター便帰国
者を除く）

13,189,047 718,984 61,541 1,294 642,319 12,394 3,342 
(+91,616) (+2,711) (-2,427) (-6) (+5,262) (+86) (+75)

空港・海港検疫 685,727 2,913 86 0 2,823 4 0(+2,587) （+4） （-4） （+8）
チャーター便
帰国者事例 829 15 0 0 15 0 0

合計 13,875,603 721,912 61,627 1,294 645,157 12,398 3,342 
(+94,203) (+2,715) (-2,431) (-6) (+5,270) (+86) (+75)

新型コロナウイルス感染症の発生状況

【上陸前事例】括弧内は前日比

PCR検査陽性者
※【 】は無症状病原体保有者数 退院等している者 人工呼吸器又は集中治療室

に入院している者 ※４

死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※１

712※２
【331】 659※３ ０※６ 13※５

※令和3年5月24日24時時点【国内事例】括弧内は前日比

※2 ※6

※7

※１ 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※２ 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※３ 退院等している者659名のうち有症状364名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※４ 37名が重症から軽～中等症へ改善(うち37名は退院) 
※５ この他にチャーター便で帰国後、令和2年3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
※６ 新型コロナウイルス関連疾患が軽快後、他疾患により重症の者が1名いる。

※2 ※6
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有症者 無症者 症状確認中

新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）
（令和３年５月19日18時時点）
【註1】チャーター機、クルーズ船案件は除く
【註2】医療機関からの届出情報との突合前

注：厚生労働省が把握した個票の積み上げに基づき作成しており、再陽性者については、新たな発症として集計しているため、
総数は現在当省HPで公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた陽性者数とは一致しない。

7



新型コロナウイルス感染症による医療機関の収入の変化②（診療種類別）
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110

医科 歯科 調剤 総計

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月

（％）

○ レセプト点数の前年同月比で見ると、４月は医科、歯科、調剤において大きく減少が見られた。６月には下げ幅に回復
がみられた。

（保険薬局）

診療種類別総点数の前年同月比

※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報及び国民健康保険中央会ホームページの国保連合会審査支払業務統計によるレセプト
の確定点数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。

※２ 総計には、食事・生活療養費、訪問看護療養費が含まれる。
8



※１ 社会保険診療報酬支払基金ホームページの統計月報による点数を基に、厚生労働省で前年同月比を機械的に算出。
※２ 再審査等の調整前の数値。

新型コロナウイルス感染症による医療機関の収入の変化⑤（医科診療所の診療科別）

83.6

60.8

81.282.7

53.8

83.1
92.2

66.9

91.292.2

72.6

89.0
95.5

77.6

91.3
96.4

72.7

91.6
99.3

92.9 95.8
90.1

80.5
85.788.9

76.3

88.386.4

73.0
84.3

91.1
82.3 86.0

50
60
70
80
90

100

内科 小児科 外科

（％）

○ レセプト点数の前年同月比で見ると、４月以降は、いずれの診療科も減少しているが、耳鼻咽喉科、小
児科の減少が顕著。 6月には下げ幅に回復がみられたが、診療科ごとにバラツキがある。

医科診療所の診療科別レセプト点数の前年同月比

82.1 87.2 89.484.9

98.2
92.2

98.2
108.1

101.3
95.9 96.4 99.2102.1 105.4 102.5103.9 103.1 104.5108.8 111.7 109.4

100.5 97.2 99.2103.6 106.2 103.498.9 100.1 100.2100.5 98.1 101.7

50
60
70
80
90

100
110

整形外科 皮膚科 産婦人科

（％）

74.8

55.9

88.9

74.8

57.3

91.395.5

66.9

99.999.8

77.1

97.1
106.1

82.1

100.2103.3

79.8

104.2
114.0

94.0

107.1
97.0

75.6

97.4100.8

80.1

101.399.1

76.3

98.699.5

86.5
99.1

50
60
70
80
90

100
110

眼科 耳鼻咽喉科 その他
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月

（％）
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目 次

１ 前回までの議論（単月調査について）
２ 新型コロナウイルス感染症の発生状況
３ 単月調査の実施について
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単月調査の実施について

○ 新型コロナウイルス感染症は依然として収束しておらず、医療機関をとりまく状況が
日々大きく変化している中で、直近２事業年度分のみではなく、できる限り直近のデー
タを把握することには意義があると考えられる。

〇 このことから、
・ 直近のデータである令和３年６月の損益の状況
・ その比較対象である令和元年６月及び令和２年６月の損益の状況

について、追加で単月調査を実施することとしてはどうか。

11



12

調査票の修正について（賞与の把握）

〇 前回お示しした単月調査の調査票において、「給与費」については、総額のみの記載
を求めることとしていた。
（※）「給与費」には、「給料」、「賞与」、「法定福利費」等が含まれる。

○ ただし、「賞与」の額については、

・ 実績額の記載が可能な他の給与費とは性質が異なり、単月調査では、賞与の実績
額は記載できないこと、

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、発生以前と比して、賞与を減額している医
療機関等があるものと考えられること

を踏まえると、他の「給与費」と区別して把握（賞与の増減を把握）する必要があるので
はないか。

○ このため、「給与費」のうち、賞与に要した費用部分について、その額を区別して記載
することを求めてはどうか。
（※） 多くの医療機関等では賞与の額を把握しており、記載する欄は増えるものの、新たに賞与額を把握す

るための事務負担は増加しない見込み。
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＜調査票＞

＜記入要領＞

第２－２ 損益（月次）

２ 給与費

損益（年度）で示している費目の合計額を記入してください。た

だし、以下で指定する費目については、貴院の経営実態に応

じ、下記の通りとしてください。

（１）賞与

① 当該事業年度の年間支給額が決定している場合

年間支給額の１／１２の額として計算してください。

② 当該事業年度の年間支給額が決定していない場合

前年度実績の１／１２の額として計算してください。ただ

し、新型コロナウイルス感染症の影響で前年度賞与を減額

している施設については、前々年度実績の１／１２の額とし

て計算してください。

調査票の修正について（賞与の把握）
≪具体的な修正案（病院調査票の例）≫

２月１０日にお示しした案

＜調査票＞

＜記入要領＞

第２－２ 損益（月次）

２ 給与費

（１）給与費（賞与を除く）

給与費のうち、賞与を除く合計額を記入してください。（以下略）

（２）賞与（１月あたりの額）

① 令和元年６月及び令和２年６月については、年間支給額

の１／１２の額として計算してください。なお、６月以外の月

に賞与を支給した場合であっても、年間支給額の１／１２の

額を記載してください。

② 令和３年６月については、年間支給額が決定している場

合のみ、年間支給額の１／１２の額として計算してください。

年間支給額が決定していない場合は、「－」を記入してく

ださい。（例えば、令和３年６月に賞与を支給した場合で

あっても、令和３年１２月の賞与支給額が決まっていない場

合は、「－」を記入してください。）

なお、６月以外の月に賞与を支給する場合であっても、

年間支給額が決定している場合には、その１／１２の額を

記載してください。

修正案

 Ⅲ　医業・介護費用

科　　　目 金額 （令和元年●月分） 金額 （令和２年●月分） 金額 （令和３年●月分）

 １　材料費（含む医薬品費）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 ２　給与費

 ３　材料費、給与費以外の費用（※１）

医業・介護費用合計

19

20

21

23

24

25

27

28

29

26 3022

 Ⅲ　医業・介護費用

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

 １　材料費（含む医薬品費）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（１）給与費（賞与を除く）

（２）賞与（１月あたりの額）

 ３　材料費、給与費以外の費用（※１）

医業・介護費用合計

 ２　給与費

1 9

2 0

2 2

2 4

2 5

2 7

2 9

3 0

3 2

2 8 3 32 3

21 26 3 1
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第 23回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱 

 

 

１ 調査の目的 

病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らか

にし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。 

 

２ 調査の内容 

病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局について、施設の概要、損益の状況、

従事者の人員及び給与の状況等の調査を行う。 

 

３ 調査の対象 

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及

び 1月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300 件以上の保険薬局を対象とする。 

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等に設置される一般

診療所及び歯科診療所は除外する。 

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び

１月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象から除外

する。 

 

４ 調査の客体及び抽出方法 

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査

客体とする。 

 

(1) 病院 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第 1の層化は、ＤＰＣ対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな

い病院に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第 2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない

病院に分類し、この区分によって行う。 

エ 第 3 の層化は、病床数が 200 床以上、200 床未満に分類し、この区分によっ

て行う。 

オ 第 4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

中 医 協 総－３－２ 
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カ 第 5の層化は、全国の都道府県を次の 9の地域に分類し、この区分によって

行う。 

 

地 域 都  道  府  県 

北 海 道 

東   北 

関   東 

 

東   海 

北   陸 

近   畿 

中   国 

四   国 

九   州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、

新潟、山梨、長野 

岐阜、静岡、愛知、三重 

富山、石川、福井 

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

徳島、香川、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、

沖縄 

キ 第 6 の層化は、全国を国家公務員の地域手当における級地区分の 7 区分とそ

の他の地域に分類し、この区分によって行う。 

ク 第 7 の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、

この区分によって行う。 

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については 1／1、そ

の他については 1／3とする。 

 

(2) 一般診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第 1の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第 2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。 

エ 第 3の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って

いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。 

オ 第 4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

カ 第 5、第 6の層化は、病院と同じ地域分類（第 5、第 6層化）によって行う。 

キ 抽出率は 1／20 とする。 
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(3) 歯科診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第 1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第 2、第 3の層化は、病院と同じ地域分類（第 5、第 6層化）によって行う。 

エ 第 4 の層化は、常勤の歯科医師数を、1 人、2 人以上の区分に分類し、この

区分によって行う。 

オ 抽出率は 1／50 とする。 

 

(4) 保険薬局 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第 1、第 2の層化は、病院と同じ地域分類（第 5、第 6層化）によって行う。 

ウ 第 3の層化は、開設者（個人、法人）の別に分類し、この区分によって行う。 

エ 抽出率は 1／25 とする。 

 

５ 調査主体 

中央社会保険医療協議会 

 

６ 調査の時期 

令和３年３月末までに終了する直近２事業年（度）の２年間並びに令和元年、令

和２年及び令和３年の３ヶ年の６月について実施する。 

 

７ 調査の事項 

調査票に掲げる事項とする。 

 

８ 調査の方法 

(1) 調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行う。 

(2) 調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。 

 

９ 結果の公表 

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。 

 



 

第 23 回医療経済実態調査（医療機関等調査）調査票（案） 

 
 
 

○病院調査票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ページ 

 
 

○一般診療所調査票 ・・・・・・・・・・・・・ １５ページ 

 
 

○歯科診療所調査票 ・・・・・・・・・・・・・ ２７ページ 

 
 

○保険薬局調査票 ・・・・・・・・・・・・・・ ３９ページ 

 
 
 
 
 

※赤字は前回提示からの修正箇所 

中 医 協 総－３－３ 
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必ずご記入ください。

- - - -

※法人番号の活用による政府統計の精度向上に資するため、法人番号の記入にご協力をお願いします。

※法人番号欄には、マイナンバー（個人番号）の記入はせず、国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

　なお、個人事業主については、法人番号欄に「０（ゼロ）」を記入して下さい。

公認会計士等に記入を外部委託している場合は右側のチェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。　□
下記欄は疑義照会にあたり、当該公認会計士等へ直接連絡をとってよい場合のみ記載してください。

－ － ）

中央社会保険医療協議会

※電子調査票をご利用できない場合のみ、本調査票をご利用ください。電子調査票のご利用につい
ては、別添の「電子調査票のご利用ガイド」をご覧ください。
　なお、ご記入いただきました内容をご確認させていただく可能性がございますので、ご記入後の
電子調査票又は本調査票は、必ず原本の複写を１部お取り置きください。

＜お問い合わせ先＞
　厚生労働省　医療経済実態調査事務局
　　フリーダイヤル　　　　 ０１２０－XXX－XXX
　　フリーダイヤルＦＡＸ 　０１２０－XXX－XXX

　　メールアドレス　　　　 info@XXX
　　ホームページ　　　　  　https://www.XXXXXX/
　　受付時間　　　　　　　 ○○：○○～○○：○○

※医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが
困難な場合や、資産・負債、税金等を病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当
たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記までご相談ください。

ホームページや電子調査票をご利用する際、必要となるID及びパスワードは次の通りです。
　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　　パスワード：

公認会計士又は税理士　氏名

連絡先

市外局番
（内線

＠

電話番号

e-mail

記入者氏名

連絡先
e-mail

電話番号

@

ＦＡＸ番号

部署

法人番号

令和３年

医 療 経 済 実 態 調 査
（病院調査票）

（提出期限　令和３年8月13日）

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万

全を期します。
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 １　貴院の開設者 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　国立（独立行政法人含む） ２　公立（地方独立行政法人含む） ３　公的 ４　社会保険関係

５　医療法人（社会医療法人を除く） ６　個人 ７　その他の法人

 ２　直近の２事業年（度） （個人立以外の病院のみ記入してください。）

　令和２年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

　令和３年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

 ３　貴院の活動状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　直近の２事業年（度）の間及び現在、活動している

２　その他（直近の２事業年（度）の途中に開設、現在は休止、廃止等）

※回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま本調査票をご返送ください。

 ４　貴院の開設者が保有する施設の状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　調査対象病院のみ保有している　　　　　 

２　調査対象病院以外の施設（病院、診療所、介護保険施設等）も保有している　　　　　 

 ５　病床の状況 （許可病床数を記入してください。０の場合は０を記入してください。）

床 床 床 床 床 床

床 床 床

床 床 床 床 床 床

床 床 床

 ６　処方の状況 （令和３年５月１か月間）

処方せん料の算定（院外処方）の回数 回

処方料の算定（院内処方）の回数 回

 ７　届け出ている在宅療養支援病院の区分 （該当する番号を記入してください。）

1　届出なし　

２　「第１４の２」の（１）　（機能強化型在宅療養支援病院（単独型））

３　「第１４の２」の（２）　（機能強化型在宅療養支援病院（連携型））

４　「第１４の２」の（３）　（在宅療養支援病院）

第１　基本データ

平成 ～
平成/
令和

※個人立の場合は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで
　 の期間が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。

一般病床 療養病床 精神科病床 結核病床 感染症病床 合　　計

令和 ～ 令和

（うち）介護療養型医療施設分

令和２年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点

（うち）介護療養型医療施設分

令和３年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点

1

25

24

26

5

11

14

1098

13

7

12

6

20

23

191817

22

16

21

15

4

2

3
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 ８　入院基本料等の状況

　１．急性期一般入院料１ 　２．急性期一般入院料２ 　３．急性期一般入院料３

　４．急性期一般入院料４ 　５．急性期一般入院料５ 　６．急性期一般入院料６

　７．急性期一般入院料７ 　８．地域一般入院料１ 　９．地域一般入院料２

　10．地域一般入院料３ 　11．特別入院基本料 　12．該当なし

　13．病棟ごと
番
号

月
数

　１．療養病棟入院基本料１ ２．療養病棟入院基本料２

　３．特別入院基本料 ４．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．１３対１

　４．１５対１ ５．１８対１ ６．２０対１

　７．特別入院基本料 ８．該当なし
番
号

月
数

　１．１０対１ ２．１３対１ ３．１５対１ 　４．１８対１

　５．２０対１ ６．特別入院基本料 　７．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．１３対１

　４．１５対１ ５．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．１３対１

　４．１５対１ ５．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．１３対１

　４．該当なし
番
号

月
数

　１．７対１ ２．１０対１ ３．１３対１

　４．１５対１ ５．該当なし
番
号

月
数

　１．特殊疾患病棟入院料１ ２．特殊疾患病棟入院料２

　３．該当なし
番
号

月
数

　１．特定一般病棟入院料１ ２．特定一般病棟入院料２

　３．該当なし
番
号

月
数

 ９　消費税の経理方式 （該当する番号を記入してください。）

1　税込　 ２　税抜

※次頁以降で記入していただく金額等は、ここで選択した経理方式に従って記入してください。

 １０　新型コロナウイルス感染症に関する重点医療機関・協力医療機関の指定状況

（令和３年５月３１日現在、複数該当する場合は小さい番号を選んで記入してください。）

１　重点医療機関（新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）  として都道府県から指定されている

２　協力医療機関（新型コロナウイルス感染症疑い患者専用の個室病床を設定する医療機関）  として都道府県から指定されている

３　新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられたその他の医療機関

４　新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられていない

 １１　新型コロナウイルス感染症入院患者等の受入状況
（令和３年５月３１日現在、複数該当する場合は小さい番号を選んで記入してください。）

１　新型コロナウイルス感染症の入院患者（含む疑似症患者）の受け入れ実績あり

２　新型コロナウイルス感染症から回復した患者を転院により受け入れた実績あり

３　新型コロナウイルス感染症患者の対応をしている医療機関から、新型コロナウイルス感染症ではない患者を

　　転院により受け入れた実績あり

４　1、２、３のいずれでもない

（直近の２事業年（度）において、１～９それぞれで算定月数が最も多い入院基本料について該
当する番号及び２事業年（度）における算定月数を記入してください。また、１～９の入院基本
料それぞれについて、該当なしの場合も選択してください。）
※２事業年（度）算定している場合、算定月数の合計は２４となります。

１　一般病棟入院基本料

２　療養病棟入院基本料

３　結核病棟入院基本料

４　精神病棟入院基本料

５　特定機能病院
　　入院基本料

（一般病棟）

（結核病棟）

（精神病棟）

６　専門病院入院基本料

７　障害者施設等入院基本料

８　特殊疾患病棟入院料

９　特定一般病棟入院料

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

27

40

39
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○

○

○

○

 Ⅰ　医業収益

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　介護収益

病院として介護保険事業を実施している場合、収益を下記の表に記入してください。

病院として介護保険事業を実施していない場合、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　□

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第２－1　損　　益（年　　度）

 ３　外来診療
　　 収益

 １　入院診療
　　 収益

（３）その他の診療収益

（２）公害等診療収益

（１）保険診療収益（患者負担含む）

（３）その他の診療収益

（２）公害等診療収益

（１）保険診療収益（患者負担含む）

直近の２事業年（度）それぞれの収益及び費用の額を記入してください。
個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった病院分のみを推計して記入してくださ
い。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

科　　　目

医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難な場合や、税金等
を病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コール
センター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））金額 （令和２年3月末までの事業年（度））

 ２　特別の療養環境収益

介護収益合計

 ３　その他の介護収益

医業収益合計

 ４　その他の医業収益

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））金額 （令和２年3月末までの事業年（度））科　　　目

（うち）短期入所療養介護分

 ２　居宅サービス収益

 １　施設サービス収益

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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 Ⅲ　医業・介護費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）特定保険医療材料費　（※１）

※２　経理方式が税抜の場合のみ記入してください。

 Ⅳ　損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

（うち）医療機器減価償却費

（うち）建物減価償却費

（うち）減価償却費

（うち）法定福利費

（うち）通勤手当

 ３　委託費

 ２　給与費

（３）給食用材料費

（２）診療材料費・医療消耗器具備品費

（１）医薬品費

（うち）消費税課税対象費用　（※１）

（うち）土地賃借料

科　　　目

（うち）消費税課税対象費用　（※１）

医業・介護費用合計

（うち）控除対象外消費税等負担額　（※２）

 ６　その他の医業・介護費用

 ５　経費（光熱水費、医業貸倒損失等）

（うち）消費税課税対象費用　（※１）
　　　　（設備機器賃借料を除く）

※１　特定保険医療材料費、消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、「 －」を記入してください。

（うち）医療機器賃借料

 ４　設備関係費

（うち）設備機器賃借料

科　　　目

 １　材料費

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））金額 （令和２年3月末までの事業年（度））

 損益差額 （医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

29

30

32

33

37

38

39

40

41

42

45

47

50

52

54

58

59

60

61

62

63

64

67

69

72

36

55

34 56

49 71

73 74

35 57

43 65

31 53

46 68

48 70

44 66

51
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 Ⅴ　その他の収益・その他の費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※

 Ⅵ　特別利益・特別損失

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅶ　総損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅷ　税金

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立病院については記入の必要はありません。

 Ⅸ　税引後の総損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立病院については記入の必要はありません。

 ２　その他の費用

 １　特別利益

長期前受金戻入による収益は「（うち）補助金・負担金等のうち設備費補助」の欄に含めて記入してください。

（うち）新型コロナウイルス感染症関連の補助金
        （従業員向けの慰労金を除く）

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

記入不要

 総損益差額
 （損益差額＋その他の収益－その他の費用
　＋特別利益－特別損失）

 税引後の総損益差額 （総損益差額－税金）

（うち）補助金・負担金等のうち設備費補助
　　　　（新型コロナウイルス感染症関連を除く）

 １　その他の収益

 ２　特別損失

科　　　目

科　　　目

科　　　目

科　　　目

 ３　事業税

科　　　目

 ２　住民税

 １　法人税

（うち）補助金・負担金等のうち人件費補助・運営費補助
　　　　（新型コロナウイルス感染症関連を除く）

85 87

90

91

93

94

78

76 80

88 89

96 97

92 95

75 79

84 86

77 81

82

83
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○ 令和元年、令和２年、令和３年のそれぞれ６月単月の収益及び費用の額を記入してください。

○ 月次決算をしていない等、記入することが困難な場合は、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　　　　□

この場合、下記の項目の記入の必要はありません。

 Ⅰ　医業収益

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

 １　入院診療収益（患者負担含む）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 ２　特別の療養環境収益

 ３　外来診療収益（患者負担含む）

 ４　その他の医業収益

医業収益合計

 Ⅱ　介護収益　（病院として介護保険事業を実施していない場合は、記入の必要はありません。）

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

介護収益合計
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅲ　医業・介護費用

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

 １　材料費（含む医薬品費）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（１）給与費（賞与を除く）

（２）賞与（１月あたりの額）

 ３　材料費、給与費以外の費用（※１）

 Ⅳ　損益差額

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第２－２　損　　益（月　　次）

損益差額
（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

※１　委託費、設備関係費（含む減価償却費）、経費、その他の医業・介護費用の合計値を記入してください。

医業・介護費用合計

 ２　給与費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

19

20

22

24

25

27

29

30

32

28 33

34 35 36

17 18

23

21 26 31
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○

○

○

１　令和２年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

第３　給　　与

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

直近の２事業年（度）における、調査対象となった病院で直接業務に従事する常勤職員に対して支払った給与
の状況について、職種別に記入してください。
個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

各事業年（度）の「延べ人員（人月）」欄に記入する人月数は、各事業年（度）における月別給与支給人員の年（度）
間合計です。例えば、２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１２ヶ月）従事しており、もう１人が半年間
（６ヶ月）だけ従事していた場合には、「延べ従事人月」は１８人月となります。

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

賞　　　与給　　　料延べ人員（人月）職　　　種

　病院長
（個人立の開設者本人を除く）

　歯科衛生士

　医   師

　その他の職員

　医療技術員

　看護補助職員

　看護職員

　薬剤師

　歯科医師

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　歯科技工士

合　　　計

常　勤　職　員 （令和２年3月末までの事業年（度））

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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２　令和３年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

人月

合　　　計 人月

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

職　　　種 延べ人員（人月）

　歯科技工士

　その他の職員

　病院長
（個人立の開設者本人を除く）

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

賞　　　与

　医   師

　歯科衛生士

　歯科医師

　薬剤師

　看護職員

　看護補助職員

　医療技術員

常　勤　職　員 （令和３年3月末までの事業年（度））

給　　　料

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78
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○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第４　資 産 ・ 負 債

直近の２事業年（度）の末日における資産及び負債の額を記入してください。
個人立病院は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末日となります。

法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、病床数、従事者数の割合など、調査対
象となった病院分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査対象となった病院分の金額を
記入してください。

 Ⅱ　固定資産

 Ⅰ　流動資産

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

資　産　の　部

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））金額  （令和２年3月末までの事業年（度））科　　　目

負　債　合　計

（うち）長期借入金

 Ⅴ　固定負債

 Ⅳ　流動負債

病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセ
ンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

 Ⅲ　繰延資産

 負　債　の　部

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

資　産　合　計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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○

○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第５　キャッシュ・フロー

直近の２事業年（度）それぞれのキャッシュ・フローの額を記入してください。
個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

Ⅰ　「キャッシュ・フロー計算書」を作成している病院

Ⅱ　「キャッシュ・フロー計算書」を作成していない病院

直近の２事業年（度）それぞれの金額を記入してください。

「キャッシュ・フロー計算書」を作成している病院は記入してください。

「キャッシュ・フロー計算書」を作成していない病院は下記の項目のみ記入してください。

法人全体で包括してキャッシュ・フロー計算書が作成されているような場合には、収益額、面積、病床数、従事者
数の割合など、調査対象となった病院分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査対象と
なった病院分の金額を記入してください。

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））金額  （令和２年3月末までの事業年（度））科　　　目

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。
金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。

 １　業務活動によるキャッシュ・フロー

 ２　投資活動によるキャッシュ・フロー

病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセ
ンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 ６　現金等の期末残高

 ５　現金等の期首残高

 ４　現金等の増加額（又は減少額）

（うち）長期借入金の返済による支出

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度））

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

個人立病院については記入の必要はありません。

 ４　長期借入金の返済による支出

（うち）短期借入金の返済による支出

（うち）長期借入れによる収入

（うち）短期借入れによる収入

 ３　財務活動によるキャッシュ・フロー

 ２　長期借入れによる収入

 ３　短期借入金の返済による支出

 １　短期借入れによる収入

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21 25

6 16

5 15

24 28

22 26

23 27
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○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 設備投資額（土地を含む）

第６　設備投資額

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。
個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結した場合には、当該設備の取得価額（リー
ス期間中のリース料総額）を「（うち）リース分」の欄に記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに
限ります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

設備投資額

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

（うち）建物（建物附属設備を含み、土地を除く）

（うち）医療機器

（うち）リース分

（うち）調剤用機器

（うち）リース分

（うち）医療情報システム用機器

（うち）リース分

1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

14

15

16

17

9 18

- 11 - 13



自由記載欄

医療経済実態調査（医療機関等調査）に対するご意見

　このたびは、「令和３年医療経済実態調査（医療機関等調査）」に
ご協力いただきありがとうございます。本調査の改善に役立てるた
め、本調査に関するご意見等ございましたら、以下にご記入くださ
い。（任意提出）

調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

7 8 9 10

お手数ですが、本調査票の複写を１部お取り置きください。
事務局
記入欄

1 2 3 4 5 6

- 12 - 14



必ずご記入ください。

- - - -

※法人番号の活用による政府統計の精度向上に資するため、法人番号の記入にご協力をお願いします。

※法人番号欄には、マイナンバー（個人番号）の記入はせず、国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

　なお、個人事業主については、法人番号欄に「０（ゼロ）」を記入して下さい。

公認会計士等に記入を外部委託している場合は右側のチェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。　□
下記欄は疑義照会にあたり、当該公認会計士等へ直接連絡をとってよい場合のみ記載してください。

－ － ）

法人番号

ＦＡＸ番号

医 療 経 済 実 態 調 査
（一般診療所調査票）

（提出期限　令和３年8月13日）

記入者氏名 部署

電話番号

令和３年

e-mail ＠

公認会計士又は税理士　氏名

連絡先
電話番号

市外局番

連絡先

※電子調査票をご利用できない場合のみ、本調査票をご利用ください。電子調査票のご利用につい
ては、別添の「電子調査票のご利用ガイド」をご覧ください。
　なお、ご記入いただきました内容をご確認させていただく可能性がございますので、ご記入後の
電子調査票又は本調査票は、必ず原本の複写を１部お取り置きください。

＜お問い合わせ先＞
　厚生労働省　医療経済実態調査事務局
　　フリーダイヤル　　　　 ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ
　　フリーダイヤルＦＡＸ 　０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ

　　メールアドレス　　　　 ＸＸＸ@ＸＸＸ
　　ホームページ　　　　  　https://www.ＸＸＸＸＸＸ
　　受付時間　　　　　　　 ○○：○○～○○：○○

※医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが
困難な場合や、資産・負債、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に
当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記までご相談ください。

ホームページや電子調査票をご利用する際、必要となるID及びパスワードは次の通りです。
　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　　パスワード：

中央社会保険医療協議会

（内線

e-mail ＠

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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 １　貴院の開設者 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

　 　１　個人　　　　　　　　　　　　　　　２　医療法人（社会医療法人を除く）　　　　３　その他

 ２　直近の２事業年（度） （個人立以外の診療所のみ記入してください。）

　令和２年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

　令和３年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

 ３　貴院の活動状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　直近の２事業年（度）の間及び現在、活動している

２　その他（直近の２事業年（度）の途中に開設、現在は休止、廃止等）

※回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま本調査票をご返送ください。

 ４　貴院の開設者が保有する施設の状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　調査対象診療所のみ保有している　　　　　 

２　調査対象診療所以外の施設（病院、診療所、介護保険施設等）も保有している　　　　　 

 ５　主たる診療科目

 ６　病床の状況 （許可病床数を記入してください。無床の場合は０を記入してください。）

令和２年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点 床

令和３年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点 床

※個人立の場合は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで
　 の期間が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。

（令和３年５月３１日現在、主たる診療科目の番号  （別添「記入要領」４頁参照）を記入してください。）

令和 ～ 令和

第１　基本データ

平成 ～
平成/
令和

1

6

5

8

7

4

2

3
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 ７　処方の状況 （令和３年５月１か月間）

処方せん料の算定（院外処方）の回数 回

処方料の算定（院内処方）の回数 回

 ８　届け出ている在宅療養支援診療所の区分 （該当する番号を記入してください。）

1　届出なし　

２　「第９の１」の（１）　（機能強化型在宅療養支援診療所（単独型））

３　「第９の１」の（２）　（機能強化型在宅療養支援診療所（連携型））

４　「第９の１」の（３）　（在宅療養支援診療所）

 ９　消費税の経理方式 （該当する番号を記入してください。）

1　税込　 ２　税抜

※次頁以降で記入していただく金額等は、ここで選択した経理方式に従って記入してください。

 10　新型コロナウイルス感染症に関する診療・検査医療機関の指定状況

（令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

1　指定されている　　 ２　指定されていない

 11　新型コロナウイルス感染症疑い患者の受入状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

1　受け入れ実績あり　　 ２　受け入れ実績なし

 12　記入項目の一部省略の有無 （該当する番号を記入してください。）

1　全項目に記入する

（全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税務申告において青色申告を行った個人立の診療所
については、当該年の青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入することにより、調査票の記入項
目を一部省略する形式にて提出することができます。
　ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別に集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いしま
す。）

２　青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入することにより、
　　調査票の記入項目を一部省略する

※記入を省略できるのは３、４、６、９頁の「*」を付した項目です。

10

9

11

12

15

13

14
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○

○

○

○

○

 Ⅰ　医業収益

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　介護収益

診療所として介護保険事業を実施している場合、収益を下記の表に記入してください。

診療所として介護保険事業を実施していない場合、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　□

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 １　入院診療
　　 収益

 ２　外来診療
　　 収益

（３）その他の診療収益　*

（２）公害等診療収益　*

（１）保険診療収益（患者負担含む）

（３）その他の診療収益　*

（２）公害等診療収益　*

（１）保険診療収益（患者負担含む）

科　　　目

直近の２事業年（度）それぞれの収益及び費用の額を記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３
１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった診療所分のみを推計して記入してくだ
さい。

医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難な場合や、税金
等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、
コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

２頁の「12　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

金額（令和３年3月末までの事業年（度））金額（令和２年3月末までの事業年（度））

 ３　その他の医業収益　*

医業収益合計

（うち）新型コロナウイルス感染症関連の補助金
        （従業員向けの慰労金を除く）

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

（うち）短期入所療養介護分　*

 ３　その他の介護収益　*

介護収益合計

 １　施設サービス収益　*

 ２　居宅サービス収益　*

記入不要

科　　　目

第２－１　損　　益（年　　度）

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

16

9
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 Ⅲ　医業・介護費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※２　経理方式が税抜の場合のみ記入してください。

 Ⅳ　損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

金額（令和３年3月末までの事業年（度））科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度））

 損益差額 （医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

（うち）通勤手当

 ２　医薬品費

 ５　委託費

 ４　給食用材料費

 ３　診療材料費・医療消耗器具備品費

（うち）法定福利費

（うち）特定保険医療材料費　（※１）

 １　給与費

※１　特定保険医療材料費、消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、「 －」を記入してください。

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

（うち）土地賃借料

（うち）医療機器減価償却費　*

（うち）建物減価償却費　*

（うち）設備機器賃借料

 ７　その他の医業・介護費用

科　　　目

医業・介護費用合計

（うち）控除対象外消費税等負担額　（※２）

（うち）医療機器賃借料

 ６　減価償却費

（うち）消費税課税対象費用　（※１）
　　　　（設備機器賃借料を除く）

29

30

31

34

35

36

37

38

40

41

44

47

48

49

52

53

54

55

56

58

59

62

43 61

33 51

64 65

39 57

32 50

42 60

45 63

28 46
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 Ⅴ　税金

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立診療所については記入の必要はありません。

 Ⅵ　税引後の総損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立診療所については記入の必要はありません。

 税引後の総損益差額 （損益差額－税金）

科　　　目

科　　　目

 １　法人税

 ２　住民税

 ３　事業税

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

66

67

69

70

72 73

68 71
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○

○ ２頁の「12　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

○ 月次決算をしていない等、記入することが困難な場合は、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　　　　□

この場合、下記の項目の記入の必要はありません。

 Ⅰ　医業収益

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

 １　入院診療収益（患者負担含む）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 ２　外来診療収益（患者負担含む）

 ３　その他の医業収益　*

医業収益合計

 Ⅱ　介護収益　（診療所として介護保険事業を実施していない場合は、記入の必要はありません。）

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

介護収益合計
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅲ　医業・介護費用

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

（１）給与費（賞与を除く）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（２）賞与（１月あたりの額）

 ２　材料費（含む医薬品費）

 ３　給与費、材料費以外の費用（※１）

 Ⅳ　損益差額

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第２－２　損　　益（月　　次）

医業・介護費用合計

※１　委託費、減価償却費、その他の医業・介護費用の合計値を記入してください。

損益差額
（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

令和元年、令和２年、令和３年のそれぞれ６月単月の収益及び費用の額を記入してください。

 １　給与費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1413 15

20

19

16

18

21

23

25

24

26

28

30

29

31 32 33

17 22 27
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○

○

○

１　令和２年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　医   師 人月

　歯科医師 人月

　薬剤師 人月

　看護職員 人月

　看護補助職員 人月

　医療技術員 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

人月

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

直近の２事業年（度）における、調査対象となった診療所で直接業務に従事する常勤職員に対して支払った
給与の状況について、職種別に記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１
日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

各事業年（度）の「延べ人員（人月）」欄に記入する人月数は、各事業年（度）における月別給与支給人員の年
（度）間合計です。例えば、２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１２ヶ月）従事しており、もう１人が半
年間（６ヶ月）だけ従事していた場合には、「延べ従事人月」は１８人月となります。

賞　　　与給　　　料延べ人員（人月）職　　　種

常　勤　職　員 （令和２年3月末までの事業年（度））

第３　給　　与

合　　　計

　院   長
（個人立の開設者本人を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

- 7 - 22



２　令和３年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　医   師 人月

　歯科医師 人月

　薬剤師 人月

　看護職員 人月

　看護補助職員 人月

　医療技術員 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

合　　　計 人月

延べ人員（人月） 給　　　料 賞　　　与

常　勤　職　員 （令和３年3月末までの事業年（度））

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

　院   長
（個人立の開設者本人を除く）

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
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○

○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

負　債　合　計

 Ⅳ　流動負債　*

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度））

 負　債　の　部

（うち）長期借入金

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 Ⅰ　流動資産　*

 Ⅱ　固定資産　*

 Ⅲ　繰延資産　*

資　産　合　計

 Ⅴ　固定負債　*

資　産　の　部

第４　資 産 ・ 負 債

直近の２事業年（度）の末日における資産及び負債の額を記入してください。
個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末日となります。

法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合など、調査対象と
なった診療所分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査対象となった診療所分の金額
を記入してください。

診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コー
ルセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していない場合、右側
のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。この場合、資産・負債の記入の必要はありません。 □

２頁の「12　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

（うち）医療機器

（うち）リース分

（うち）調剤用機器

（うち）リース分

（うち）医療情報システム用機器

（うち）リース分

（うち）建物（建物附属設備を含み、土地を除く）

 設備投資額（土地を含む）

第５　設備投資額

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１
日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結した場合には、当該設備の取得価額
（リース期間中のリース料総額）を「（うち）リース分」の欄に記入してください。ただし、固定資産に計上されている
ものに限ります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

設備投資額

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

14

15

16

17

9 18
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自由記載欄

医療経済実態調査（医療機関等調査）に対するご意見

　このたびは、「令和３年医療経済実態調査（医療機関等調査）」に
ご協力いただきありがとうございます。本調査の改善に役立てるた
め、本調査に関するご意見等ございましたら、以下にご記入くださ
い。（任意提出）

調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

7 8 9 10

お手数ですが、本調査票の複写を１部お取り置きください。
事務局
記入欄

1 2 3 4 5 6
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必ずご記入ください。

- - - -

※法人番号の活用による政府統計の精度向上に資するため、法人番号の記入にご協力をお願いします。

※法人番号欄には、マイナンバー（個人番号）の記入はせず、国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

　なお、個人事業主については、法人番号欄に「０（ゼロ）」を記入して下さい。

公認会計士等に記入を外部委託している場合は右側のチェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。　□
下記欄は疑義照会にあたり、当該公認会計士等へ直接連絡をとってよい場合のみ記載してください。

－ － ）

令和３年

医 療 経 済 実 態 調 査
（歯科診療所調査票）

（提出期限　令和３年8月13日）

記入者氏名 部署

法人番号

連絡先
ＦＡＸ番号

e-mail ＠

電話番号

公認会計士又は税理士　氏名

連絡先

市外局番
（内線

※電子調査票をご利用できない場合のみ、本調査票をご利用ください。電子調査票のご利用につい
ては、別添の「電子調査票のご利用ガイド」をご覧ください。
　なお、ご記入いただきました内容をご確認させていただく可能性がございますので、ご記入後の
電子調査票又は本調査票は、必ず原本の複写を１部お取り置きください。

＜お問い合わせ先＞
　厚生労働省　医療経済実態調査事務局
　　フリーダイヤル　　　　 ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ
　　フリーダイヤルＦＡＸ 　０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ
　　メールアドレス　　　　 ＸＸＸ@ＸＸＸ

　　ホームページ　　　　   https://www.ＸＸＸＸＸＸ
　　受付時間　　　　　　　 ○○：○○～○○：○○

※医薬品費と歯科材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが
困難な場合や、資産・負債、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に
当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記までご相談ください。

ホームページや電子調査票をご利用する際、必要となるID及びパスワードは次の通りです。
　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　　パスワード：

中央社会保険医療協議会

電話番号

e-mail ＠

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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 １　貴院の開設者 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

　 　１　個人　　　　　　　　　　　　　　　２　医療法人　　　　　　　　　　　　　　　３　その他

 ２　直近の２事業年（度） （個人立以外の歯科診療所のみ記入してください。）

　令和２年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

　令和３年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

 ３　貴院の活動状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　直近の２事業年（度）の間及び現在、活動している

２　その他（直近の２事業年（度）の途中に開設、現在は休止、廃止等）

※回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま本調査票をご返送ください。

 ４　貴院の開設者が保有する施設の状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　調査対象診療所のみ保有している　　　　　 

２　調査対象診療所以外の施設（病院、診療所、介護保険施設等）を保有している

 ５　ユニット数

令和２年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点 ユニット

令和３年３月末までに終了した事業年（度）の末日時点 ユニット

 ６　処方の状況 （令和３年５月１か月間）

処方せん料の算定（院外処方）の回数 回

処方料の算定（院内処方）の回数 回

第１　基本データ

※個人立の場合は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで
　 の期間が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。

令和 ～ 令和

平成 ～
平成/
令和

1

9

8

5

6

7

2

3

4
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 ７　在宅療養支援歯科診療所１または２の施設基準の届出 （該当する番号を記入してください。）

1　届出なし　 ２　届出あり　

 ８　消費税の経理方式 （該当する番号を記入してください。）

1　税込　 ２　税抜

※次頁以降で記入していただく金額等は、ここで選択した経理方式に従って記入してください。

 ９　記入項目の一部省略の有無 （該当する番号を記入してください。）

1　全項目に記入する

※記入を省略できるのは３、４、６、９頁の「*」を付した項目です。

２　青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入することにより、
　　調査票の記入項目を一部省略する

（全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税務申告において青色申告を行った個人立の診療所
については、当該年の青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入することにより、調査票の記入項
目を一部省略する形式にて提出することができます。
　ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別に集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いしま
す。）

10

11

12
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○

○

○

○

○

 Ⅰ　医業収益

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　介護収益

診療所として介護保険事業を実施している場合、収益を下記の表に記入してください。

診療所として介護保険事業を実施していない場合、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　□

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

記入不要

第２－１　損　　益（年　　度）

 ２　労災等診療収益　*

 １　保険診療収益（患者負担含む）

直近の２事業年（度）それぞれの収益及び費用の額を記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３
１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった診療所分のみを推計して記入してくだ
さい。

医薬品費と歯科材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難な場合や、税金
等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、
コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

２頁の「９　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

 ３　その他の診療収益　*

介護収益合計

医業収益合計

 ４　その他の医業収益　*

 １　居宅サービス収益　*

 ２　その他の介護収益　*

科　　　目

（うち）新型コロナウイルス感染症関連の補助金
        （従業員向けの慰労金を除く）

2

3

4

5

8

9

10

61

7

12

13

14

15

16

17

11
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 Ⅲ　医業・介護費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※２　経理方式が税抜の場合のみ記入してください。

 Ⅳ　損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）特定保険医療材料費　（※１）

（うち）消費税課税対象費用　　（※１）
　　　　（設備機器賃借料を除く）

 １　給与費

（うち）通勤手当

金額（令和３年3月末までの事業年（度））

（うち）法定福利費

金額（令和２年3月末までの事業年（度））

 ３　歯科材料費

科　　　目

 ２　医薬品費

（うち）控除対象外消費税等負担額　（※２）

（うち）土地賃借料

医業・介護費用合計

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度））

 損益差額 （医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

※１　特定保険医療材料費、消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、「 －」を記入してください。

 ４　委託費

金額（令和３年3月末までの事業年（度））

 ５　減価償却費

（うち）建物減価償却費　*

（うち）医療機器減価償却費　*

 ６　その他の医業・介護費用

（うち）設備機器賃借料

（うち）医療機器賃借料

20

21

23

24

25

26

27

29

30

33

37

38

40

41

42

43

44

46

47

50

32 49

52 53

19 36

28 45

22 39

31 48

34 51

18 35
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 Ⅴ　税金

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立診療所については記入の必要はありません。

 Ⅵ　税引後の総損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人立診療所については記入の必要はありません。

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度））

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

 税引後の総損益差額 （損益差額－税金）

金額（令和３年3月末までの事業年（度））

 １　法人税

 ２　住民税

 ３　事業税

54

55

57

58

60 61

56 59
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○ 令和元年、令和２年、令和３年のそれぞれ６月単月の収益及び費用の額を記入してください。

○ ２頁の「９　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

○ 月次決算をしていない等、記入することが困難な場合は、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　　　　□

この場合、下記の項目の記入の必要はありません。

 Ⅰ　医業収益

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

 １　診療収益（患者負担含む）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 2　その他の医業収益　*

医業収益合計

 Ⅱ　介護収益　（診療所として介護保険事業を実施していない場合は、記入の必要はありません。）

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

介護収益合計
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅲ　医業・介護費用

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

（１）給与費（賞与を除く）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（２）賞与（１月あたりの額）

 ２　歯科材料費（含む医薬品費）

 ３　給与費、歯科材料費以外の費用（※１）

 Ⅳ　損益差額

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第２－２　損　　益（月　　次）

医業・介護費用合計

※１　委託費、減価償却費、その他の医業・介護費用の合計値を記入してください。

損益差額
（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

 １　給与費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1110 12

17

16

13

15

18

20

22

21

23

25

27

26

28 29 30

14 19 24
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○

○

○

１　令和２年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　歯科医師 人月

　歯科衛生士 人月

　歯科技工士 人月

　薬剤師 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

人月

第３　給　　与

職　　　種 延べ人員（人月） 給　　　料 賞　　　与

直近の２事業年（度）における、調査対象となった診療所で直接業務に従事する常勤職員に対して支払った
給与の状況について、職種別に記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１
日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

各事業年（度）の「延べ人員（人月）」欄に記入する人月数は、各事業年（度）における月別給与支給人員の年
（度）間合計です。例えば、２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１２ヶ月）従事しており、もう１人が半
年間（６ヶ月）だけ従事していた場合には、「延べ従事人月」は１８人月となります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

常　勤　職　員 （令和２年3月末までの事業年（度））

　院   長
（個人立の開設者本人を除く）

合　　　計

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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２　令和３年3月末までの事業年（度）の常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　歯科医師 人月

　歯科衛生士 人月

　歯科技工士 人月

　薬剤師 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

合　　　計 人月

給　　　料 賞　　　与

　院   長
（個人立の開設者本人を除く）

常　勤　職　員 （令和３年3月末までの事業年（度））

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

職　　　種 延べ人員（人月）

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
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○

○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　固定資産　*

第４　資 産 ・ 負 債

直近の２事業年（度）の末日における資産及び負債の額を記入してください。
個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末日となります。

法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合など、調査対象と
なった診療所分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査対象となった診療所分の金額
を記入してください。

診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コー
ルセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

資　産　の　部

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 Ⅰ　流動資産　*

２頁の「９　記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付した項目は記入を省略できます。

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していない場合、右側
のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。この場合、資産・負債の記入の必要はありません。 □

 Ⅳ　流動負債　*

 Ⅴ　固定負債　*

負　債　合　計

 Ⅲ　繰延資産　*

資　産　合　計

 負　債　の　部

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

（うち）長期借入金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）建物（建物附属設備を含み、土地を除く）

 設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

（うち）医療機器

（うち）リース分

（うち）調剤用機器

（うち）リース分

（うち）医療情報システム用機器

（うち）リース分

 設備投資額（土地を含む）

第５　設備投資額

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。
個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１
日までの期間が直近の２事業年（度）となります。

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結した場合には、当該設備の取得価額
（リース期間中のリース料総額）を「（うち）リース分」の欄に記入してください。ただし、固定資産に計上されている
ものに限ります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

設備投資額

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

14

15

16

17

9 18
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10事務局
記入欄

1 2 3 4 5 6 7 8 9

お手数ですが、本調査票の複写を１部お取り置きください。

自由記載欄

医療経済実態調査（医療機関等調査）に対するご意見

　このたびは、「令和３年医療経済実態調査（医療機関等調査）」に
ご協力いただきありがとうございます。本調査の改善に役立てるた
め、本調査に関するご意見等ございましたら、以下にご記入くださ
い。（任意提出）

調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。
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必ずご記入ください。

- - - -

※法人番号の活用による政府統計の精度向上に資するため、法人番号の記入にご協力をお願いします。

※法人番号欄には、マイナンバー（個人番号）の記入はせず、国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

　なお、個人事業主については、法人番号欄に「０（ゼロ）」を記入して下さい。

公認会計士等に記入を外部委託している場合は右側のチェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。　□
下記欄は疑義照会にあたり、当該公認会計士等へ直接連絡をとってよい場合のみ記載してください。

－ － ）

※電子調査票をご利用できない場合のみ、本調査票をご利用ください。電子調査票のご利用につい
ては、別添の「電子調査票のご利用ガイド」をご覧ください。
　なお、ご記入いただきました内容をご確認させていただく可能性がございますので、ご記入後の
電子調査票又は本調査票は、必ず原本の複写を１部お取り置きください。

＜お問い合わせ先＞
　厚生労働省　医療経済実態調査事務局
　　フリーダイヤル　　　　 ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ
　　フリーダイヤルＦＡＸ 　０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ

　　メールアドレス　　　　 info@ＸＸＸＸＸ
　　ホームページ　　　　  　https://www.ＸＸＸＸＸＸ
　　受付時間　　　　　　　 ○○：○○～○○：○○

※費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが
困難な場合や、資産・負債、税金等を薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当
たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、上記までご相談ください。

ホームページや電子調査票をご利用する際、必要となるID及びパスワードは次の通りです。
　　　　　　　ID：　　　　　　　　　　　パスワード：

中央社会保険医療協議会

電話番号

e-mail ＠

公認会計士又は税理士　氏名

連絡先

市外局番
（内線

電話番号

法人番号

連絡先
ＦＡＸ番号

e-mail ＠

記入者氏名 部署

令和３年

医 療 経 済 実 態 調 査
（保険薬局調査票）

（提出期限　令和３年8月13日）

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護

に万全を期します。
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 １　貴薬局の開設主体 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

　 　１　法人　　　　　　　　　　　　　　　２　個人

 ２　直近の２事業年（度） （個人立以外の保険薬局のみ記入してください。）

　令和２年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

　令和３年３月末までに終了した事業年（度） 年 月 年 月

 ３　貴薬局の活動状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

１　直近の２事業年（度）の間及び現在、活動している

２　その他（直近の２事業年（度）の途中に開設、現在は休止、廃止等）

※回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま本調査票をご返送ください。

 ４　同一グループの保険調剤を行っている店舗数（令和３年５月３１日現在）

 ５ 保険調剤の状況

令和２年３月末までに終了した事業年（度） 枚

令和３年３月末までに終了した事業年（度） 枚 ％

 ６　調剤用備蓄医薬品品目数 （令和３年５月３１日現在）

 薬価基準収載品目

（うち）後発医薬品品目数

令和 ～ 令和

平成 ～
平成/
令和

品目品目

第１　基本データ

処方箋枚数

店舗

後発医薬品の割合

※個人立の場合は、平成31年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで
　 の期間が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。

※「後発医薬品の割合」は、調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の数量（薬価基準の規格単位ベース）のうち後発医薬品の
占める割合（小数点第１位まで）を記入してください。

品目

内用薬 注射薬

品目 品目

外用薬

品目

1

4

5

6

７

9

10

11

12

13

14

８

2

3
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 ７　調剤基本料等の状況

　１．調剤基本料１ ２．調剤基本料２ ３．調剤基本料３－イ

　４．調剤基本料３－ロ ５．特別調剤基本料 令和２年３月以前

　 令和２年４月以降

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合（集中率） ％

 ８　立地状況 （令和３年５月３１日現在、該当する番号を記入してください。）

　１　診療所前（※１） ２　病院（500床未満）前（※１） ３　病院（500床以上）前（※１）

　４　病院敷地内 ５　診療所敷地内 ６　同一建物内に単一の保険医療機関が所在（※２）

　７　医療モール内（※３） ８　上記以外 　　

　１　主に近隣（又は同一敷地内）にある特定の病院の処方箋を応需している

　２　主に近隣（又は同一敷地内）にある特定の診療所の処方箋を応需している

　３　主に複数の特定の保険医療機関（医療モールも含む）の処方箋を応需している

　４　様々な保険医療機関からの処方箋を応需している

特定の保険医療機関との不動産の賃貸借関係 　１　あり　　　　　　　　２　なし

　１　医療機関の土地・建物を借りている ２ 　医療機関の土地・建物以外（駐車場等）を借りている

　３　医療機関へ土地・建物を貸している ４　医療機関へ土地・建物以外（駐車場等）を貸している

※１医療機関の敷地と接している場所や医療機関の敷地から公道等を挟んだ場所など、特定の医療機関のまわりの場所をいう。

 ９　薬学管理等の状況 （令和３年３月末までに終了した事業年（度）１年間の状況を記入してください。）

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数 回

居宅療養管理指導費（介護保険）の算定回数 回

 10　消費税の経理方式 （該当する番号を記入してください。）

1　税込　 ２　税抜

※次頁以降で記入していただく金額等は、ここで選択した経理方式に従って記入してください。

※２ 保険薬局が所在する建物内に医療機関が１施設のみ所在する場合をいう。

※３ 保険薬局が所在する建物内に複数の医療機関が所在する場合をいう。

⑳で「あり」の場合の
み、医療機関と賃貸
借している不動産の
種類（主たるもの１
つ）

※特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合（集中率）は、令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの期間について、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受付回数を全ての処方箋の受付回数で除して得た値（小数点第１位まで）を記入してください。

処方せんの
応需状況

算定している
調剤基本料

立地

（該当する番号及び割合を記入してください。）

24

22

23

20
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19

17

16

21
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○

○

○

○

 Ⅰ　収益

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　介護収益

保険薬局として介護保険事業を実施している場合、収益を下記の表に記入してください。

保険薬局として介護保険事業を実施していない場合、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　 □

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

記入不要

金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

第２－１　損　　益（年　　度）

介護収益合計

 ２　その他の介護収益

 １　居宅サービス収益

直近の２事業年（度）それぞれの収益及び費用の額を記入してください。
個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった薬局分のみを推計して記入してくださ
い。

費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難な場合や、税金
等を薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ありましたら、コー
ルセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

科　　　目 金額（令和３年3月末までの事業年（度））金額（令和２年3月末までの事業年（度））

 １　保険調剤収益（患者負担含む）

 ２　公害等調剤収益

 ３　その他の薬局事業収益

収益合計

科　　　目

（うち）新型コロナウイルス感染症関連の補助金
        （従業員向けの慰労金を除く）

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

９
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 Ⅲ　費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）建物賃借料

※２　経理方式が税抜の場合のみ記入してください。

 Ⅳ　損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅴ　税金

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人薬局については記入の必要はありません。

 Ⅵ　税引後の総損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

※ 個人薬局については記入の必要はありません。

金額（令和３年3月末までの事業年（度））

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度）） 金額（令和３年3月末までの事業年（度））

金額（令和２年3月末までの事業年（度））

科　　　目 金額（令和２年3月末までの事業年（度））

※１　調剤用医薬品費、一般用医薬品費、特定保険医療材料費、消費税課税対象費用を区分して経理していない等、
　　記入が困難な場合は、「－」を記入してください。

 税引後の総損益差額 （損益差額－税金）

 ２　住民税

 １　法人税

 損益差額 （収益合計＋介護収益合計－費用合計）

 ３　事業税

科　　　目

（うち）調剤用機器賃借料

費用合計

（うち）消費税課税対象費用　　（※１）
　　　　（設備機器賃借料、建物賃借料を除く）

（うち）設備機器賃借料

（うち）土地賃借料

（うち）控除対象外消費税等負担額　（※２）

金額（令和３年3月末までの事業年（度））

 ３　委託費

 ２　医薬品等費

（うち）通勤手当

 １　給与費

 ５　その他の経費

（うち）特定保険医療材料費　（※１）

（うち）調剤用医薬品費（※１）

（うち）調剤用機器減価償却費

（うち）建物減価償却費

 ４　減価償却費

（うち）法定福利費

（うち）一般用医薬品費（※１）

18

20

21

22

23

24

26

27

34

36

37

38

39

30

40

42

43

47

16

29

46

54 55

62 63

56

57

59

60

58 61

17

25

41

19

35

28

45

32

48

5031

49

51

33

44

52

53
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○ 令和元年、令和２年、令和３年のそれぞれ６月単月の収益及び費用の額を記入してください。

○ 月次決算をしていない等、記入することが困難な場合は、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。　　　　□

この場合、下記の項目の記入の必要はありません。

 Ⅰ　収益

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　介護収益　（保険薬局として介護保険事業を実施していない場合は、記入の必要はありません。）

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

介護収益合計
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅲ　費用

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

（１）給与費（賞与を除く）
　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（２）賞与（１月あたりの額）

 ２　医薬品等費

 ３　給与費、医薬品等費以外の費用（※１）

 Ⅳ　損益差額

科　　　目 金額 （令和元年６月分） 金額 （令和２年６月分） 金額 （令和３年６月分）

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

第２－２　損　　益（月　　次）

費用合計

※１　委託費、減価償却費、その他の経費の合計値を記入してください。

収益合計

損益差額
（収益合計＋介護収益合計－費用合計）

 １　給与費

1 2 3

54 6

11

10

7

9

12

14

16

15

17

19

21

20

22 23 24

8 13 18
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○

○

○

１　令和２年3月末までの事業年（度）の 常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　薬剤師 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

人月

２　令和３年3月末までの事業年（度）の 常勤職員給料・賞与

人月

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　薬剤師 人月

人月

　その他の職員 人月

人月

合　　　計 人月

　管理薬剤師
（個人立の開設者本人を除く）

合　　　計

常　勤　職　員 （令和３年3月末までの事業年（度））

直近の２事業年（度）における、調査対象となった薬局で直接業務に従事する常勤職員に対して支払った給与
の状況について、職種別に記入してください。
個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

各事業年（度）の「延べ人員（人月）」欄に記入する人月数は、各事業年（度）における月別給与支給人員の年
（度）間合計です。例えば、２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１２ヶ月）従事しており、もう１人が半年
間（６ヶ月）だけ従事していた場合には、「延べ従事人月」は１８人月となります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

常　勤　職　員 （令和２年3月末までの事業年（度））

　管理薬剤師
（個人立の開設者本人を除く）

職　　　種 延べ人員（人月） 給　　　料 賞　　　与

第３　給　　与

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

　事務職員
（上記の職種に従事している者を除く）

　役員
（上記の職種に従事している者を除く）

職　　　種 延べ人員（人月） 給　　　料 賞　　　与

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19
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24

25

26
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28
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32
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36
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○

○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ　固定資産

第４　資 産 ・ 負 債

直近の２事業年（度）の末日における資産及び負債の額を記入してください。
個人薬局は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末日となります。

法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合など、調査対象と
なった薬局分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査対象となった薬局分の金額を記
入してください。

薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、コール
センター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

資　産　の　部

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 Ⅰ　流動資産

個人薬局であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していない場合、右側の
チェック欄“□”に“レ”を記入してください。この場合、資産・負債の記入の必要はありません。 □

 Ⅳ　流動負債　

負　債　合　計

 Ⅲ　繰延資産

資　産　合　計

 負　債　の　部

科　　　目 金額  （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額 （令和３年3月末までの事業年（度））

 Ⅴ　固定負債　

（うち）長期借入金

1

2
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4

5
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○

○

○

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 設備投資額（土地を含む）

第５　設備投資額

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。
個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日ま
での期間が直近の２事業年（度）となります。

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結した場合には、当該設備の取得価額
（リース期間中のリース料総額）を「（うち）リース分」の欄に記入してください。ただし、固定資産に計上されている
ものに限ります。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

設備投資額

科　　　目 金額 （令和２年3月末までの事業年（度）） 金額  （令和３年3月末までの事業年（度））

 設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

（うち）建物（建物附属設備を含み、土地を除く）

（うち）医療機器

（うち）リース分

（うち）調剤用機器

（うち）リース分

（うち）医療情報システム用機器

（うち）リース分

1

2

3

4

10

11

12

13

5

6

7

8

14

15

16

17

9 18
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自由記載欄

医療経済実態調査（医療機関等調査）に対するご意見

　このたびは、「令和３年医療経済実態調査（医療機関等調査）」に
ご協力いただきありがとうございます。本調査の改善に役立てるた
め、本調査に関するご意見等ございましたら、以下にご記入くださ
い。（任意提出）

調査は以上です。お忙しいところご協力ありがとうございました。

7 8 9 10

お手数ですが、本調査票の複写を１部お取り置きください。
事務局
記入欄

1 2 3 4 5 6
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第 23 回医療経済実態調査（医療機関等調査）記入要領（案） 

 
 
 

○病院調査票記入要領 ・・・・・・・・・・・・・ ２ページ 

 
 

○一般診療所調査票記入要領 ・・・・・・・・・ ３０ページ 

 
 

○歯科診療所調査票記入要領 ・・・・・・・・・ ５４ページ 

 
 

○保険薬局調査票記入要領 ・・・・・・・・・・ ７８ページ 

 
 
 
 
 

※赤字は前回提示からの修正箇所。 

中 医 協 総－３－４ 

３ ． ５ ． ２ ６ 

1



 

 

令 和 ３ 年  医 療 経 済 実 態 調 査 

病院調査票 記入要領 
 
 
 
 
 
 

 

              
中央社会保険医療協議会  

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

厚生労働省 医療経済実態調査事務局 

フリーダイヤル    ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

フリーダイヤルＦＡＸ ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

メールアドレス    ＸＸＸ@ＸＸＸ 

ホームページ     https://www.ＸＸＸＸＸ 

受付時間       ○○：○○～○○：○○ 

※月曜日～金曜日（祝日は除く） 

 

※ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の 

内訳を記入することが困難な場合や、資産・負債、税金等を病院単位で 

算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な 

点等ございましたら、上記までご相談ください。 

 

 

2



- 1 -

目 次 

 

Ⅰ 調査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２  

Ⅱ  調査についての注意事項 ・・・・・・・・・・ ３  

「第１ 基本データ」の記入要領 ・・・・・・・・ ４  

「第２ 損益」の記入要領 ・・・・・・・・・・・ ６  

「第３ 給与」の記入要領 ・・・・・・・・・・ １６ 

「第４ 資産・負債」の記入要領 ・・・・・・・ １８ 

「第５ キャッシュ・フロー」の記入要領 ・・・ ２０ 

「第６ 設備投資額」の記入要領 ・・・・・・・ ２２ 

参考資料１ 「設備関係費」について ・・・・・ ２３ 

参考資料２ 「経費」について ・・・・・・・・ ２４ 

参考資料３ 消費税関連項目について ・・・・・ ２６ 

3



- 2 -

医療経済実態調査（病院調査票） 
 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  病院における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備するこ

とを目的とします。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 (1) 調査の対象 

   社会保険による診療を行っている全国の病院を対象とします。ただし、開設者が医育機関であ

るもの（特定機能病院及び歯科大学病院は除く。）、特定人のために開設されている閉鎖的なも

の、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院は除外します。 

 

 (2) 調査の客体 

   調査対象となる病院を､ＤＰＣ対象病院の指定の有無別、介護療養施設サービス事業実施の有無

別、病床数が２００床以上・未満別、院外処方の有無別、地域別､病院種別及び開設者別に層化

し､特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院（小児総合医療施設）については１／１、その

他については１／３を無作為に抽出して客体を選定します。 

 

３ 調査の主体 

  厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 

 

４ 調査の時期 

  令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末までに終了した事業年（度）の

２期間（及び令和元年、令和２年、令和３年の６月）について実施します。 

 

５ 調査票の内容 

 (1) 第１   基本データ 

 (2) 第２－１ 損益（年度） 

(3) 第２－２ 損益（月次） 

 (4) 第３   給与 

 (5) 第４   資産・負債 

 (6) 第５   キャッシュ・フロー 

 (7) 第６   設備投資額 

(8) 自由記載欄 

 

６ 調査の方法 

  医療機関の管理者が記入します。 

 

７ 調査票の提出期限 

  「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和３年８月１３日までにホームページにて電

子調査票を提出してください。電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用ください。 
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Ⅱ  調査についての注意事項  

 

１ 一般的事項 

(1) この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 

安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を

保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報を適正に

管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ

規定されています。 

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を得る

ためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶対にあり

ません。 

 

(2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と家計

とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をできるだけ正

確に把握し、記入してください。 

また、看護師養成事業等の附属事業に関する収益及び費用は、「第２ 損益 Ⅰ 医業収益 ４ 

その他の医業収益」及び「第２ 損益 Ⅲ 医業・介護費用 ５ 経費」に含めてください。 

 

(3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合は、それぞれの面積、病床数、従事者数、患

者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 

 

(4) 病院として調査客体となったが、休・廃止した場合や診療所となった場合は、調査票１頁の「第

１ 基本データ ３ 貴院の活動状況」に「２」と回答して返送してください。 

 

２ 調査票の記入 

 (1) 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 

 

 (3) 記入を誤ったときは、２本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 

 

 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 
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「第１  基本データ」の記入要領 （調査票１頁～２頁） 

 
○ 特に示してあるもののほかは、令和３年５月３１日現在の事実について記入してください。 
 
１ 貴院の開設者 
    [調査票○1 欄] 
 

 貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 
 
 １ 国    立 国、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立

行政法人労働者健康安全機構、国立高度専門医療研究

センター、独立行政法人地域医療機能推進機構のこと

です。 
 
 ２ 公    立 都道府県、市町村、地方独立行政法人のことです。 
 
 ３ 公    的 日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国  

        民健康保険団体連合会のことです。 
 
 ４ 社会保険関係 健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合

会、国民健康保険組合のことです。 
 
 ５ 医 療 法 人        医療法第39条の規定にもとづく医療法人のことです。

ただし、社会医療法人は含まれません。 
 
 ７ その他の法人 公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、

社会医療法人など１～６に該当しない法人のことで

す。 
   
２ 直近の２事業年 

（度） 
    [調査票○2 ○3 欄] 
 
 

 令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末までに終

了した事業年（度）を記入してください。なお、今後、直近の２事業年（度）

とあるものについては、ここで記入した期間が対象になります。 

 個人立病院については、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日ま

で及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２

事業年（度）となるため、記入の必要はありません。 

   
３ 貴院の活動状況 
    [調査票○4 欄] 

 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 
回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま調

査票をご返送ください。 
   
４ 貴院の開設者が保

有する施設の状況 
    [調査票○5 欄] 

 貴院の開設者が保有する施設（病院、診療所、介護保険施設等）の状況に

ついて、該当する番号を記入してください。 

   
５ 病床の状況 
    [調査票○6 ～○23 欄] 

 直近の２事業年（度）それぞれの末日時点で、医療法の規定に基づき使用

許可を受けている病床数を病床種別ごとに記入してください。 
個人立病院は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の

２事業年（度）の末日となります。 
   
６ 処方の状況 
    [調査票○24 ○25 欄] 
 

 令和３年５月１日から令和３年５月３１日の期間内の処方せん料の算定

（院外処方）の回数及び処方料の算定（院内処方）の回数を記入してくださ

い。 
   
７ 届け出ている在宅

療養支援病院の 
区分 

    [調査票○26 欄] 

 令和３年３月末までに終了した事業年（度）に、在宅療養支援病院の施

設基準に係る届出書を厚生局へ届出している場合は、届け出ている在宅

療養支援病院の区分を記入してください。 
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８ 入院基本料等の 

状況 
    [調査票㉗～㊲欄] 

 貴院が直近の２事業年（度）において１～９それぞれで算定月数が最も多

い入院基本料の番号及び直近の２事業年（度）における当該入院基本料の算

定月数を記入してください。 
 なお、算定月数が最も多い入院基本料が複数ある場合は直近のものの番号

を記入してください。 
 
注１）一般病棟入院基本料について、「基本診療料の施設基準等及びその届

出に関する手続きの取扱いについて」（令和２年３月５日保医発０３０５

第２号厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通

知）の「別添３」の「別紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の

少ない地域に属する保険医療機関であって、一般病棟において病棟ごとに

違う区分の入院基本料を算定している場合は、算定月数が最も多いか否か

によらず「病棟ごと」を選択し、病棟ごとに算定している月数を記入して

ください。 
 

注２）特定一般病棟入院料は、直近の１事業年（度）において算定月数が最

も多い入院料の番号及び直近の１事業年（度）における当該入院料の算定

月数を記入してください。 
 なお、算定月数が最も多い入院料が複数ある場合は直近のものの番号を

記入してください。 
   
９ 消費税の経理方式 
    [調査票㊳欄] 

 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）の経理処理につ

いて、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 
 
１ 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを区分

しないで経理する方式（消費税を納めていない免税事業者は全てこの方

式となります。） 
 
２ 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを区分

して経理する方式 
 

  
10 新型コロナウイル

ス感染症に関する

重点医療機関・協力

医療機関の指定状

況 
  [調査票㊴欄] 
 

 重点医療機関・協力医療機関の指定状況について、貴院が該当する番号を

記入してください。 
 
１ 重点医療機関 ・・・都道府県の指定を受け、新型コロナウイルス感 
            染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関 
２ 協力医療機関 ・・・都道府県の指定を受け、新型コロナウイルス感 
            染症患者としての確定診断がつくまでの間、新 
            型コロナ疑い患者専用の個室を設定して当該患 
            者を受け入れ、必要な救急医療等を提供する医 
            療機関 
３ その他医療機関・・・１、２以外で新型コロナウイルス感染症患者・ 
            疑い患者受入病床を割り当てられた医療機関 
 

複数該当する場合は、小さい番号を選んで記入してください。 
 

11 新型コロナウイル

ス感染症入院患者

等の受入状況 
  [調査票㊵欄] 

 新型コロナウイルス感染症入院患者等の受け入れ実績の有無について、貴

院が該当する番号を記入してください。 
複数該当する場合は、小さい番号を選んで記入してください。 
１の「疑似症患者」とは、感染症法上の新型コロナウイルス感染症の疑似

症として届出が行われた患者を指します。 
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「第２－１  損益（年度）」の記入要領 （調査票３頁～５頁） 

 
 
○ 特に示してあるものの他は、直近の２事業年（度）の２期間に提供した医業及び介護に関連する

すべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応するすべての費用（未

払分を含む）を記入してください。 
  ただし、家計分は含めないでください。 
 
○ 個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令

和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 
 
○ 当該年（度）の損益計算書（収支決算書）の数字を基礎として記入してください。 
 
○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった病院分のみを推計して

記入してください。 
 
○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業年度分を調べることが困難

な場合は、直近１ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。（診療材料費のうち特定保

険医療材料費について調べることが困難な場合も、同様に記入してください。） 
 

＜按分の計算例＞  

医薬品費＝医薬品費・診療材料費の総額× 
直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・診療材料費 
  

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合

を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 
 
○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困

難な場合や、税金等を病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・

ご不明な点等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 
 
 
Ⅰ 医業収益 
    [調査票○1 ～○18 欄] 

 
 

   
１  入院診療収益  
  
(１)保険診療収益 
  （患者負担含む） 
    [調査票○1 ○10 欄] 
 

入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険等の医療保険、

後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費

負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の

合計額を記入してください。 
  
(２)公害等診療収益 

[調査票○2 ○11 欄] 
入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自動車損害賠償責

任保険などの金額を記入してください。 
  
(３)その他の診療  

収益 
[調査票○3 ○12 欄] 

入院患者の医療に係る収益で、自費診療、特別メニューの食事など（た

だし、特別の療養環境収益に係るものは除く）の金額を記入してください。 

   
２ 特別の療養環境 

収益 
    [調査票○4 ○13 欄] 

  入院患者の医療に係る収益で、特別室の特別料金徴収額を記入してくださ

い。 
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３ 外来診療収益  
  
(１)保険診療収益 

（患者負担含む） 
[調査票○5 ○14 欄] 

外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険

等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感

染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び

窓口徴収金額の合計額を記入してください。 
  
(２)公害等診療収益 

[調査票○6 ○15 欄] 
 外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自

動車損害賠償責任保険などの合計額を記入してください。 
  

(３)その他の診療  
収益 
[調査票○7 ○16 欄] 

 外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、自費診療などの金額を記

入してください。 

   
４  その他の医業収益 
    [調査票○8 ○17 欄] 

  次の(1)～(4)までの収益の合計額を記入してください。 
 
(1) 保健予防活動収益 
    各種の健康診断、予防接種など集団的保健予防活動による収益 
 
(2) 医療相談収益 
    人間ドック、妊産婦保健指導など個別的保健予防活動による収益 
 
(3) 受託検査・施設利用収益 
    他の医療機関から検査の委託を受けた場合の検査収益及び医療設備器

械を他の医療機関の利用に供した場合の収益 
 
(4) その他の医業収益 
    文書料など上記の科目に属さない医業収益 
 
 保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

   
Ⅱ 介護収益 
    [調査票○19 ～○28 欄] 

 病院として介護保険事業を実施している場合、「Ⅱ 介護収益」を記

入してください。 

 病院として介護保険事業を実施していない場合、チェック欄“□”に

“レ”を記入してください。 

   
１ 施設サービス収益 
    [調査票○19 ○24 欄] 

 施設サービスに係る収益（短期入所療養介護を除く）で、国保連等に対す

る請求金額及び利用者からの徴収金額の合計額を記入してください。 
 また、特別な療養室料や、特別な食事料などの施設サービスに係る保険外

の利用料による収益についてもあわせて記入してください。 
   
２ 居宅サービス収益 
    [調査票○20 ○25 欄] 

  居宅サービスに係る収益（短期入所療養介護、地域密着型サービス、居宅

介護支援及び介護予防サービスを含む）で、国保連等に対する請求金額及び

利用者からの徴収金額の合計額を記入してください。 
  また、通常の事業実施地域を超える送迎費や時間超過分の費用などの居宅

サービスに係る保険外の利用料による収益についてもあわせて記入してく

ださい。 
   
(うち)短期入所療養 

介護分 
    [調査票○21 ○26 欄] 

 上記居宅サービス収益のうち、「短期入所療養介護」による収益の金額を

記入してください。 

  
 
 

 

9



- 8 -

３ その他の介護収益 
    [調査票○22 ○27 欄] 

 文書料など上記の科目に属さない介護収益について記入してください。 
  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

   
Ⅲ 医業・介護費用 
    [調査票○29 ～○72 欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入してく

ださい。 
   
１ 材料費 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業年度

分を調べることが困難な場合は、以下を参照して按分してください。 
＜按分の計算例＞ 

   
  医薬品費 ＝ 
   
  医薬品費・ 

診療材料費の総額 
× 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

  直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・診療材料費 
   
  ※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合を適切

に反映していると思われる期間を調査して使用。  
   
(１)医薬品費 
    [調査票○29 ○51 欄] 
 
 

  費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入して

ください。 
 医薬品費とは、投薬用薬品、注射用薬品（血液、血液製剤類を含む）、試

薬、造影剤、外用薬、歯科用薬剤の費消額をいいます。 
   
(２)診療材料費・医療 

消耗器具備品費 
    [調査票○30 ○52 欄] 
 
 
 

(1) 診療材料費 
    カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、サージカ

ルマスク、ガウンなど１回ごとに消費するものの費消額をいいます。 
 （従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白衣や

予防衣等については、職員被服費として、「５ 経費」に計上してくださ

い。） 
  歯科材料費（歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着・

接着材料など）も含めて記入してください。 
(2) 医療消耗器具備品費 
   診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具等のうち、使用を開

始したものの費消額（払出額）をいいます。 
  
(うち)特定保険医療材料

費 
  [調査票○31 ○53 欄] 

  費消した特定保険医療材料について、実際の購入価格によって計算した額

を記入してください。 
 特定保険医療材料を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、

「－」を記入してください。 
   
(３)給食用材料費 
   [調査票○32 ○54 欄] 

  費消した患者給食のための食品について、実際の購入価格によって計算し

た額を記入してください。 
   
２  給与費 
    [調査票○33 ○55 欄] 

調査対象となった病院で直接業務に従事する役員・職員に対する、次の

（１）～（６）までの費用の合計額を記入してください。 
役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務しているな

ど、病院単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員・

職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職員の給料等を最も適

切に反映していると思われる係数で按分してください 
＜按分の計算例＞ 

   
  役員Ａの調査対象病院分の給料等 ＝  
   
  役員Ａの 

給料等総額 
× 

役員Ａの調査対象病院での勤務時間（※） 
  役員Ａの総勤務時間（※） 
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  ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職

員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 
   
  (1) 給料 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給与額。 
給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手当、

夜勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に支

給したすべてのものが含まれます。 
個人立病院で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 

また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給し

ている場合には、その金額を含めてください。 
 
(2) 賞与 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する確定済

みの賞与、期末手当等の一時金のうち、当該会計期間に係る部分の金額。 
個人立病院で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会計期

間に係る部分の金額を含めてください。 

 
(3) 賞与引当金繰入額 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する翌会計

期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 
 
(4) 退職給付引当金繰入額 

退職給付引当金制度がある病院は、直近の２事業年（度）に退職給付引

当金として繰入れた額。（※退職給付引当金制度がない場合は０） 
 
(5) 退職金支払額 

退職給付引当金制度がない病院は、直近の２事業年（度）に支給した退

職金。（※退職給付引当金制度がある場合は０） 
 
(6) 法定福利費 

法令に基づいて支給した次の①～③までの費用。 
① 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 
② 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 
③ 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）

の事業主負担額 
   
(うち)通勤手当 

[調査票○34 ○56 欄] 
 通勤費用の現金支給、通勤用定期乗車券の現物支給の総額を記入してくだ

さい。 
   
(うち)法定福利費 

[調査票○35 ○57 欄] 
法令に基づいて支給した次の(1)～(3)までの費用の合計額について記入し

てください。 
(1) 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保険料、

年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 
(2) 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保険料、

年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 
(3) 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）

の事業主負担額 
   
３  委託費 
    [調査票○36 ○58 欄] 

 検査、給食、寝具、洗濯、医療用廃棄物、歯科技工、医療事務、清掃、経

理、警備などについて委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合の業

務の対価としての費用を記入してください。 
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４ 設備関係費 
    [調査票○37 ○59 欄] 

 支払った金額などを記入してください。 
 「設備関係費」に該当する費目は２３頁の「参考資料１」を参考にし、そ

の合計額を記入してください。 
   
(うち)減価償却費 
    [調査票○38 ○60 欄] 

  建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費で、直

近の２事業年（度）実績を記入してください。 
   
(うち)建物減価償却費  
  [調査票○39 ○61 欄] 

  建物の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

   
(うち)医療機器減価 

償却費 
    [調査票○40 ○62 欄] 

  医療機器の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

   
(うち)設備機器賃借料 
    [調査票○41 ○63 欄] 

  固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料（リース料、レンタル料）

で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 
   
(うち)医療機器賃借料 
    [調査票○42 ○64 欄] 

  医療機器の使用料（リース料、レンタル料）で、直近の２事業年（度）実

績を記入してください。 
  
(うち)土地賃借料 
    [調査票○43 ○65 欄] 

土地を賃借することにより所有者に対して支払う賃料を記入してくださ

い。 
  
(うち)消費税課税対象費

用(設備機器賃借

料を除く) 
    [調査票○44 ○66 欄] 

 設備関係費のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記入してください。 
（設備関係費から、２６頁の「参考資料３」に記載の消費税非課税費用を除

いた金額となります。） 
 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、

「－」を記入してください。 
  
５ 経費（光熱水費、医

業貸倒損失等） 
    [調査票○45 ○67 欄] 

 支払又は費消した金額を記入してください。 
 「経費」に該当する費目は２４頁の「参考資料２」を参考にし、その合計

額を記入してください。 

  
(うち)消費税課税対象費

用 
    [調査票○46 ○68 欄] 

 経費のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記入してください。 
（経費から、２６頁の「参考資料３」に記載の消費税非課税費用を除いた金

額となります。） 
 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、

「－」を記入してください。 
  
６  その他の医業・ 
    介護費用 
    [調査票○47 ○69 欄] 

  研究研修費（研究材料の費用、研究研修用図書の購入費、学会への参加旅

費など）、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額（本部費・本部役員報

酬に係る費用で病院の負担に属する額）を記入してください。 
  
(うち)消費税課税対象費

用 
    [調査票○48 ○70 欄] 

 その他の医業・介護費用のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記入し

てください。（その他の医業・介護費用から、２６頁の「参考資料３」に記

載の消費税非課税費用を除いた金額となります。） 
 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、

「－」を記入してください。 
  
(うち)控除対象外消費

税等負担額 
[調査票○49 ○71 欄] 

 経理方式が税抜の場合のみ記入してください。 

 直近の２事業年（度）において、税法上損金に算入している控除対象外
消費税額等（仕入税額控除ができない仮払消費税額（地方消費税含
む））の金額を記入してください。 
※法人全体の総額しか把握していない場合には、総額を消費税課税対象費用

額（「材料費」＋「通勤手当」＋「委託費」＋「設備関係費のうち消費税
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課税対象費用(設備機器賃借料を含む)」＋「経費のうち消費税課税対象費

用」＋「その他の医業・介護費用のうち消費税課税対象費用」）の割合で

按分し、調査対象となった病院分の負担額を記入してください。 
この按分が不可能な場合は、医業・介護費用額、職員数などを用いて計算

してください。 
 
＜按分の計算例＞ 

   
  調査対象病院の控除対象外消費税等負担額 ＝  
   
  法人全体の控除対象外  

消費税等負担額 
× 

調査対象病院の消費税課税対象費用額 

  法人全体の消費税課税対象費用額 
  

Ⅳ 損益差額 
   [調査票○73 ○74 欄] 

  「医業収益合計（○9 ○18 欄）」＋「介護収益合計（○23 ○28 欄）」－「医業・

介護費用合計（○50 ○72 欄）」で計算した金額と一致するか確認してください。 
金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 

   
Ⅴ その他の収益・その

他の費用 
    [調査票○75 ～○83 欄] 

 

   
１ その他の収益 
    [調査票○75 ○79 欄] 

次の(1)及び(2)の収益等の合計額を記入してください。  
 
(1) その他の収益  

受取利息及び配当金、有価証券売却益、患者外給食収益、日常生活に必

要となる費用の利用料、要介護認定のための主治医意見書の文書料などに

よる収益。 
 
(2) 補助金・負担金等 

国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金。長

期前受金戻入による収益についても含めてください。 
   
(うち)補助金・負担金等

のうち人件費補

助・運営費補助

（新型コロナウ

イルス感染症関

連を除く） 
    [調査票○76 ○80 欄] 

 国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金のうち、

交付目的が人件費補助・運営費補助に該当するものについて、直近の２事業

年（度）実績を記入してください。 
 新型コロナウイルス感染症関連の補助金は、含めず記入してください。 

   
(うち)補助金・負担金等

のうち設備費補

助（新型コロナウ

イルス感染症関

連を除く） 
    [調査票○77 ○81 欄] 

 国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金のうち、

交付目的が設備費補助に該当するものについて、直近の２事業年（度）実績

を記入してください。 
 長期前受金戻入による収益も本欄に含めて記入してください。 
 新型コロナウイルス感染症関連の補助金は、含めず記入してください。 

   
(うち)新型コロナウイル

ス感染症関連の

補助金 
   [調査票○82 欄] 

 国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金の

うち、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等の交付金（具体例を以

下に記載）について、直近の事業年度の実績を記入してください。 
 
（例） 
① 重点医療機関体制整備事業、病床確保事業  
 病床確保に対する補助。精算が済んでいる期間の分は、精算後の確定

額を記入してください。精算が済んでいない期間の分については、交付
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決定額を記入してください。 
 
② 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業、救急・周産期・

小児医療体制確保事業  
最終的な支給額が決定している場合はその額を記入してください。支

給額が決定していなくても補助金で補てんされる支出が既に発生してい

る場合にはその額を記入してください。  
なお、特定の支出を補てんする趣旨の補助金については、同様の取扱

いとしてください。 
 
③ 雇用調整助成金 

新型コロナウイルス感染症による特例分の額を計上してください。②

と同じ取扱いとしてください。 
 
 上記以外で、持続化給付金、家賃支援給付金等、新型コロナウイルス

感染症に関連する補助金（含む自治体独自の補助金）の支給額も記入の

対象となります。設備費補助に該当する補助金については、長期前受金

に計上する額は含めず記入してください。 
なお、従事者へ支払われる慰労金は含めず記入してください。 

  
２ その他の費用 
    [調査票○78 ○83 欄] 

金融機関等からの短期・長期を合わせた借入金などの支払利息、有価証券

売却損、患者外給食用材料費、医業外貸倒損失などの費用について、直近

２事業年（度）実績を記入してください。 
   
Ⅵ 特別利益・特別損失 
    [調査票○84 ～○87 欄] 

 

   
１ 特別利益 
    [調査票○84 ○86 欄] 

固定資産売却益などの特別利益を記入してください。  

   
２ 特別損失 
    [調査票○85 ○87 欄] 

固定資産売却損などの特別損失を記入してください。  

   
Ⅶ 総損益差額 
   [調査票○88 ○89 欄] 

  「損益差額（○73 ○74 欄）」＋「その他の収益（○75 ○79 欄）」－「その他の費

用（○78 ○83 欄）」＋「特別利益（○84 ○86 欄）」－「特別損失（○85 ○87 欄）」で計

算した金額と一致するか確認してください。 
金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 

   
Ⅷ 税金 

[調査票○90 ～○95 欄] 
 
 
 

  個人立病院については記入の必要はありません。 
法人全体の税金総額を利益（医業・介護収益－医業・介護費用）金額の割

合で按分し、調査対象となった病院分の負担額を記入してください。 
 この按分が不可能な場合は、医業収益額、職員数などを用いて計算してく

ださい。 
 
＜按分の計算例＞ 

  
調査対象病院の税金＝法人全体の税金× 

調査対象病院の利益 

  法人全体の利益 
   
１ 法人税 

[調査票○90 ○93 欄] 
 

 個人立以外の病院は直近の２事業年（度）の法人税確定申告書の「法人税

額計」の金額のうち、調査対象となった病院分の負担額を記入してください。 

   
２ 住民税 

[調査票○91 ○94 欄] 
 

 個人立以外の病院は直近の２事業年（度）の住民税確定申告書の「年税額」

（「法人税割額」＋「均等割額」）の金額のうち、調査対象となった病院分

の負担額を記入してください。 
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３ 事業税 

[調査票○92 ○95 欄] 
 個人立以外の病院は直近の２事業年（度）の「事業税確定申告書」の「合

計事業税額」の金額のうち、調査対象となった病院分の負担額を記入してく

ださい。 
※「Ⅲ 医業・介護費用」の「５ 経費」に含めたものについては、除いて

記入してください。 
   
Ⅸ 税引後の総損益 

差額 
   [調査票○96 ○97欄] 

  個人立病院については記入の必要はありません。 
  「総損益差額（○88 ○89 欄）」－「税金（○90 ～○95 欄）」で計算した金額と一

致するか確認してください。 
金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第２－２  損益（月次）」の記入要領 （調査票６頁） 

 
 
○ 特に示してあるものの他は、令和元年６月、令和２年６月、令和３年６月に提供した医業及び介

護に関連するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応するす

べての費用（未払分を含む）を記入してください。 
  ただし、家計分は含めないでください。 
 
○ 下記に示していないものについては、「第２－１ 損益（年度）」の記入要領に沿って、記

 入をしてください。  
 
○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった病院分のみを推計して

記入してください。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 
 
 
Ⅰ 医業収益 
    [調査票○1 ～⑮欄] 

 保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令和

２年度実績額）の１／１２の額を、「その他の医業収益」から減算して

調整してください。 
  
Ⅱ 介護収益 
    [調査票⑯～⑱欄] 

病院として介護保険事業を実施していない場合、記入の必要はありま

せん。 
保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令和

２年度実績額）の１／１２の額を、「その他の介護収益」から減算して

調整してください。 
  
Ⅲ 医業・介護費用 
    [調査票⑲～㉝欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入してく

ださい。 
   
１ 材料費 
  [調査票⑲㉔㉙欄] 

 損益（年度）にて示している費目（医薬品費、診療材料費・医療消耗

器具備品費、給食用材料費）の合計額を記入してください。 
令和３年６月の医薬品費について、購入価格が未妥結の品目については、

昨年度購入価格等の仮価格で計算してください。 
  
２ 給与費  
  
（１）給与費 
  （賞与を除く） 
  [調査票⑳㉕㉚欄] 

 給与費のうち、賞与を除く合計額を記入してください。 
ただし、以下で指定する費目については、貴院の経営実態に応じ、下記の

通りとしてください。 
 

①法定福利費 
次のア～ウまでの費用の合計額として計算してください。 
 
ア 当月に支給した給与にかかる医療保険料等の事業主負担額。 
イ 当該事業年度に支給した賞与にかかる医療保険料等の事業主負担額

  の１／１２の額（令和３年６月については前年度実績額、賞与を減額し

  ている場合は、前々年度実績額の１／１２の額）。 
 ウ 当該事業年度に支払った労働保険料事業主負担額の１／１２の額。 

（令和３年６月については、前年度実績額の１／１２の額） 
 

 ②賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、退職金支払額 
年度実績額（令和３年６月については前年度実績額）の１／１２の額。 
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（２）賞与 
  （１月あたりの額） 

[調査票㉑㉖㉛欄] 

 ① 令和元年６月及び令和２年６月については、年間支給額の１／１２の

  額として計算してください。 
   なお、６月以外の月に賞与を支給した場合であっても、年間支給額の

  １／１２の額を記載してください。 
② 令和３年６月については、年間支給額が決定している場合のみ、年間

  支給額の１／１２の額として計算してください。 
  年間支給額が決定していない場合は、「－」を記入してください。 
  （例えば、令和３年６月に賞与を支給した場合であっても、令和３年 
  １２月の賞与支給額が決まっていない場合は、「－」を記入してくだ 
  さい。） 
  なお、６月以外の月に賞与を支給する場合であっても、年間支給額が

  決定している場合には、その１／１２の額を記載してください。 
  
３ 材料費、給与費以外

の費用 
  [調査票㉒㉗㉜欄] 

 損益（年度）にて示している委託費、設備関係費（含む減価償却費）、経

費、その他の医業・介護費用の合計額を記入してください。 
 ただし、減価償却費について、単月の算出が困難な場合は、年度実績額（令

和３年６月分については令和２年度実績額）の１／１２として計算してくだ

さい。 
  
Ⅳ 損益差額 
    [調査票㉞～㊱欄] 

 「医業収益合計（⑤⑩⑮欄）」＋「介護収益合計（⑯⑰⑱欄）」－「医業・

介護費用合計（㉓㉘㉝欄）」で計算した金額と一致するか確認してください。 
金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第３  給与」の記入要領 （調査票７頁～８頁） 

 
 
○ 直近の２事業年（度）における、調査対象となった病院で直接業務に従事する常勤職員に係る給

与状況などについて記入してください。 
個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令

和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 
 
○ 個人立病院で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、この調査票に含めて記入

してください。 
 
○ 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務しているなど、病院単位の給料等

を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、

当該役員・職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してください。 
 

＜按分の計算例＞  
  

役員Ａの調査対象病院分の給料等 ＝  

役員Ａの給料等総額 × 
役員Ａの調査対象病院での勤務時間（※） 

役員Ａの総勤務時間等（※） 
  

※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職員

の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 
 
○ 病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等あり

ましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。  
 
○ 病院として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入してく

ださい。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 
 
 
常勤職員 
 

 常勤職員とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者をいい

ます。 
   
常勤職員の給料・賞与 
  [調査票○1 ～○78 欄] 

 
 

   
  延べ人員（人月） 
  [調査票○1 ～○13 欄] 
  [調査票○40 ～○52 欄] 
    

 直近の２事業年（度）に給与を支給した常勤職員の延べ人員（人月）につ

いて、職種区分毎に延べ人月数を記入してください。 
 個人立病院で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、こ

の欄に含めて記入してください。 
 例えば、ある職種に２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１２

ヶ月）従事しており、もう１人が半年間（６ヶ月）だけ従事していた場合に

は、当該職種の「延べ人員（人月）」は１８人月となります。 
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  給  料 
  [調査票○14 ～○26 欄] 
  [調査票○53 ～○65 欄] 
    
 
 
 
 
 
 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した現金給与額の職種区分毎の総

額を記入してください｡ 
 個人立病院で、青色事業専従者に支給した給与についても、この欄に含め

て記入してください。 
 給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手当、夜

勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に支給し

たすべてのものが含まれます。 
 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給して

いる場合には、その金額を含めてください。 
 なお、年俸制を適用されている者については、直近の２事業年（度）の年

俸と当該年（度）に支給した諸手当とを合算した額を記入してください。 

  
  賞  与 
  [調査票○27 ～○39 欄] 
  [調査票○66 ～○78 欄] 
 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した賞与、期末手当等の一時金の

職種区分毎の総額を記入してください。 
 個人立病院で、青色事業専従者に支給した賞与についても、この欄に含め

て記入してください。 
   
  病院長 
 
 
 

  個人立病院の開設者でない病院長、個人立病院以外の病院長について記入

してください。 
 個人立病院の開設者である病院長は、「人員」、「給料」及び「賞与」の

欄に数字の「０」を必ず記入してください。 
   
  看護職員  保健師、助産師、看護師、准看護師をいいます。 
   
  看護補助職員 
 

 看護師、准看護師などの資格を持たない看護補助者（介護者）をいいます。 

  
  医療技術員 
 

 診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士など医

療にかかわる専門技術員（歯科衛生士及び歯科技工士は除く）をいいます。 
   

事務職員 主として事務（総務、人事、財務、医事等）を担当している職員（医

師事務作業補助者（医療クラーク）、診療情報管理士を含む）をいいま

す。 
   
  役 員  医療法人立などで、調査対象となった病院で直接業務に従事する役員（理

事長、理事、監事）をいいます。 
使用人兼務役員については、他の職種の欄に記入してください。例えば、

理事（長）兼病院長の場合は「病院長」、理事兼事務長の場合は「事務職員」

の欄に記入してください。 
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「第４  資産・負債」の記入要領 （調査票９頁） 

 
○ 直近の２事業年（度）それぞれの末日の貸借対照表の数字を基礎として記入してください。 

個人立病院は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末日

となります。 
 
○ 法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、病床数、従事者数の割

合など、調査対象となった病院分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査

対象となった病院分の金額を記入してください。 
 

＜按分の計算例＞  

調査対象病院の資産・負債＝法人全体の資産・負債× 
調査対象病院の延べ面積等（※） 
法人全体の延べ面積等（※） 

  
※面積、病床数、従事者数の割合など、調査対象となった病院分の

実態を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 
 
○ 病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ござ

いましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 
 
○ 病院として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分の資産・負債と介護保険分の資産・

負債との合計額を記入してください。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 
 
Ⅰ 流動資産 
   [調査票○1 ○5 欄] 
 
 

 現金及び預金、経常的な活動によって生じた未収金等の債権及びその１年

以内に回収可能な債権、売買目的有価証券等、医薬品、診療材料、給食用材

料、貯蔵品等のたな卸資産、前払費用で１年以内に費用となるものなどの総

額を記入してください。 
   
Ⅱ 固定資産 
   [調査票○2 ○6 欄] 
 

 建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶、放射

性同位元素、その他の有形固定資産、土地、建設仮勘定、借地権、ソフトウ

ェア、長期貸付金などの総額を記入してください。 
   
Ⅲ 繰延資産 
   [調査票○3 ○7 欄] 
 

 創業費（法人の設立登記までに支出した費用及び設立してから事業を開始

するまでの間に支出した開設準備のための費用）、企業債発行差金、試験研

究費などの総額を記入してください。 
   
Ⅳ 流動負債 
   [調査票○9 ○13 欄] 

 経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期間が

１年以内に到来する債務などの総額を記入してください。 
   
Ⅴ 固定負債 
   [調査票○10 ○14 欄] 
 
 
 
 
 
 

 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金並びに

一般会計、本支部、他会計からの借入金のうち期間が１年を超えるもの、そ

の他経常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未払金などのうち、期間

が１年を超えるもの、引当金のうち、退職給付引当金のように、通常１年を

超えて使用される見込みのものなどの総額を記入してください。 
 なお、地方債による長期借入金を借入資本金として整理している場合につ

いても、この欄に含めて記入してください。 
 また、地方公営企業会計の新会計基準による補助金等は長期前受金として

負債計上することになりますので、この欄に含めて記入してください。 
   
(うち)長期借入金 

[調査票○11 ○15 欄] 
 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金のうち

期間が１年を超えるものの総額を記入してください。 
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 なお、地方債による長期借入金を借入資本金として整理している場合につ

いても、この欄に含めて記入してください。 
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「第５  キャッシュ・フロー」の記入要領 （調査票１０頁） 

 
 
○ 直近の２事業年（度）それぞれの数字を基礎としてください。 

個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令

和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 
 
○ 法人全体で包括してキャッシュ・フロー計算書が作成されているような場合には、収益額、面積、

病床数、従事者数の割合など、調査対象となった病院分の実態を最も適切に反映していると思われ

る係数で按分し、調査対象となった病院分の金額を記入してください。 
 

＜按分の計算例＞  
  

調査対象病院のキャッシュ・フロー ＝  

法人全体のキャッシュ・フロー× 
調査対象病院の医業・介護収益等（※） 

法人全体の収益等（※） 
  

※収益額、面積、病床数、従事者数の割合など、調査対象となった病

院分の実態を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 
 
○ 病院単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ござ

いましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 
 
○ 病院として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分との合計額を記入し

てください。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
 
 
Ⅰ「キャッシュ・フロー

計算書」を作成してい

る病院 
[調査票○1 ～○20 欄] 

「キャッシュ・フロー計算書」を作成している病院は記入してください。 

  
１ 業務活動による 

キャッシュ・フロー 
[調査票○1 ○11 欄] 

 医業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の取

引によるキャッシュ・フローの総額を記入してください。 

   
２ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
[調査票○2 ○12 欄] 

 固定資産の取得及び売却、施設設備補助金の受入による収入、現金同等物

に含まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローの総額を

記入してください。 
   
３ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
[調査票○3 ○13 欄] 

 資金の調達及び返済によるキャッシュ・フローの総額を記入してくださ

い。 

   
(うち)短期借入れに 

よる収入 
[調査票○4 ○14 欄] 

 短期借入による収入を記入してください。 

   
(うち)長期借入れに 

よる収入 
[調査票○5 ○15 欄] 

 長期借入による収入を記入してください。 
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(うち)短期借入金の 

返済による支出 
[調査票○6 ○16 欄] 

 短期借入金の返済による支出を記入してください。 
金額には必ず「－」（マイナス）を付してください。 

   
(うち)長期借入金の 

返済による支出 
[調査票○7 ○17 欄] 

 長期借入金の返済による支出を記入してください。 
金額には必ず「－」（マイナス）を付してください。 

   
４ 現金等の増加額 

（又は減少額） 
[調査票○8 ○18 欄] 

 １～３の合計を記入してください。 

   
５ 現金等の期首残高 

[調査票○9 ○19 欄] 
 期首における現金等の残高を記入してください。 

   
６ 現金等の期末残高 

[調査票○10 ○20 欄] 
 ４と５の合計を記入してください。 
 

  
Ⅱ「キャッシュ・フロー

計算書」を作成してい

ない病院 
[調査票○21 ～○28 欄] 

 「キャッシュ・フロー計算書」を作成していない病院は下記の項目のみ記

入してください。 
 個人立病院については、記入の必要はありません。 

  
１ 短期借入れによる

収入 
[調査票○21 ○25 欄] 

 短期借入による収入を記入してください。 

   
２ 長期借入れによる

収入 
[調査票○22 ○26 欄] 

 長期借入による収入を記入してください。 

   
３ 短期借入金の返済

による支出 
[調査票○23 ○27 欄] 

短期借入金の返済による支出を記入してください。 

   
４ 長期借入金の返済

による支出 
[調査票○24 ○28 欄] 

長期借入金の返済による支出を記入してください。 
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「第６  設備投資額」の記入要領 （調査票１１頁） 

 
○ 直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。 

個人立病院は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から令

和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 
 
○ 病院として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入してく

ださい。 
 
○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 
 
設備投資額 

[調査票○1 ～○18 欄] 
 

  
設備投資額（土地を含

む） 
[調査票○1 ○10 欄] 

 土地、建物、建物附属設備、医療用器械備品などの固定資産の取得価額

（未払額含む）を記入してください。 

   
(うち)建物（建物附属設

備を含み、土地を

除く） 
[調査票○2 ○11 欄] 

 

 診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎など病院に属する建物（電気、空調、冷

暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備を含む）の取得価額（未払額

含む）を記入してください。ただし、土地は除きます。 
 

(うち)医療機器 
[調査票○3 ○12 欄] 

 
(うち)リース分 

[調査票○4 ○13 欄] 
 
 

 

 医療機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 
 
 

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結し、

保有している医療機器の取得価額（リース期間中のリース料総額）を記入し

てください。ただし、固定資産に計上されているものに限ります。 
 

(うち)調剤用機器 
[調査票○5 ○14 欄] 

 
(うち)リース分 

[調査票○6 ○15 欄] 
 
 

 

 調剤用機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 
 
 
 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結し、

保有している調剤用機器の取得価額（リース期間中のリース料総額）を記

入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限ります。 
 

(うち)医療情報システ

ム用機器 
[調査票○7 ○16 欄] 

 
 
(うち)リース分 

[調査票○8 ○17 欄] 
 
 
 
設備投資額のうち消費

税課税対象の投資額 
[調査票○9 ○18 欄] 

 レセプト作成用コンピュータ（レセコン）、電子カルテ、オーダリン

グシステムなどの医療事務や診療を支援する医療情報システム用機器（ソ

フトウェアを含む）の取得価額（未払額含む）を記入してください。 
 
 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締結し、

保有している医療情報システム用機器の取得価額（リース期間中のリース

料総額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限

ります。 
 

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産のうち、消費税課税対象と

なる資産にかかる取得価額（未払額含む）を記入してください。（消費税関

連項目について２６頁の「参考資料３」を参考にしてください。） 
※経理方式が税込である場合は、税込の金額を記入してください。 
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参考資料１ 
 
 

「設備関係費」について（調査票４、６頁） 

 
 
○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」のうち、「４ 設備関係費」に含まれる費目は、次の

とおりです。 
 
 
 
減価償却費 
 
設備機器賃借料 
 
土地賃借料 
 
建物賃借料 
 
 
修繕費 
 
 
 
固定資産税等 
 
 
器機保守料 
 
器機設備保険料 
 
 
車両関係費 
 

 建物、建物附属設備、医療用器械備品、車輌船舶などの減価償却費 
 
 設備、機器の使用料（リース料、レンタル料） 
 
 土地を賃借することにより所有者に対して支払う賃料 
 
 建物、構築物（門、へいなど）を賃借することにより所有者に対して払う

賃料 
 
 有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通

常の修繕のための費用。（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の率、能

力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。） 
 
 固定資産税、都市計画税等の固定資産の保有に係る租税公課。ただし、車

両関係費に該当するものを除く。 
 
 器機の保守契約に係る費用 
 
 施設設備に係る火災保険料等の費用。ただし、車両関係費に該当するもの

は除く。 
 
 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶などの燃料、車両検査、自

動車損害賠償責任保険、自動車税等の費用 
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参考資料２ 
 
 

「経費」について（調査票４、６頁） 

 
 
○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」のうち、「５ 経費」に含まれる費目は、次のとおり

です。 
 
 
福利厚生費  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅費交通費 
 
職員被服費 
 
 
通 信 費  
 
広告宣伝費  
 
 
消 耗 品 費      
 
 
 
消耗器具備品費 
 
 
会 議 費 
 
光 熱 水 費      
 
 
保 険 料  
 
 
 
交 際 費  
 
諸 会 費 
 
租 税 公 課       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために要す

る法定外福利費 
 
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担

額 
 
(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰安、

修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際して一定

の基準により支給される金品などの現物給与 
 
  業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 
 
  従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗

濯等の費用 
 
  電信電話料、インターネット接続料、郵便料金など通信のための費用 
 

機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用 
 
 
  カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、洗

剤など１年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものは除

く。 
 
  事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、

又は１年以内に消費するもの 
 

運営諸会議など院内管理のための会議の費用 
 
  電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用。 
 ただし、車両関係費（２３頁参照）に該当するものは除く。 
 

生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。 
 ただし、福利厚生費（上記参照）、器機設備保険料（２３頁参照）及び車

両関係費（２３頁参照）に該当するものを除く。 
 
  接待費及び慶弔など交際に要する費用 
 
  各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 
 
(1) 事業税、消費税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税法上損

金に算入されるもの。 
 ただし、固定資産税等（２３頁参照）及び車両関係費（２３頁参照）に

該当するものを除く。 
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医業貸倒損失 
 
貸倒引当金繰入額 
  
 
雑   費 
 

 
 
 

 
(2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費（医師会費など）、

賦課金 
 
 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分

の金額 
 

寄付金など上記の科目に属さない費用（「６ その他の医業・介護費用（研

究研修費、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額）」を除く。） 
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参考資料３ 
 
 

消費税関連項目について 

 
 
○ 以下の表は、費用の科目ごとに、一般的に消費税非課税となるものを記載しております。 
 
○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」、「第６ 設備投資額」のうち、消費税関連項目の記

入の際の参考としてください。 
 

科目 消費税非課税となるもの 

第２ 損益 
「Ⅲ 医業・介護費用」に含

まれるもの 
 
（２ 給与費） 

給与費 
 
（４ 設備関係費） 

減価償却費 
 
 

土地賃借料 
 

固定資産税等 
 

器機設備保険料 
 

車両関係費 
 
（５ 経費） 

福利厚生費 
 

旅費交通費 
 

通信費 
 

広告宣伝費 
 

保険料 
 

交際費 
 

租税公課 
 

医業貸倒損失 
 

貸倒引当金繰入額 
 

雑費 
 

（６ その他の医業・介護費

用） 

 
 
 
 
 
給料、賞与、退職金、法定福利費（通勤手当は課税） 
 
 
すべて非課税 
（減価償却資産の購入代金は、購入時に一括して課税） 
 
すべて非課税 
 
固定資産税、都市計画税等の租税公課 
 
すべて非課税 
 
自動車損害賠償責任保険料、自動車税 
 
 
慶弔費、団体生命保険料 
 
海外渡航費、滞在費 
 
国際通信、国際郵便料金 
 
プリペイドカード等の購入費 
 
すべて非課税 
 
慶弔費、餞別などの現金支出、商品券・ビール券等の購入費 
 
すべて非課税 
 
すべて非課税 
 
すべて非課税 
 
行政手数料、寄付金 
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研究費・研修費 
 

 
第６ 設備投資額 

医師等に支給する研究助成金（一種の特別手当として給与等に該当す

る場合） 
 

 土地の取得額 
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令 和 ３ 年  医 療 経 済 実 態 調 査 

一般診療所調査票 記入要領 
 

 

 

               
中央社会保険医療協議会  

 

全 項 目 に ご 記 入 い た だ く の が 原 則 で す が 、 令 和 元 年 及 び 令 和 ２ 年 の 税 務 申 告 に お い て 青 色 申 告

を 行 っ た 個 人 立 の 診 療 所 に つ い て は 、 当 該 年 の 青 色 申 告 決 算 書 及 び 付 表 等 の 税 務 申 告 上 の 数 字 を

基 礎 と し て 記 入 す る こ と に よ り 、 調 査 票 の 記 入 項 目 を 一 部 省 略 す る 形 式 に て 提 出 す る こ と が で き

ま す 。  

た だ し 、 本 形 式 に よ る 回 答 は 、 全 項 目 に 記 入 し た も の と は 別 に 参 考 と し て 集 計 さ れ ま す の で 、

で き る 限 り 全 項 目 の 記 入 を お 願 い し ま す 。 詳 細 は ３ 頁 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

＜お問い合わせ先＞ 

厚生労働省 医療経済実態調査事務局 

フリーダイヤル    ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

フリーダイヤルＦＡＸ ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

メールアドレス    ＸＸＸ@ＸＸＸ 

ホームページ     https://www.ＸＸＸＸＸ 

受付時間       ○○：○○～○○：○○ 

※月曜日～金曜日（祝日は除く） 

 

※ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を

記入することが困難な場合や、資産・負債、税金等を診療所単位で算出する

ことが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございま

したら、上記までご相談ください。 
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  医療経済実態調査（一般診療所調査票） 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  一般診療所における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を

整備することを目的とします。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 (1) 調査の対象 

   社会保険による診療を行っている全国の一般診療所を対象とします。ただし、特定人のた

めに開設されている閉鎖的なもの、刑務所、船内等に設置される一般診療所は除外します。 

   また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所等も除外します。 

 

 (2) 調査の客体 

   調査対象となる一般診療所を、入院患者の有無別、主たる診療科別、介護療養施設サービ

ス事業の有無別、院外処方の有無別、地域別に層化し、それぞれ無作為に１／２０を抽出し

て客体を選定します。 

 

３ 調査の主体 

  厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 

 

４ 調査の時期 

  令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末までに終了した事業年（度）

の２期間（及び令和元年、令和２年、令和３年の６月分）について実施します。 

 

５ 調査票の内容 

 (1) 第１ 基本データ 

 (2) 第２－１ 損益（年度） 

(3) 第２－２ 損益（月次） 

 (4) 第３ 給与 

 (5) 第４ 資産・負債 

 (6) 第５ 設備投資額 

(7) 自由記載欄 

 

６ 調査の方法 

  医療機関の管理者が記入します。 

 

７ 調査票の提出期限 

  「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和３年８月１３日までにホームページに

て電子調査票を提出してください。電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用

ください。 
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Ⅱ 調査についての注意事項 

 

１ 一般的事項 

 (1)  この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 

安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘

密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報

を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない

ことがそれぞれ規定されています。 

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を

得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶

対にありません。 

 

 (2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と

家計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をでき

るだけ正確に把握し、記入してください。 

 

 (3) 法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、病床数、従事者

数、患者数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 

 

 (4) 一般診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票１頁の「第１ 基本

データ ３ 貴院の活動状況」に「２」と回答して返送してください。 

 

 (5) 全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税務申告において青色

申告を行った個人立の診療所については、当該年の青色申告決算書及び付表等の税務申告上

の数字を基礎として記入することにより、調査票の記入項目を一部省略する形式にて提出す

ることができます。ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別に参考とし

て集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いします。 

記入項目の一部省略の有無について、調査票２頁の「第１ 基本データ 12 記入項目

の一部省略の有無」に該当する番号を記入してください。 

記入を省略できるのは、調査票３、４、６、９頁の「*」を付した項目です。 

 

２  調査票の記入 

 (1) 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 

 

 (3) 記入を誤ったときは、２本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 

 

 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 
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「第１  基本データ」の記入要領 （調査票１頁～２頁） 

 

○ 特に示してあるもののほかは、令和３年５月３１日現在の事実について記入してください。 

 

１ 貴院の開設者 

    [調査票○1 欄] 

貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 

 

 ２ 医 療 法 人        医療法第39条の規定にもとづく医療法人のこと

です。ただし、社会医療法人は含まれません。 

  

２ 直近の２事業年 

（度） 

    [調査票○2 ○3 欄] 

令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末まで

に終了した事業年（度）を記入してください。なお、今後、直近の２事

業年（度）とあるものについては、ここで記入した期間が対象になりま

す。 

個人立診療所については、平成３１年１月１日から令和元年１２月３

１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの期間

が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。 

  

３ 貴院の活動状況 

    [調査票○4 欄] 

 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 

回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま

調査票をご返送ください。 

  

４ 貴院の開設者が保

有する施設の状況 

    [調査票○5 欄] 

 貴院の開設者が保有する施設（病院、診療所、介護保険施設等）の状

況について、該当する番号を記入してください。 

   

５ 主たる診療科目 

    [調査票○6 欄] 

 主たる診療科目について、以下の番号を記入してください。該当する

診療科目がない場合は、読み替えが可能な最も近い診療科目を記入して

ください。 

 ただし、麻酔科については、麻酔科の広告許可を受けている者のいる

施設に限ります。 

 なお、主たる診療科目の考え方の優先順位は、①科目別患者数が多い

もの、②院長又は常勤医師（非常勤医師のみのときは管理医師）の主た

る専門科目、③院長が主たる診療科目として判断するものとします。 

 （診療科目）   

01 内科 

04 消化器内科(胃腸内科) 

07 神経内科 

10 皮膚科 

13 感染症内科 

16 心療内科 

19 循環器外科(心臓・血管外科)  

22 消化器外科(胃腸外科)  

25 脳神経外科 

28 美容外科 

31 小児外科 

34 婦人科 

37 麻酔科 

40 救急科 

02 呼吸器内科 

05 腎臓内科 

08 糖尿病内科(代謝内科) 

11 アレルギー科 

14 小児科 

17 外科 

20 乳腺外科 

23 泌尿器科 

26 整形外科 

29 眼科 

32 産婦人科 

35 リハビリテーション科 

38 病理診断科 

03 循環器内科 

06 人工透析内科（人工透析外科） 

09 血液内科 

12 リウマチ科 

15 精神科 

18 呼吸器外科 

21 気管食道外科 

24 肛門外科 

27 形成外科 

30 耳鼻いんこう科 

33 産科 

36 放射線科 

39 臨床検査科 

   

６ 病床の状況 

[調査票○7 ○8 欄] 

  直近の２事業年（度）それぞれの末日時点で、医療法の規定に基づき

使用許可を受けている病床数を記入してください。 

個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が

直近の２事業年（度）の末日となります。 
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７ 処方の状況 

    [調査票○9 ○10欄] 

 

  令和３年５月１日から令和３年５月３１日の期間内の処方せん料の

算定（院外処方）の回数及び処方料の算定（院内処方）の回数を記入し

てください。 

   

８ 届け出ている在宅

療養支援診療所の

区分 

    [調査票○11欄] 

 令和３年３月末までに終了した事業年（度）に、在宅療養支援診療所

の施設基準に係る届出書を厚生局へ届出している場合は、届け出てい

る在宅療養支援診療所の区分を記入してください。 

  

９ 消費税の経理方式 

    [調査票○12欄] 

 

 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）の経理処理

について、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 

 

１ 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分しないで経理する方式（消費税を納めていない免税事業者は全

てこの方式となります。） 

 

２ 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分して経理する方式 

   

10 診療・検査医療機

関の指定状況 

  [調査票○13欄] 

診療・検査医療機関の指定状況について、貴院が該当する番号を記

入してください。 

 

診療・検査医療機関・・・都道府県の指定を受け、発熱患者の外来診

療・検査体制を確保している医療機関 

   

11 新型コロナウイ

ルス感染症疑い

患者の受入状況 

  [調査票⑭] 

 新型コロナウイルス感染症疑い患者の受け入れ実績の有無につい

て、貴院が該当する番号を記入してください。 

 疑い患者とは、新型コロナウイルス感染症の検査対象となった外来

患者を指し、結果的に新型コロナウイルス感染症と診断されなかった

外来患者も含みます。 

   

12 記入項目の一部省

略の有無 

    [調査票⑮欄] 

 

全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税

務申告において青色申告を行った個人立の一般診療所については、当該

年の青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入

することにより、調査票の記入項目を一部省略する形式にて提出するこ

とができます。ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものと

は別に参考として集計されますので、できる限り全項目の記入をお願い

します。 

調査票の記入項目を一部省略する場合には、該当する番号を記入し

てください。 

記入を省略できるのは、調査票３、４、６、９頁の「*」を付した

項目です。 
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「第２－１  損益（年度）」の記入要領 （調査票３頁～５頁） 

 

○ 特に示してあるものの他は、直近の２事業年（度）の２期間に提供した医業及び介護に関連

するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応するすべて

の費用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 当該年（度）の損益計算書（収支決算書）の数字を基礎として記入してください。「第１ 基

本データ 12 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合は、令和元年及び令和２年

の所得税青色申告決算書、付表、その他税務申告用の帳簿等の数字を基礎として記入してくだ

さい。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった診療所分のみを推

計して記入してください。 

 

○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業年度分を調べることが

困難な場合は、直近１ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。（診療材料費のう

ち特定保険医療材料費について調べることが困難な場合も、同様に記入してください。） 

 

＜按分の計算例＞  

医薬品費＝医薬品費・診療材料費の総額× 
直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・診療材料費 

  

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の

割合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

 

○ 医薬品費と診療材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入すること

が困難な場合や、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお

困りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター（0120-XXX- XXX）にご相談くだ

さい。 

 

○ 「第１ 基本データ 12 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付し

た項目は記入を省略できます。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

Ⅰ 医業収益 

    [調査票○1 ～⑰欄] 

 

 

   

１ 入院診療収益 

    [調査票○1 ～○3 欄] 

    [調査票○9 ～○11欄] 

 

 

 

   

(１)保険診療収益 

   (患者負担含む) 

    [調査票○1 ○9 欄] 

 

 入院患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保険等の医療保険、

後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公

費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金

額の合計額を記入してください。 

   

(２)公害等診療収益 

    [調査票○2 ○10欄] 

 入院患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、自動車損害賠償

責任保険などの金額を記入してください。 

   

* 
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(３)その他の診療収益 

    [調査票○3 ○11欄] 

 入院患者の医療に係る収益で、自費診療、特別メニューの食事、特別

の療養環境収益（特別室の特別料金徴収額）などの金額を記入してくだ

さい。 

   

２ 外来診療収益 

    [調査票○4 ～○6 欄] 

    [調査票○12～○14欄] 

 

 

 

   

(１)保険診療収益 

    (患者負担含む) 

    [調査票○4 ○12欄] 

 

 外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、健康保険、国民健康保

険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活保護法、精神保健福祉法、

感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・国保連等に対する請求金額

及び窓口徴収金額の合計額を記入してください。 

   

(２)公害等診療収益 

    [調査票○5 ○13欄] 

 外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、公害医療、労災保険、

自動車損害賠償責任保険などの金額を記入してください。 

   

(３)その他の診療収益 

    [調査票○6 ○14欄] 

 外来（往診を含む）患者の医療に係る収益で、自費診療などの金額を

記入してください。 

   

３ その他の医業収益 

    [調査票○7 ○15欄] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の(1)～(3)までの収益の合計額を記入してください。 

 

(1) 学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、予防接種、各種検診等 

の公衆衛生・地域医療活動などによる収益 

 

(2) 医師会病院からの還付金、受託検査収益、臨時に他の医療機関を手

伝って得た診療受託料、生命保険の審査料、文書料（診断書料）、各

種手数料などによる収益 

 

(3) その他の収益 

 ① 有価証券売却益、患者外給食収益、日常生活に必要となる費用の 

  利用料、要介護認定のための主治医意見書の文書料などによる収益 

 

 ② 受取利息、配当金、補助金（直近の２事業年（度）において国、

地方公共団体、その他から経常的費用の支出に充てるために交付さ

れたもの）、退職給付引当金、徴収不能引当金などの諸引当金の戻

入額などによる収益 

 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

  

(うち)新型コロナウイ

ルス感染症関連

の補助金 

   [調査票⑯欄] 

国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金

のうち、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等の交付金（具体例

を以下に記載）について、直近の事業年度の実績を記入してください。 

令和元年及び令和２年の税務申告において青色申告を行った個人

立の診療所についても、記入してください。 

（例） 

① 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業、令和２年度

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補

助金 

 感染拡大防止対策などに要する費用の補助。最終的な支給額が決定

している場合はその額を記入してください。支給額が決定していなく

ても補助金で補てんされる支出が既に発生している場合にはその額

を記入してください。 

なお、特定の支出を補てんする趣旨の補助金については、同様の取

扱いとしてください。 

 

* 

* 

* 

* 
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② 外来診療・検査体制確保事業 

 「診療・検査医療機関」において、発熱患者専用の診療室を設けた

施設への補助（受診患者が基準より少ない場合に、その人数に応じて

支払われるもの）。交付決定された額を計上してください。 

③ 雇用調整助成金 

 新型コロナウイルス感染症による特例分の額を計上してくださ

い。①と同じ取扱いとしてください。 

 

上記以外で、持続化給付金、家賃支援給付金等、新型コロナウイル

ス感染症に関連する補助金（含む自治体独自の補助金）の支給額も記

入の対象となります。 

 なお、従事者へ支払われる慰労金は含めず記入してください。 

   

Ⅱ 介護収益 

    [調査票⑱～㉗欄] 

診療所として介護保険事業を実施している場合、「Ⅱ 介護収益」

を記入してください。 

 診療所として介護保険事業を実施していない場合、チェック欄“□”

に“レ”を記入してください。 

   

１ 施設サービス収益 

    [調査票⑱㉓欄] 

 

 

 

 施設サービスに係る収益（短期入所療養介護を除く）で、国保連等に

対する請求金額及び利用者からの徴収金額の合計額を記入してくださ

い。 

 また、特別な療養室料や、特別な食事料などの施設サービスに係る保

険外の利用料による収益についてもあわせて記入してください。 

   

２ 居宅サービス収益 

    [調査票○19○24欄] 

 

 

 

 

  居宅サービスに係る収益（短期入所療養介護、地域密着型サービス、

居宅介護支援及び介護予防サービスを含む）で、国保連等に対する請求

金額及び利用者からの徴収金額の合計額を記入してください。 

 また、通常の事業実施地域を超える送迎費や時間超過分の費用などの

居宅サービスに係る保険外の利用料による収益についてもあわせて記入

してください。 

   

(うち)短期入所療養 

介護分 

    [調査票○20○25欄] 

 上記居宅サービス収益のうち、「短期入所療養介護」による収益の金

額を記入してください。 

 

   

３ その他の介護収益 

    [調査票㉑㉖欄] 

 

 文書料など上記の科目に属さない介護収益について記入してくださ

い。 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

   

Ⅲ 医業・介護費用 

    [調査票㉘～○63欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入し

てください。 

   

１  給与費 

    [調査票㉘㊻欄] 

調査対象となった診療所で直接業務に従事する役員・職員に対する、

次の（１）～（６）までの費用の合計額を記入してください。 

役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい

るなど、診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、

当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職員の

給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してください。 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 
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＜按分の計算例＞ 

   

  役員Ａの調査対象診療所分の給料等 ＝ 

   

  
役員Ａの給料等総額× 

役員Ａの調査対象診療所での勤務時間（※） 

  役員Ａの総勤務時間（※） 

   

  ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・

職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

   

 (1) 給料 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給

与額。 

給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手

当、夜勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職

員に支給したすべてのものが含まれます。 

個人立診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 

また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支

給している場合には、その金額を含めてください。 

 

(2) 賞与 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する確

定済みの賞与、期末手当等の一時金のうち、当該会計期間に係る部分

の金額。 

個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該

会計期間に係る部分の金額を含めてください。 

 

(3) 賞与引当金繰入額 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する翌

会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 

 

(4) 退職給付引当金繰入額 

退職給付引当金制度がある診療所は、直近の２事業年（度）に退職

給付引当金として繰入れた額。（※退職給付引当金制度がない場合は

０） 

 

(5) 退職金支払額 

退職給付引当金制度がない診療所は、直近の２事業年（度）に支給

した退職金。（※退職給付引当金制度がある場合は０） 

 

(6) 法定福利費 

法令に基づいて支給した次の①～③までの費用の合計額。 

 

① 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

② 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

③ 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保

険）の事業主負担額 

   

(うち)通勤手当 

[調査票○29○47欄] 

 通勤費用の現金支給、通勤用定期乗車券の現物支給の総額を記入して

ください。 

   

(うち)法定福利費 

[調査票○30○48欄] 

法令に基づいて支給した次の(1)～(3)までの費用の合計額について記

入してください。 
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(1) 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(2) 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(3) 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）

の事業主負担額 

   

２ 医薬品費 

    [調査票○31○49欄] 

 

 費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入

してください。 

 医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、注射用薬品（血液、血液製剤類

を含む）、試薬、造影剤などの費消額をいいます。 

 貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 

 

※医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業

年度分を調べることが困難な場合は、以下を参照して按分してください。 

＜按分の計算例＞ 

 

医薬品費 ＝ 

 

医薬品費・ 

診療材料費の総額 
× 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・診療材料費 

 

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と診療材料費の割合を

適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

 

(1) 年次決算で損益計算書（収支決算書）を作成し、「医薬品費」を独

立科目として表示している場合 

  直近の２事業年（度）の損益計算書（収支決算書）の金額 

 

(2) (1)に該当しない場合 

  直近の２事業年（度）の医薬品購入額 

   

３ 診療材料費・医療

消耗器具備品費 

    [調査票○32○50欄] 

 

  費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を

記入してください。 

 

※医薬品費と診療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業

年度分を調べることが困難な場合は、６頁を参照して按分してください。 

 

(1) 診療材料費 

    カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、サー

ジカルマスク、ガウンなど１回ごとに消費するものの費消額 

 （従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白

衣や予防衣等については、職員被服費として、「７ その他の医業・

介護費用」に計上してください。） 

 

(2) 医療消耗器具備品費 

    診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具等のうち、使用

を開始したものの費消額（払出額） 

 

なお、貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 

 

(1) 年次決算で損益計算書（収支決算書）を作成し、上記「診療材

料費」等を独立科目として表示している場合 

  直近の２事業年（度）の損益計算書（収支決算書）の金額 
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(2) (1)に該当しない場合 

  直近の２事業年（度）の「診療材料費」等購入額 

  

(うち)特定保険医療材

料費 

  [調査票○33○51欄] 

  費消した特定保険医療材料について、実際の購入価格によって計算し

た額を記入してください。 

 特定保険医療材料を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、

「－」を記入してください。 

  

４ 給食用材料費 

   [調査票○34○52欄] 

  費消した患者給食のための食品について、実際の購入価格によって計

算した額を記入してください。 

  

５ 委託費 

    [調査票○35○53欄] 

 検査、給食、医療用廃棄物、医療事務、寝具、洗濯、清掃、経理、警

備、各種器械保守などについて委託をした場合及び派遣労働者を受け入

れた場合の業務の対価としての費用を記入してください。 

   

６ 減価償却費 

   ［調査票○36～㊳欄] 

   ［調査票○54～○56欄] 

 税務申告などのために作成した直近の２事業年（度）の損益計算書（収

支決算書）の額を記入してください。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

(うち)建物減価償却費 

    [調査票○37○55欄] 

  建物の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

（うち)医療機器減価 

償却費 

    [調査票㊳○56欄] 

  医療機器の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してくだ

さい。 

損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

７ その他の医業・介

護費用 

    [調査票㊴～㊹欄] 

    [調査票○57～○62欄] 

 支払又は費消した金額を記入してください。 

 「その他の医業・介護費用」に該当する費目は、２０頁の「参考資料１」

を参考にし、その合計額を記入してください。 

 

   

(うち)土地賃借料 

    [調査票○40○58欄] 

土地賃借料の金額を記入してください。 

  

(うち)設備機器賃借料 

    [調査票○41○59欄] 

  固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料（リース料、レンタル

料）で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

   

(うち)医療機器賃借料 

    [調査票○42○60欄] 

  医療機器の使用料（リース料、レンタル料）で、直近の２事業年（度）

実績を記入してください。 

  

(うち)消費税課税対象

費用(設備機器

賃借料を除く) 

    [調査票○43○61欄] 

 その他の医業・介護費用のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記

入してください。 

（その他の医業・介護費用から、２２頁の「参考資料２」に記載の消費

税非課税費用を除いた金額となります。） 

 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合

は、「－」を記入してください。 

  

(うち)控除対象外消  経理方式が税抜の場合のみ記入してください。 

* 

* 
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費税等負担額 

[調査票㊹○62欄] 

 直近の２事業年（度）において、税法上損金に算入している控除対象
外消費税額等（仕入税額控除ができない仮払消費税額（地方消費税含
む））の金額を記入してください。 

※法人全体の総額しか把握していない場合には、総額を消費税課税対象

費用額（「通勤手当」＋「医薬品費」＋「材料費」＋「給食用材料費」

＋「委託費」＋「その他の医業・介護費用のうち消費税課税対象費用(設

備機器賃借料を含む)」）の割合で按分し、調査対象となった診療所分

の負担額を記入してください。 

この按分が不可能な場合は、医業・介護費用額、職員数などを用いて

計算してください。 

 

＜按分の計算例＞ 

   

  調査対象診療所の控除対象外消費税等負担額 ＝ 

   

  法人全体の控除対象外

消費税等負担額 
× 

調査対象診療所の消費税課税対象費用額 

  法人全体の消費税課税対象費用額 

  

Ⅳ 損益差額 

    [調査票○64○65欄] 

  「医業収益合計（○8 ⑰欄）」＋「介護収益合計（㉒㉗欄）」－「医業・

介護費用合計（㊺○63欄）」で計算した金額と一致するか確認してくださ

い。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 

  

Ⅴ 税金 

[調査票○66～○71欄] 

 

 

 

  個人立診療所については記入の必要はありません。 

法人全体の税金総額を利益（医業・介護収益－医業・介護費用）金額

の割合で按分し、調査対象となった診療所分の負担額を記入してくださ

い。 

 この按分が不可能な場合は、医業収益額、職員数などを用いて計算し

てください。 

 

＜按分の計算例＞ 

  
調査対象診療所の税金＝法人全体の税金× 

調査対象診療所の利益 

  法人全体の利益 

   

１ 法人税 

[調査票○66○69欄] 

 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の法人税確定申告書の「法

人税額計」の金額のうち、調査対象となった診療所分の負担額を記入し

てください。 

  

２ 住民税 

[調査票○67○70欄] 

 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の住民税確定申告書の「年

税額」（「法人税割額」＋「均等割額」）の金額のうち、調査対象とな

った診療所分の負担額を記入してください。 

   

３ 事業税 

[調査票○68○71欄] 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の「事業税確定申告書」

の「合計事業税額」の金額のうち、調査対象となった診療所分の負担額

を記入してください。 

※「Ⅲ 医業・介護費用」の「７ その他の医業・介護費用」に含めた

ものについては、除いて記入してください。 

   

Ⅵ 税引後の総損益 

差額 

   [調査票○72○73欄] 

  個人立診療所については記入の必要はありません。 

  「損益差額（○64○65欄）」－「税金（○66～○71欄）」で計算した金額と一

致するか確認してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第２－２  損益（月次）」の記入要領 （調査票６頁） 

 

 

○ 特に示してあるものの他は、令和元年６月、令和２年６月、令和３年６月に提供した医業及

び介護に関連するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対

応するすべての費用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 下記に示していないものについては、「第２－１ 損益（年度）」の記入要領に沿って、

記入してください。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該診療所分のみを推計して記入し

てください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 医業収益 

    [調査票○1 ～⑫欄] 

 保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令

和２年度実績額）の１／１２の額を、「その他の医業収益」から減算

して調整してください。 

 新型コロナウイルス感染症関連の補助金については含めず記入し

てください。 

  

Ⅱ 介護収益 

    [調査票⑬～⑮欄] 

診療所として介護保険事業を実施していない場合、記入の必要はあ

りません。 

保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令

和２年度実績額）の１／１２の額を、「その他の介護収益」から減算

して調整してください。 

  

Ⅲ 医業・介護費用 

    [調査票⑯～㉚欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入し

てください。 

   

１ 給与費  

   

（１）給与費 

  （賞与を除く） 

  [調査票⑯㉑㉖欄] 

 給与費のうち、賞与を除く合計額を記入してください。 

ただし、以下で指定する費目については、貴院の経営実態に応じ、下

記の通りとしてください。 

 

①法定福利費 

次のア～ウまでの費用の合計額として計算してください。 

 

ア 当月に支給した給与にかかる医療保険料等の事業主負担額。 

イ 当該事業年度に支給した賞与にかかる医療保険料等の事業主負 

 担額の１／１２の額（令和３年６月については前年度実績額、賞与 

 を減額している場合は、前々年度実績額の１／１２の額）。 

 ウ 当該事業年度に支払った労働保険料事業主負担額の１／１２の 

  額。（令和３年６月については、前年度実績額の１／１２の額） 

 

 ②賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、退職金支払額 

年度実績額（令和３年６月については前年度実績額）の１／１２の額。 
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（２）賞与 

  （１月あたりの額） 

  [調査票⑰㉒㉗欄] 

 ① 令和元年６月及び令和２年６月については、年間支給額の 

  １／１２の額として計算してください。 

   なお、６月以外の月に賞与を支給した場合であっても、年間支給

  額の１／１２の額を記載してください。 

② 令和３年６月については、年間支給額が決定している場合のみ、 

 年間支給額の１／１２の額として計算してください。 

  年間支給額が決定していない場合は、「－」を記入してください。 

  （例えば、令和３年６月に賞与を支給した場合であっても、令和 

  ３年１２月の賞与支給額が決まっていない場合は、「－」を記入 

  してください。） 

  なお、６月以外の月に賞与を支給する場合であっても、年間支給

  額が決定している場合には、その１／１２の額を記載してくださ 

  い。 

  

２ 材料費 

  [調査票⑱㉓㉘欄] 

 損益（年度）にて示している医薬品費、診療材料費・医療消耗器具

備品費、給食用材料費の合計額を記入してください。 

ただし、医薬品費については、貴院の経営実態に応じ、下記の通りと

して下さい。 

 

① 月次決算で医薬品、材料のたな卸(含む帳簿たな卸)を実施している 

場合 

 

  前月末たな卸高＋当月購入費－当月末たな卸高 

 

 購入価格が未妥結の医薬品については、昨年度購入価格等の仮価格で

計算してください。 

 

② ①以外 

当月分診療収益× 
当該事業年（度）の医薬品費、材料費※ 

当該事業年（度）の診療収益※ 

 ※ 令和３年６月分については、前年度の医薬品費、材料費、診療収

益を用いて計算してください。 

 

３ 給与費・材料費以

外の費用 

  [調査票⑲㉔㉙欄] 

 損益（年度）にて示している、委託費、減価償却費、その他医業・

介護費用の合計額を記入してください。 

 ただし、減価償却費について、単月の算出が困難な場合は、年度実

績額（令和３年６月分については令和２年度実績額）の１／１２として

計算してください。 

  

Ⅳ 損益差額 

    [調査票㉛～㉝欄] 

 「医業収益合計（④⑧⑫欄）」＋「介護収益合計（⑬⑭⑮欄）」－「医

業・介護費用合計（⑳㉕㉚欄）」で計算した金額と一致するか確認して

ください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第３  給与」の記入要領 （調査票７頁～８頁） 

 

 

○ 直近の２事業年（度）における、調査対象となった診療所で直接業務に従事する常勤職員に

係る給与状況などについて記入してください。 

個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 個人立診療所で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、この調査票に含め

て記入してください。 

 

○ 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務しているなど、診療所単位の

給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収

益額など、当該役員・職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくだ

さい。 

 

＜按分の計算例＞  

  

役員Ａの調査対象診療所分の給料等 ＝  

役員Ａの給料等総額 × 
役員Ａの調査対象診療所での勤務時間（※） 

役員Ａの総勤務時間等（※） 

  

※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・

職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点

等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入

してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

常勤職員 

 

  常勤職員とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者を

いいます。 

   

常勤職員の給料・賞与 

  [調査票○1 ～○66欄] 

 

 

   

 延べ人員（人月） 

  [調査票○1 ～○11欄] 

  [調査票○34～○44欄] 

    

 直近の２事業年（度）に給与を支給した常勤職員の延べ人員（人月）

について、職種区分毎に延べ人月数を記入してください。 

 個人立診療所で、青色事業専従者として給与を支給される者について

も、この欄に含めて記入してください。 

 例えば、ある職種に２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（１

２ヶ月）従事しており、もう１人が半年間（６ヶ月）だけ従事していた

場合には、当該職種の「延べ人員（人月）」は１８人月となります。 

   

 給  料 

  [調査票○12～○22欄] 

  [調査票○45～○55欄] 

    

 

 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した現金給与額の職種区分毎

の総額を記入してください｡ 

 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した給与についても、この欄

に含めて記入してください。 

 給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手当、

夜勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に
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支給したすべてのものが含まれます。 

 また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給

している場合には、その金額を含めてください。 

 なお、年俸制を適用されている者については、直近の２事業年（度）

の年俸と当該年（度）に支給した諸手当とを合算した額を記入してくだ

さい。 

  

 賞  与 

  [調査票○23～○33欄] 

    [調査票○56～○66欄] 

 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した賞与、期末手当等の一時

金の職種区分毎の総額を記入してください。 

 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、この欄

に含めて記入してください。 

   

院 長 

 

 

 

   

個人立診療所の開設者でない院長、個人立診療所以外の院長について

記入してください。 

 個人立診療所の開設者である院長は、「人員」、「給料」及び「賞与」

の欄に数字の「０」を必ず記入してください。 

   

 看護職員 

 

 看護補助職員 

  

  保健師、助産師、看護師、准看護師をいいます。 

 

  看護師、准看護師などの資格を持たない看護補助者（介護者）をいい

ます。 

 

 医療技術員 

 

 

  診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、

歯科技工士など医療にかかわる専門技術員をいいます。 

   

事務職員 主として事務（総務、人事、財務、医事等）を担当している職員（医

師事務作業補助者（医療クラーク）、診療情報管理士を含む）をいい

ます。 

  

 役 員 

 

 

 

  医療法人立などで、調査対象となった診療所で直接業務に従事する役

員（理事長、理事、監事）をいいます。 

  使用人兼務役員については、他の職種の欄に記入してください。例え

ば、理事（長）兼院長の場合は「院長」、理事兼事務長の場合は「事務

職員」の欄に記入してください。 
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「第４  資産・負債」の記入要領  （調査票９頁） 

 

○ 個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していな

い場合は、チェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。この場合、「第４ 資産・負

債」の記入の必要はありません。 

 

○ 直近の２事業年（度）それぞれの末日の貸借対照表の数字を基礎として記入してください。 

個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）

の末日となります。 

 

○ 法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合な

ど、調査対象となった診療所分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調

査対象となった診療所分の金額を記入してください。 

 

＜按分の計算例＞  

 調査対象診療所の資産・負債＝法人全体の資産・負債× 
調査対象診療所の延べ面積等（※） 

法人全体の延べ面積等（※） 

  

※面積、従事者数の割合など、調査対象となった診療所分の

実態を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点

等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分の資産・負債と介護保険分

の資産・負債との合計額を記入してください。 

 

○ 「第１ 基本データ 12 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付し

た項目は記入を省略できます。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 流動資産 

   [調査票○1 ○5 欄] 

 

 

 現金及び預金、経常的な活動によって生じた未収金等の債権及びその

１年以内に回収可能な債権、売買目的有価証券等、医薬品、診療材料、

給食用材料、貯蔵品等のたな卸資産、前払費用で１年以内に費用となる

ものなどの総額を記入してください。 

   

Ⅱ 固定資産 

   [調査票○2 ○6 欄] 

 

 建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶、

放射性同位元素、その他の有形固定資産、土地、建設仮勘定、借地権、

ソフトウェア、長期貸付金などの総額を記入してください。 

   

Ⅲ 繰延資産 

   [調査票○3 ○7 欄] 

 

 創業費（法人の設立登記までに支出した費用及び設立してから事業を

開始するまでの間に支出した開設準備のための費用）、企業債発行差金、

試験研究費などの総額を記入してください。 

  

   資産合計 

   [調査票○4 ○8 欄] 

 「Ⅰ 流動資産」（○1 ○5 欄） 、「Ⅱ 固定資産」（○2 ○6 欄）、「Ⅲ 

繰延資産」（○3 ○7 欄）の合計を記入してください。 

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を

税務署に提出した場合は、当該「貸借対照表（資産負債調）」の資産の

部の数字にもとづき記入してください。 

   

 

* 

* 

* 
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Ⅳ 流動負債 

   [調査票○9 ⑬欄] 

 経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期

間が１年以内に到来する債務などの総額を記入してください。 

   

Ⅴ 固定負債 

   [調査票○10⑭欄] 

 

 

 

 

 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金並

びに一般会計、本支部、他会計からの借入金のうち期間が１年を超える

もの、その他経常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未払金など

のうち、期間が１年を超えるもの、引当金のうち、退職給付引当金のよ

うに、通常１年を超えて使用される見込みのものなどの総額を記入して

ください。 

  

(うち)長期借入金 

[調査票○11○15欄] 

 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金の

うち期間が１年を超えるものの総額を記入してください。 

 なお、地方債による長期借入金を借入資本金として整理している場合

についても、この欄に含めて記入してください。 

  

   負債合計 

   [調査票⑫⑯欄] 

「Ⅳ 流動負債」（○9 ⑬欄） 、「Ⅴ 固定負債」（○10⑭欄）の合計

を記入してください。 

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を

税務署に提出した場合は、当該「貸借対照表（資産負債調）」の負債の

部の数字にもとづき記入してください。 

* 

* 
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「第５  設備投資額」の記入要領 （調査票１０頁） 

 

○ 直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。 

個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入

してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

設備投資額 

[調査票○1 ～○18欄] 

 

   

設備投資額（土地を含

む） 

[調査票○1 ○10欄] 

 土地、建物、建物附属設備、医療用器械備品などの固定資産の取得価

額（未払額含む）を記入してください。 

   

(うち)建物（建物附属

設備を含み、土

地を除く） 

[調査票○2 ○11欄] 

 

(うち)医療機器 

[調査票○3 ○12欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○4 ○13欄] 

 

 

 

(うち)調剤用機器 

[調査票○5 ○14欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○6 ○15欄] 

 

 

 

(うち)医療情報シス

テム用機器 

[調査票○7 ○16欄] 

 

 

(うち)リース分 

[調査票○8 ○17欄] 

 

 

 

設備投資額のうち消

費税課税対象の投資

額 

[調査票○9 ○18欄] 

 診療棟、病棟、管理棟、職員宿舎など診療所に属する建物（電気、空

調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備を含む）の取得価

額（未払額含む）を記入してください。ただし、土地は除きます。 

 

 

 医療機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

  

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療機器の取得価額（リース期間中のリース料総額）

を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限りま

す。 

 

 調剤用機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している調剤用機器の取得価額（リース期間中のリース料総

額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限

ります。 

 

 レセプト作成用コンピュータ（レセコン）、電子カルテ、オーダリ

ングシステムなどの医療事務や診療を支援する医療情報システム用機

器（ソフトウェアを含む）の取得価額（未払額含む）を記入してくださ

い。 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療情報システム用機器の取得価額（リース期間中

のリース料総額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されて

いるものに限ります。 

 

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産のうち、消費税課税対

象となる資産にかかる取得価額（未払額含む）を記入してください。（消

費税関連項目について２２頁の「参考資料２」を参考にしてください。） 

※経理方式が税込である場合は、税込の金額を記入してください。 
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参考資料１ 

 

 

「その他の医業・介護費用」について（調査票４頁、６頁） 

 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」において「７ その他の医業・介護費用」に含ま

れる費目は次のとおりです。 

 

○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、直近の２事業年（度）に支払（未払分を含む）又

は費消した金額の合計額を記入してください。 

 

 
福利厚生費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅費交通費 
 
職員被服費 
 
通 信 費 
 
広告宣伝費 
 
 
消 耗 品 費      
 
 
 
消耗器具備品費 
 
 
 
車 両 費 
 
会 議 費 
 
光 熱 水 費      
 
修 繕 費 
 
 
 
賃 借 料 
 
 
 
土地賃借料 
 
建物賃借料 
 
医療機器賃借料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために
要する法定外福利費 
       
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主

負担額 
       
(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰

安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際
して一定の基準により支給される金品などの現物給与 

 
 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 
 
  従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用 
 
  電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 
 
 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費
用 
 
  カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、
洗剤など１年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するも
のは除く。 
       
  事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので１年を
超えて使用できるものの費消額。ただし、医療消耗器具備品費に属する
ものを除く。 
       
  乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費用 
       
  運営諸会議など院内管理のための会議の費用 
       
  電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 
       
  有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し
た通常の修繕のための費用。（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産
の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。） 
       
  設備、器械の使用料などの費用（リース料・レンタル料）。 
 ただし、土地賃借料、建物賃借料及び医療機器賃借料に属するものを
除く。 
  
  土地の賃借料 
       
  建物、部屋の賃借料 
       
  医療機器の賃借料 
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損害保険料 
 
 
交 際 費 
 
諸 会 費 
 
租 税 公 課      
 
 
 
 
 
医業貸倒損失 
 
 
貸倒引当金繰入
額 
 
研究費・研修費 
 
 
本部費配賦額 
 
 
支 払 利 息      
 
有価証券売却損 
 
患者外給食用材
料費 
 
診療費減免額 
 
医業外貸倒損失 
 
 
貸倒引当金医業
外繰入額 
 
固定資産売却損 
 
固定資産除却損 
 
災害損失 
 
雑   費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  火災保険料、医師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料などの
費用 
       
  接待費及び慶弔など交際に要する費用 
       
  各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 
       
(1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など 

の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの 
       
(2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費（医師会費 

など）、賦課金 
       
 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金
額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられ
る部分の金額 
   

研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費など
の費用 

 
法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配

賦された本部の費用 
       
  短期借入金、長期借入金の支払利息 
 
 売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 
 
 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業務
を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 
 
 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 
 
 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されな
い部分の金額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収
不能と見積もられる部分の金額 
 
 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 
 
  固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 
 
 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 
 

寄付金など上記の科目に属さない費用など  
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参考資料２ 

 

 

消費税関連項目について 

 

 

○ 以下の表は、費用の科目ごとに、一般的に消費税非課税となるものを記載しております。 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」、「第５ 設備投資額」のうち、消費税関連項目

の記入の際の参考としてください。 

 

科目 消費税非課税となるもの 

第２ 損益 

「Ⅲ 医業・介護費用」に

含まれるもの 

 

（１ 給与費） 

給与費 

 

（６ 減価償却費） 

減価償却費 

 

 

（７ その他の医業・介護

費用） 

土地賃借料 

 

固定資産税等 

 

機器設備保険料 

 

車両関係費 

 

福利厚生費 

 

旅費交通費 

 

通信費 

 

広告宣伝費 

 

保険料 

 

交際費 

 

租税公課 

 

医業貸倒損失 

 

貸倒引当金繰入額 

 

研究費・研修費 

 

 

 

 

 

 

 

給料、賞与、退職金、法定福利費（通勤手当は課税） 

 

 

すべて非課税 

（減価償却資産の購入代金は、購入時に一括して課税） 

 

 

 

すべて非課税 

 

固定資産税、都市計画税等の租税公課 

 

すべて非課税 

 

自動車損害賠償責任保険料、自動車税 

 

慶弔費、団体生命保険料 

 

海外渡航費、滞在費 

 

国際通信、国際郵便料金 

 

プリペイドカード等の購入費 

 

すべて非課税 

 

慶弔費、餞別などの現金支出、商品券・ビール券等の購入費 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

医師等に支給する研究助成金（一種の特別手当として給与等に該

当する場合） 
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支払利息、有価証券売却

損、医業外貸倒損失、貸

倒引当金医業外繰入額 

 

診療費減免額 

 

固定資産売却損、固定資

産除却損、災害損失 

 

 雑費 

 

 

第５ 設備投資額 

すべて非課税 

 

 

 

保険診療に関する免除額 

 

すべて非課税 

 

 

行政手数料、寄付金 

 

 

土地の取得額 
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令 和 ３ 年  医 療 経 済 実 態 調 査 

歯科診療所調査票 記入要領 
 

 

 

                
中央社会保険医療協議会  

 

全 項 目 に ご 記 入 い た だ く の が 原 則 で す が 、 令 和 元 年 及 び 令 和 ２ 年 の 税 務 申 告 に お い て 青 色 申 告

を 行 っ た 個 人 立 の 診 療 所 に つ い て は 、 当 該 年 の 青 色 申 告 決 算 書 及 び 付 表 等 の 税 務 申 告 上 の 数 字 を

基 礎 と し て 記 入 す る こ と に よ り 、 調 査 票 の 記 入 項 目 を 一 部 省 略 す る 形 式 に て 提 出 す る こ と が で き

ま す 。  

た だ し 、 本 形 式 に よ る 回 答 は 、 全 項 目 に 記 入 し た も の と は 別 に 参 考 と し て 集 計 さ れ ま す の で 、

で き る 限 り 全 項 目 の 記 入 を お 願 い し ま す 。 詳 細 は ３ 頁 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

＜お問い合わせ先＞ 

厚生労働省 医療経済実態調査事務局 

フリーダイヤル    ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

フリーダイヤルＦＡＸ ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

メールアドレス    ＸＸＸ@ＸＸＸ 
ホームページ     https://www.ＸＸＸＸＸ 

受付時間       ○○：○○～○○：○○ 

※月曜日～金曜日（祝日は除く） 

 

※ 医薬品費と歯科材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を

記入することが困難な場合や、資産・負債、税金等を診療所単位で算出する

ことが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございま

したら、上記までご相談ください。 
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  医療経済実態調査（歯科診療所調査票） 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  歯科診療所における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を

整備することを目的とします。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 (1) 調査の対象 

   社会保険による診療を行っている全国の歯科診療所を対象とします。ただし、特定人のた

めに開設されている閉鎖的なもの、船内に設置される歯科診療所、夜間歯科診療所等は除外

します。 

 

 (2) 調査の客体 

   調査対象となる歯科診療所を、院外処方の有無、地域別及び常勤の歯科医師数別に層化し、

それぞれ無作為に１／５０を抽出して客体を選定します。 

 

３ 調査の主体 

  厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 

 

４ 調査の時期 

  令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末までに終了した事業年（度）

の２期間（及び令和元年、令和２年、令和３年の６月分）について実施します。 

 

５ 調査票の内容 

 (1) 第１   基本データ 

 (2) 第２－１ 損益（年度） 

（3） 第２－２ 損益（月次） 

 (4) 第３ 給与 

 (5) 第４ 資産・負債 

 (6) 第５ 設備投資額 

(7) 自由記載欄 

 

６ 調査の方法 

  医療機関の管理者が記入します。 

 

７ 調査票の提出期限 

  「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和３年８月１３日までにホームページに

て電子調査票を提出してください。電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用

ください。 
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Ⅱ 調査についての注意事項 

 

１ 一般的事項 

 (1)  この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 

安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘

密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報

を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない

ことがそれぞれ規定されています。 

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を

得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶

対にありません。 

 

 (2) この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と

家計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をでき

るだけ正確に把握し、記入してください。 

 

 (3)  法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、従事者数、患者

数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 

 

 (4) 歯科診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票１頁の「第１ 基本

データ ３ 貴院の活動状況」に「２」と回答して返送してください。 

 

 (5) 全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税務申告において青色

申告を行った個人立の診療所については、当該年の青色申告決算書及び付表等の税務申告上

の数字を基礎として記入することにより、調査票の記入項目を一部省略する形式にて提出す

ることができます。ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別に参考とし

て集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いします。 

記入項目の一部省略の有無について、調査票２頁の「第１ 基本データ ９ 記入項目

の一部省略の有無」に該当する番号を記入してください。 

記入を省略できるのは、調査票３、４、６、９頁の「*」を付した項目です。 

 

２ 調査票の記入 

 (1) 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 

 

 (3) 記入を誤ったときは、２本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 

 

 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 
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「第１  基本データ」の記入要領 （調査票１頁～２頁） 

 

○ 特に示してあるもののほかは、令和３年５月３１日現在の事実について記入してください。 

 

１ 貴院の開設者 

    [調査票○1 欄] 

貴院が該当する開設者の番号を記入してください。 

  

２ 直近の２事業年 

（度） 

    [調査票○2 ○3 欄] 

令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末まで

に終了した事業年（度）を記入してください。なお、今後、直近の２事

業年（度）とあるものについては、ここで記入した期間が対象になりま

す。 

個人立診療所については、平成３１年１月１日から令和元年１２月３

１日まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの期間

が直近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。 

  

３ 貴院の活動状況 

    [調査票○4 欄] 

 貴院が該当する活動状況の番号を記入してください。 

回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま

調査票をご返送ください。 

   

４ 貴院の開設者が保

有する施設の状況 

    [調査票○5 欄] 

 貴院の開設者が保有する施設（病院、診療所、介護保険施設等）の状

況について、該当する番号を記入してください。 

   

５ ユニット数 

[調査票○6 ○7 欄] 

  直近の２事業年（度）それぞれの末日時点で設置されているユニット

数を記入してください。 

個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が

直近の２事業年（度）の末日となります。 

   

６ 処方の状況 

    [調査票○8 ○9 欄] 

 

  令和３年５月１日から５月３１日の期間内の処方せん料の算定（院外

処方）の回数及び処方料の算定（院内処方）の回数を記入してください。 

   

７ 在宅療養支援歯科

診療所１または２

の施設基準の届出 

     [調査票○10欄] 

 令和３年３月末までに終了した事業年（度）に、在宅療養支援歯科診

療所１または２の施設基準に係る届出書を厚生局への届出の有無を

記入してください。 

  

８ 消費税の経理方式 

     [調査票○11欄] 

 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）の経理処理

について、貴院が適用している経理方式の番号を記入してください。 

 

１ 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分しないで経理する方式（消費税を納めていない免税事業者は全

てこの方式となります。） 

 

２ 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分して経理する方式 

   

９ 記入項目の一部省

略の有無 

     [調査票○12欄] 

 全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和元年及び令和２年の税

務申告において青色申告を行った個人立の診療所については、当該年の

青色申告決算書及び付表等の税務申告上の数字を基礎として記入する

ことにより、調査票の記入項目を一部省略する形式にて提出することが

できます。ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別

に参考として集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いしま

す。 
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調査票の記入項目を一部省略する場合には、該当する番号を記入し

てください。 

記入を省略できるのは、調査票３、４、６、９頁の「*」を付した

項目です。 
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「第２－１  損益（年度）」の記入要領 （調査票３頁～５頁） 

 

 

○ 特に示してあるものの他は、直近の２事業年（度）の２期間に提供した医業及び介護に関連

するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応するすべて

の費用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 当該年（度）の損益計算書（収支決算書）の数字を基礎として記入してください。「第１ 基

本データ ９ 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合は、令和元年及び令和２年

の所得税青色申告決算書、付表、その他税務申告用の帳簿等の数字を基礎として記入してくだ

さい。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該診療所分のみを推計して記入し

てください。 

 

○ 医薬品費と歯科材料費を区分しておらず、改めて直近２事業年度分を調べることが困難な場

合は、直近１ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。（歯科材料費のうち特定保

険医療材料費について調べることが困難な場合も、同様に記入してください。） 

 

＜按分の計算例＞  

医薬品費＝医薬品費・歯科材料費の総額× 
直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・歯科材料費 

  

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の

割合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

 

○ 医薬品費と歯科材料費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入すること

が困難な場合や、税金等を診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお

困りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談くださ

い。 

 

○ 「第１ 基本データ ９ 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付し

た項目は記入を省略できます。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 医業収益 

    [調査票○1 ～⑪欄] 

 

 

   

１ 保険診療収益 

   （患者負担含む） 

    [調査票○1 ○6 欄] 

 

 健康保険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活

保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・

国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額を記入してくださ

い。 

   

２ 労災等診療収益 

    [調査票○2 ○7 欄] 

 労災保険、自動車損害賠償責任保険などの金額を記入してください。 

 

   

３ その他の診療収益 

    [調査票○3 ○8 欄] 

 自費診療、社保・国保・公費による前歯の歯冠修復及び金属床総義歯

における差額収益などの金額を記入してください。 

* 

* 

60



- 7 -

   

４ その他の医業収益 

    [調査票○4 ○9 欄] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の(1)～(3)までの収益の合計額を記入してください。 

 

(1) 学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、各種検診等の公衆衛生

・地域医療活動などによる収益 

 

(2) 臨時に他の医療機関を手伝って得た診療受託料、文書料（診断書料）、

各種手数料などによる収益 

 

(3) その他の収益 

 ① 有価証券売却益などによる収益 

 

 ② 受取利息、配当金、補助金（直近の２事業年（度）において国、

地方公共団体、その他から経常的費用の支出に充てるために交付さ

れたもの）、退職給付引当金、徴収不能引当金などの諸引当金の戻

入額などによる収益 

 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

(うち)新型コロナウイ

ルス感染症関連

の補助金 

   [調査票⑩欄] 

国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金

のうち、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等の交付金（具体例

を以下に記載）について、直近の事業年度の実績を記入してください。 

令和元年及び令和２年の税務申告において青色申告を行った個人

立の診療所についても、記入してください。 

 

（例） 

① 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業 

 感染拡大防止対策などに要する費用の補助。最終的な支給額が決定

している場合はその額を記入してください。支給額が決定していなく

ても補助金で補てんされる支出が既に発生している場合にはその額

を記入してください。 

② 雇用調整助成金  

新型コロナウイルス感染症による特例分の額を計上してください。

①と同じ取扱いとしてください。 

 

上記以外で、持続化給付金、家賃支援給付金等、新型コロナウイル

ス感染症に関連する補助金（含む自治体独自の補助金）の支給額も記

入の対象となります。 

なお、従事者へ支払われる慰労金は含めず記入してください。 

   

Ⅱ 介護収益 

    [調査⑫～⑰欄] 

診療所として介護保険事業を実施している場合、「Ⅱ 介護収益」

を記入してください。 

診療所として介護保険事業を実施していない場合、チェック欄“□

”に“レ”を記入してください。 

   

１ 居宅サービス収益 

    [調査票○12○15欄] 

  居宅サービスに係る収益（地域密着型サービス、居宅介護支援及び介

護予防サービスを含む）で、国保連等に対する請求金額及び利用者から

の徴収金額の合計額を記入してください。 

   

２ その他の介護収益 

    [調査票⑬⑯欄] 

 

 上記の科目に属さない介護収益について記入してください。 

 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

   

Ⅲ 医業・介護費用 

    [調査票⑱～○51欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入し

てください。 

   

* 

* 

* 
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１  給与費 

    [調査票○18○35欄] 

調査対象となった診療所で直接業務に従事する役員・職員に対する、

次の（１）～（６）までの費用の合計額を記入してください。 

役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務してい

るなど、診療所単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、

当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・職員の

給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してください 

 

 

 

 

 

 

＜按分の計算例＞ 

   

  役員Ａの調査対象診療所分の給料等 ＝ 

   

  
役員Ａの給料等総額× 

役員Ａの調査対象診療所での勤務時間（※） 

  役員Ａの総勤務時間（※） 

   

  ※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・

職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

   

 (1) 給料 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給

与額。 

給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手

当、夜勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職

員に支給したすべてのものが含まれます。 

個人立診療所で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 

また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支

給している場合には、その金額を含めてください。 

 

(2) 賞与 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する確

定済みの賞与、期末手当等の一時金のうち、当該会計期間に係る部分

の金額。 

個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該

会計期間に係る部分の金額を含めてください。 

 

(3) 賞与引当金繰入額 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する翌

会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 

 

(4) 退職給付引当金繰入額 

退職給付引当金制度がある診療所は、直近の２事業年（度）に退職

給付引当金として繰入れた額。（※退職給付引当金制度がない場合は

０） 

 

(5) 退職金支払額 

退職給付引当金制度がない診療所は、直近の２事業年（度）に支給

した退職金。（※退職給付引当金制度がある場合は０） 

 

(6) 法定福利費 

法令に基づいて支給した次の①～③までの費用の合計額。 
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① 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

② 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

③ 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保

険）の事業主負担額 

   

(うち)通勤手当 

[調査票○19○36欄] 

 通勤費用の現金支給、通勤用定期乗車券の現物支給の総額を記入して

ください。 

   

(うち)法定福利費 

[調査票○20○37欄] 

法令に基づいて支給した次の(1)～(3)までの費用の合計額について記

入してください。 

(1) 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(2) 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(3) 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）

の事業主負担額 

   

２ 医薬品費 

    [調査票○21○38欄] 

 費消した医薬品について、実際の購入価格によって計算した額を記入

してください。 

 医薬品費とは、投薬用薬品、外用薬、歯科用薬品、注射用薬品、試薬、

造影剤などの費消額をいいます。 

 貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。 

 

※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業

年度分を調べることが困難な場合は、以下を参照して按分してください。 

 

＜按分の計算例＞ 

 

医薬品費 ＝ 

 

医薬品費・ 

歯科材料費の総額 
× 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品費・歯科材料費 

 

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品費と歯科材料費の割合を

適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

 

(1) 年次決算で損益計算書（収支決算書）を作成し、「医薬品費」を独

立科目として表示している場合 

  直近の２事業年（度）の損益計算書（収支決算書）の金額 

  

(2) (1)に該当しない場合 

  直近の２事業年（度）の医薬品購入額 

   

３ 歯科材料費 

    [調査票○22○39欄] 

  費消した以下の材料について、実際の購入価格によって計算した額を

記入してください。 

 

※医薬品費と歯科材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業

年度分を調べることが困難な場合は、上記を参照して按分してください。 

 

(1) 歯科材料費 

  歯科用金銀パラジウム合金、歯科用充填材料、歯科用合着・接着材 

料などの費消額 
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(2) 診療材料費 

    レントゲンフィルム、酸素、印象材、石膏、サージカルマスク、ガ

ウンなど１回ごとに消費するものの費消額 

 （従業員に支給又は貸与し、繰り返し使用することを想定している白 

 衣や予防衣等については、職員被服費として、「６ その他の医業・ 

 介護費用」に計上してください。） 

 

(3) 医療消耗器具備品費 

    注射針・筒、バー、鉗子類などの診療用具で使用を開始したものの 

費消額（払出額） 

 

  なお、貴院の経営実態に応じ、下記のとおり算出して下さい。  

 

(1) 年次決算で損益計算書（収支決算書）を作成し、上記「歯科材

料費」等を独立科目として表示している場合 

  直近の２事業年（度）の損益計算書（収支決算書）の金額 

 

(2) (1)に該当しない場合 

  直近の２事業年（度）の「歯科材料費」等購入額 

   

(うち)特定保険医療材

料費 

  [調査票○23○40欄] 

  費消した特定保険医療材料について、実際の購入価格によって計算し

た額を記入してください。 

 特定保険医療材料を区分して経理していない等、記入が困難な場合

は、「－」を記入してください。 

  

４ 委託費 

    [調査票㉔㊶欄] 

 歯科技工、医療用廃棄物、医療事務、清掃、経理、各種器械保守など

について委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価

としての費用を記入してください。 

   

５ 減価償却費 

   ［調査票㉕～㉗欄] 

   ［調査票㊷～㊹欄] 

 税務申告などのために作成した直近の２事業年（度）の損益計算書（

収支決算書）の額を記入してください。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

(うち)建物減価償却費 

    [調査票○26○43欄] 

  建物の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

(うち)医療機器減価償 

      却費 

    [調査票㉗㊹欄] 

  医療機器の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してくだ

さい。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の２事業年（度）

実績がわからない診療所は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

６ その他の医業・ 

  介護費用 

   [調査票㉘～㉝欄] 

   [調査票㊺～㊿欄] 

 支払又は費消した金額を記入してください。 

 「その他の医業・介護費用」に該当する費目は、２０頁の「参考資料１」

を参考にし、その合計額を記入してください。 

   

(うち)土地賃借料 

    [調査票○29○46欄] 

土地賃借料の金額を記入してください。 

  

(うち)設備機器賃借料   固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料（リース料、レンタル

* 

* 
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    [調査票○30○47欄] 料）で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

   

 

(うち)医療機器賃借料 

    [調査票○31○48欄] 

  医療機器の使用料（リース料、レンタル料）で、直近の２事業年（度）

実績を記入してください。 

   

(うち)消費税課税対象

費用(設備機器

賃借料を除く) 

    [調査票○32○49欄] 

 その他の医業・介護費用のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記

入してください。 

（その他の医業・介護費用から、２２頁の「参考資料２」に記載の消費

税非課税費用を除いた金額となります。） 

 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合

は、「－」を記入してください。 

  

(うち)控除対象外消

費税等負担額 

[調査票㉝㊿欄] 

 経理方式が税抜の場合のみ記入してください。 

 直近の２事業年（度）において、税法上損金に算入している控除対象
外消費税額等（仕入税額控除ができない仮払消費税額（地方消費税含
む））の金額を記入してください。 

※法人全体の総額しか把握していない場合には、総額を消費税課税対象

費用額（「通勤手当」＋「医薬品費」＋「歯科材料費」＋「委託費」

＋「その他の医業・介護費用のうち消費税課税対象費用(設備機器賃借

料を含む)」）の割合で按分し、調査対象となった診療所分の負担額を

記入してください。 

この按分が不可能な場合は、医業・介護費用額、職員数などを用いて

計算してください。 

 

＜按分の計算例＞ 

   

  調査対象診療所の控除対象外消費税等負担額 ＝ 

   

  法人全体の控除対象

外消費税等負担額 
× 

調査対象診療所の消費税課税対象費用額 

  法人全体の消費税課税対象費用額 

  

Ⅳ 損益差額 

    [調査票○52○53欄] 

  「医業収益合計（○5 ⑪欄）」＋「介護収益合計（⑭⑰欄）」－「医業

・介護費用合計（㉞○51欄）」で計算した金額と一致するか確認してくだ

さい。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 

   

Ⅴ 税金 

[調査票○54～○59欄] 

 

 

個人立診療所については記入の必要はありません。 

法人全体の税金総額を利益（医業・介護収益－医業・介護費用）金額

の割合で按分し、調査対象となった診療所分の負担額を記入してくださ

い。 

 この按分が不可能な場合は、医業収益額、職員数などを用いて計算し

てください。 

 

＜按分の計算例＞ 

  
調査対象診療所の税金＝法人全体の税金× 

調査対象診療所の利益 

  法人全体の利益 

   

１ 法人税 

[調査票○54○57欄] 

 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の法人税確定申告書の「

法人税額計」の金額のうち、調査対象となった診療所分の負担額を記入

してください。 

   

２ 住民税 

[調査票○55○58欄] 

 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の住民税確定申告書の「

年税額」（「法人税割額」＋「均等割額」）の金額のうち、調査対象と

なった診療所分の負担額を記入してください。 
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３ 事業税 

[調査票○56○59欄] 

 個人立以外の診療所は直近の２事業年（度）の「事業税確定申告書」

の「合計事業税額」の金額のうち、調査対象となった診療所分の負担額

を記入してください。 

※「Ⅲ 医業・介護費用」の「６ その他の医業・介護費用」に含めた

ものについては、除いて記入してください。 

   

Ⅵ 税引後の総損益 

差額 

    [調査票○60○61欄] 

  個人立診療所については記入の必要はありません。 

  「損益差額（○52○53欄）」－「税金（○54～○59欄）」で計算した金額と一

致するか確認してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第２－２  損益（月次）」の記入要領 （調査票６頁） 

 

 

○ 特に示してあるものの他は、令和元年６月、令和２年６月、令和３年６月に提供した医業及

び介護に関連するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対

応するすべての費用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 下記に示していないものについては、「第２－１ 損益（年度）」の記入要領に沿って、

記入してください。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該診療所分のみを推計して記入し

てください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 医業収益 

    [調査票○1 ～⑨欄] 

１ 診療収益（患者負

担含む） 

 

２ その他の医業収益 

  

 

「保険診療収益（患者負担含む）」、「労災等診療収益」及び「その

他の診療収益」の合計を記入してください。 

  

保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令

和２年度実績額）の１／１２の額を「その他の医業収益」から減算し

て調整してください。 

 新型コロナウイルス感染症関連の補助金については含めず記入し

てください。 

  

Ⅱ 介護収益 

    [調査票⑩～⑫欄] 

診療所として介護保険事業を実施していない場合、記入の必要はあ

りません。 

保険等査定減については、年度実績額（令和３年６月については令

和２年度実績額）の１／１２の額を減算して調整してください。 

  

Ⅲ 医業・介護費用 

    [調査票⑬～㉗欄] 

 「Ⅰ 医業収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入し

てください。 

   

１ 給与費  

  

（１）給与費 

  （賞与を除く） 

  [調査票⑬⑱㉓欄] 

 給与費のうち、賞与を除く合計額を記入してください。 

ただし、以下で指定する費目については、貴院の経営実態に応じ、下

記の通りとしてください。 

 

①法定福利費 

次のア～ウまでの費用の合計額として計算してください。 

 

ア 当月に支給した給与にかかる医療保険料等の事業主負担額。 

イ 当該事業年度に支給した賞与にかかる医療保険料等の事業主負 

 担額の１／１２の額（令和３年６月については前年度実績額、賞与 

 を減額している場合は、前々年度実績額の１／１２の額）。 

 ウ 当該事業年度に支払った労働保険料事業主負担額の１／１２の 

  額。（令和３年６月については、前年度実績額の１／１２の額） 

 

 ②賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、退職金支払額 

年度実績額（令和３年６月については前年度実績額）の１／１２の額。 
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（２）賞与 

  （１月あたりの額） 

  [調査票⑭⑲㉔欄] 

 ① 令和元年６月及び令和２年６月については、年間支給額の 

  １／１２の額として計算してください。 

   なお、６月以外の月に賞与を支給した場合であっても、年間支給

  額の１／１２の額を記載してください。 

② 令和３年６月については、年間支給額が決定している場合のみ、 

 年間支給額の１／１２の額として計算してください。 

  年間支給額が決定していない場合は、「－」を記入してください。 

  （例えば、令和３年６月に賞与を支給した場合であっても、令和 

  ３年１２月の賞与支給額が決まっていない場合は、「－」を記入 

  してください。） 

  なお、６月以外の月に賞与を支給する場合であっても、年間支給

  額が決定している場合には、その１／１２の額を記載してくださ 

  い。 

  

２ 歯科材料費（含む医

薬品費） 

[調査票欄⑮⑳㉕欄] 

 損益（年度）にて示している歯科材料費、医薬品費の合計額につい

て、貴院の経営実態に応じ、下記の通り記入してください。 

 

① 月次決算で医薬品、歯科材料費のたな卸(含む帳簿たな卸)を実施し

ている場合 

 

  前月末たな卸高＋当月購入費－当月末たな卸高 

 

 購入価格が未妥結の医薬品については、昨年度購入価格等の仮価格で

計算してください。 

 

② ①以外 

当月分診療収益× 
当該事業年（度）の医薬品費、歯科材料費※ 

当該事業年（度）の診療収益※ 

※ 令和３年６月分については、前年度の医薬品費、歯科材料費、診療

収益を用いて計算してください。 

 

３ 給与費・歯科材料

費以外の費用 

  [調査票⑯㉑㉖欄] 

 損益（年度）にて示している、委託費、減価償却費、その他医業・

介護費用の合計額を記入してください。 

 ただし、減価償却費について、単月の算出が困難な場合は、年度実

績額（令和３年６月分については令和２年度実績額）の１／１２として

計算してください。 

  

Ⅳ 損益差額 

    [調査票㉘～㉚欄] 

  「医業収益合計（③⑥⑨欄）」＋「介護収益合計（⑩⑪⑫欄）」－「

医業・介護費用合計（⑰㉒㉗欄）」で計算した金額と一致するか確認し

てください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第３  給与」の記入要領 （調査票７頁～８項） 

 

 

○ 直近の２事業年（度）における、調査対象となった診療所で直接業務に従事する常勤職員に

係る給与状況などについて記入してください。 

個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 個人立診療所で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、この調査票に含め

て記入してください。 

 

○ 役員・職員が同一法人の保有する複数の病院、診療所等に勤務しているなど、診療所単位の

給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収

益額など、当該役員・職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してくだ

さい。 

 

＜按分の計算例＞  

  

役員Ａの調査対象診療所分の給料等 ＝  

役員Ａの給料等総額 × 
役員Ａの調査対象診療所での勤務時間（※） 

役員Ａの総勤務時間等（※） 

  

※当該役員・職員の勤務時間、医業・介護収益額など、当該役員・

職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点

等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入

してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

常勤職員 

 

  常勤職員とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者を

いいます。 

   

常勤職員の給料・賞与 

  [調査票○1 ～○54欄] 

 

 

   

 延べ人員（人月） 

  [調査票○1 ～○9 欄] 

  [調査票○28～○36欄] 

    

 直近の２事業年（度）に給与を支給した常勤職員の延べ人員（人月）

について、職種区分毎に延べ人月数を記入してください。 

 個人立診療所で、青色事業専従者として給与を支給される者について

も、この欄に含めて記入してください。 

 例えば、ある職種に２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（

１２ヶ月）従事しており、もう１人が半年間（６ヶ月）だけ従事してい

た場合には、当該職種の「延べ人員（人月）」は１８人月となります。 

   

 給  料 

  [調査票○10～○18欄] 

  [調査票○37～○45欄] 

    

 

 

  直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した現金給与額の職種区分毎

の総額を記入してください｡ 

 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した給与についても、この欄

に含めて記入してください。 

 給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手当、

夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に
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支給したすべてのものが含まれます。 

  また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給

している場合には、その金額を含めてください。 

  なお、年俸制を適用されている者については、直近の２事業年（度）

の年俸と当該年（度）に支給した諸手当とを合算した額を記入してくだ

さい。 

  

  賞  与 

  [調査票○19～○27欄] 

  [調査票○46～○54欄] 

 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した賞与、期末手当等の一時

金の職種区分毎の総額を記入してください。 

 個人立診療所で、青色事業専従者に支給した賞与についても、この欄

に含めて記入してください。 

 

 院 長 

 

 

 

  個人立診療所の開設者でない院長、個人立診療所以外の院長について

記入してください。 

 個人立診療所の開設者である院長は、「人員」、「給料」及び「賞与」

の欄に数字の「０」を必ず記入してください。 

  

事務職員 主として事務（総務、人事、財務、医事等）を担当している職員（

医師事務作業補助者（医療クラーク）、診療情報管理士を含む）をい

います。 

  

 役 員 

 

 

 

  医療法人立などで、調査対象となった診療所で直接業務に従事する役

員（理事長、理事、監事）をいいます。 

  使用人兼務役員については、他の職種の欄に記入してください。例え

ば、理事（長）兼院長の場合は「院長」、理事兼事務長の場合は「事務

職員」の欄に記入してください。 
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「第４  資産・負債」の記入要領  （調査票９頁） 

 

 

○ 個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していな

い場合は、チェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。この場合、「第４ 資産・負

債」の記入の必要はありません。 

 

○ 直近の２事業年（度）それぞれの末日の貸借対照表の数字を基礎として記入してください。 

個人立診療所は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）

の末日となります。 

 

○ 法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合な

ど、調査対象となった診療所分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調

査対象となった診療所分の金額を記入してください。 

 

＜按分の計算例＞  

調査対象診療所の資産・負債＝法人全体の資産・負債× 
調査対象診療所の延べ面積等（※） 

法人全体の延べ面積等（※） 

  

※面積、従事者数の割合など、調査対象となった診療所分の

実態を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 診療所単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点

等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分の資産・負債と介護保険分

の資産・負債との合計額を記入してください。 

 

○ 「第１ 基本データ ９ 記入項目の一部省略の有無」の回答が「２」の場合、「*」を付し

た項目は記入を省略できます。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 流動資産 

   [調査票○1 ○5 欄] 

 

 

 現金及び預金、経常的な活動によって生じた未収金等の債権及びその

１年以内に回収可能な債権、売買目的有価証券等、医薬品、診療材料、

給食用材料、貯蔵品等のたな卸資産、前払費用で１年以内に費用となる

ものなどの総額を記入してください。 

   

Ⅱ 固定資産 

   [調査票○2 ○6 欄] 

 

 建物、構築物、医療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶、

放射性同位元素、その他の有形固定資産、土地、建設仮勘定、借地権、

ソフトウェア、長期貸付金などの総額を記入してください。 

   

Ⅲ 繰延資産 

   [調査票○3 ○7 欄] 

 

 創業費（法人の設立登記までに支出した費用及び設立してから事業を

開始するまでの間に支出した開設準備のための費用）、企業債発行差金、

試験研究費などの総額を記入してください。 

   

   資産合計 

   [調査票○4 ○8 欄] 

 「Ⅰ 流動資産」（○1 ○5 欄） 、「Ⅱ 固定資産」（○2 ○6 欄）、「Ⅲ 

繰延資産」（○3 ○7 欄）の合計を記入してください。 

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を

税務署に提出した場合は、当該「貸借対照表（資産負債調）」の資産の

部の数字にもとづき記入してください。 

  

 

 

* 

* 

* 
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Ⅳ 流動負債 

   [調査票○9 ⑬欄] 

 経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期

間が１年以内に到来する債務などの総額を記入してください。 

   

Ⅴ 固定負債 

   [調査票○10⑭欄] 

 

 

 長期借入金、その他経常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未

払金などのうち、期間が１年を超えるもの、引当金のうち、退職給付引

当金のように、通常１年を超えて使用される見込みのものなどの総額を

記入してください。 

 

  

(うち)長期借入金 

[調査票○11○15欄] 

 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金の

うち期間が１年を超えるものの総額を記入してください。 

 なお、地方債による長期借入金を借入資本金として整理している場

合についても、この欄に含めて記入してください。 

  

   負債合計 

   [調査票⑫⑯欄] 

「Ⅳ 流動負債」（○9 ⑬欄） 、「Ⅴ 固定負債」（○10⑭欄）の合計

を記入してください。 

個人立診療所であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を

税務署に提出した場合は、当該「貸借対照表（資産負債調）」の負債の

部の数字にもとづき記入してください。 

* 

* 
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「第５  設備投資額」の記入要領 （調査票１０頁） 

 

○ 直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。 

個人立診療所は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日

から令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 診療所として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記入

してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

設備投資額 

[調査票○1 ～○18欄] 

 

  

設備投資額（土地を含

む） 

[調査票○1 ○10欄] 

 土地、建物、建物附属設備、医療用器械備品などの固定資産の取得価

額（未払額含む）を記入してください。 

   

(うち)建物（建物附属

設備を含み、土

地を除く） 

[調査票○2 ○11欄] 

 

(うち)医療機器 

[調査票○3 ○12欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○4 ○13欄] 

 

 

 

(うち)調剤用機器 

[調査票○5 ○14欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○6 ○15欄] 

 

 

 

(うち)医療情報シス

テム用機器 

[調査票○7 ○16欄] 

 

 

(うち)リース分 

[調査票○8 ○17欄] 

 

 

 

設備投資額のうち消

費税課税対象の投資

額 

[調査票○9 ○18欄] 

 

 診療棟など診療所に属する建物（電気、空調、冷暖房、昇降機、給排

水など建物に附属する設備を含む）の取得価額（未払額含む）を記入し

てください。ただし、土地は除きます。 

 

 

 医療機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

 

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療機器の取得価額（リース期間中のリース料総額）

を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限りま

す。 

 

 調剤用機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している調剤用機器の取得価額（リース期間中のリース料総

額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限

ります。 

 

 レセプト作成用コンピュータ（レセコン）、電子カルテ、オーダリ

ングシステムなどの医療事務や診療を支援する医療情報システム用機

器（ソフトウェアを含む）の取得価額（未払額含む）を記入してくださ

い。 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療情報システム用機器の取得価額（リース期間中

のリース料総額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されて

いるものに限ります。 

 

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産のうち、消費税課税対

象となる資産にかかる取得価額（未払額含む）を記入してください。（

消費税関連項目について２２頁の「参考資料２」を参考にしてくださ

い。） 

※経理方式が税込である場合は、税込の金額を記入してください。 
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参考資料１ 

 

 

「その他の医業・介護費用」について（調査票４頁、６頁） 

 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」において「６ その他の医業・介護費用」に含ま

れる費目は次のとおりです。 

 

○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、直近の２事業年（度）に支払（未払分を含む）又

は費消した金額の合計額を記入してください。 

 

福利厚生費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旅費交通費 
 
職員被服費 
 
通 信 費 
 
広告宣伝費 
 
 
消 耗 品 費      
 
 
 
消耗器具備品費 
 
 
 
車 両 費 
 
会 議 費 
 
光 熱 水 費      
 
修 繕 費 
 
 
 
賃 借 料 
 
 
 
土地賃借料 
 
建物賃借料 
 
医療機器賃借料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために
要する法定外福利費 
       
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主

負担額 
       
(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰

安、修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際
して一定の基準により支給される金品などの現物給与 

 
 業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 
 
  従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣などの費用 
 
  電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 
 
 機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費
用 
 
  カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、
洗剤など１年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するも
のは除く。 
 
  事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので１年を
超えて使用できるものの費消額。ただし、医療消耗器具備品費に属する
ものを除く。 
 
  乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費用 
 
  運営諸会議など院内管理のための会議の費用 
 
  電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 
 
  有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し
た通常の修繕のための費用。（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産
の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。） 
 
  設備、器械の使用料などの費用（リース料・レンタル料）。 
 ただし、土地賃借料、建物賃借料及び医療機器賃借料に属するものを
除く。 
 
  土地の賃借料 
 
  建物、部屋の賃借料 
 
  医療機器の賃借料 
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損害保険料 
 
 
交 際 費 
 
諸 会 費 
 
租 税 公 課      
 
 
 
 
 
医業貸倒損失 
 
 
貸倒引当金繰入
額 
 
研究費・研修費 
 
 
本部費配賦額 
 
 
支 払 利 息      
 
有価証券売却損 
 
患者外給食用材
料費 
 
診療費減免額 
 
医業外貸倒損失 
 
 
貸倒引当金医業
外繰入額 
 
固定資産売却損 
 
固定資産除却損 
 
災害損失 
 
雑   費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  火災保険料、歯科医師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料な
どの費用 
 
  接待費及び慶弔など交際に要する費用 
 
  各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 
 
(1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など

の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの 
 
(2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費（歯科医師

会費など）、賦課金 
 
  医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金
額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられ
る部分の金額 
 

研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費など
の費用 
 
 法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配
賦された本部の費用 
 
  短期借入金、長期借入金の支払利息 
 
 売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 
 
 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業務
を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 
 
 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 
 
 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されな
い部分の金額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収
不能と見積もられる部分の金額 
 
 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 
       
  固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 
 
 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 
 
  寄付金など上記の科目に属さない費用など 
 

 

75



- 22 -

参考資料２ 

 

 

消費税関連項目について 

 

 

○ 以下の表は、費用の科目ごとに、一般的に消費税非課税となるものを記載しております。 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 医業・介護費用」、「第５ 設備投資額」のうち、消費税関連項目

の記入の際の参考としてください。 

 

科目 消費税非課税となるもの 

第２ 損益 

「Ⅲ 医業・介護費用」に

含まれるもの 

 

（１ 給与費） 

給与費 

 

（５ 減価償却費） 

減価償却費 

 

 

（６ その他の医業・介護

費用） 

土地賃借料 

 

固定資産税等 

 

機器設備保険料 

 

車両関係費 

 

福利厚生費 

 

旅費交通費 

 

通信費 

 

広告宣伝費 

 

保険料 

 

交際費 

 

租税公課 

 

医業貸倒損失 

 

貸倒引当金繰入額 

 

研究費・研修費 

 

 

 

 

 

 

 

給料、賞与、退職金、法定福利費（通勤手当は課税） 

 

 

すべて非課税 

（減価償却資産の購入代金は、購入時に一括して課税） 

 

 

 

すべて非課税 

 

固定資産税、都市計画税等の租税公課 

 

すべて非課税 

 

自動車損害賠償責任保険料、自動車税 

 

慶弔費、団体生命保険料 

 

海外渡航費、滞在費 

 

国際通信、国際郵便料金 

 

プリペイドカード等の購入費 

 

すべて非課税 

 

慶弔費、餞別などの現金支出、商品券・ビール券等の購入費 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

歯科医師等に支給する研究助成金（一種の特別手当として給与等

に該当する場合） 
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支払利息、有価証券売却

損、医業外貸倒損失、貸

倒引当金医業外繰入額 

 

診療費減免額 

 

固定資産売却損、固定資

産除却損、災害損失 

 

 雑費 

 

 

第５ 設備投資額 

すべて非課税 

 

 

 

保険診療に関する免除額 

 

すべて非課税 

 

 

行政手数料、寄付金 

 

 

土地の取得額 
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令 和 ３ 年  医 療 経 済 実 態 調 査 

保険薬局調査票 記入要領 
 

 

 

 

 

 

               
中央社会保険医療協議会  

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

厚生労働省 医療経済実態調査事務局 

フリーダイヤル    ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

フリーダイヤルＦＡＸ ０１２０－ＸＸＸ－ＸＸＸ 

メールアドレス    ＸＸＸ@ＸＸＸ 

ホームページ     https://www.ＸＸＸＸＸ 

受付時間       ○○：○○～○○：○○ 

※月曜日～金曜日（祝日は除く） 

 

※ 費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を

記入することが困難な場合や、資産・負債、税金等を薬局単位で算出するこ

とが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございまし

たら、上記までご相談ください。 
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医療経済実態調査（保険薬局調査票） 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

  保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整

備することを目的とします。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 (1) 調査の対象 

   保険調剤を行っている全国の保険薬局のうち、１か月の調剤報酬明細書の取扱件数が 

３００件以上の薬局を対象とします。 

 

 (2) 調査の客体 

   調査対象となる保険薬局を、地域別及び開設者別に層化し、それぞれ無作為に１／２５を

抽出して客体を選定します。 

 

３ 調査の主体 

  厚生労働省中央社会保険医療協議会が実施します。 

 

４ 調査の時期 

  令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末までに終了した事業年（度）

の２期間（及び令和元年、令和２年、令和３年の６月分）について実施します。 

 

５ 調査票の内容 

 (1) 第１ 基本データ 

(2) 第２－１ 損益（年度） 

(3) 第２－２ 損益（月次） 

 (4) 第３ 給与 

 (5) 第４ 資産・負債 

 (6) 第５ 設備投資額 

(7) 自由記載欄 

 

６ 調査の方法 

  保険薬局の管理者が記入します。 

 

７ 調査票の提出期限 

  「電子調査票のご利用ガイド」をご覧いただき、令和３年８月１３日までにホームページに

て電子調査票を提出してください。電子調査票をご利用できない場合のみ、紙調査票をご利用

ください。 
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Ⅱ 調査についての注意事項 

 

１ 一般的事項 

 (1)  この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。 

安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘

密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報

を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない

ことがそれぞれ規定されています。 

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を

得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶

対にありません。 

 

 (2) この調査は、薬局の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、薬局と家計

とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して薬局に利用される部分をできるだ

け正確に把握し、記入してください。 

 

 (3)  法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、収入、従事者数

などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。 

 

 (4) 保険薬局として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票１頁の「第１ 基本デ

ータ ３ 貴薬局の活動状況」に「２」と回答して返送してください。 

 

２ 調査票の記入 

 (1) 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 (2) 金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。 

 

 (3) 記入を誤ったときは、２本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。 

 

 (4) 合計欄がある場合は、必ず記入してください。 
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「第１ 基本データ」の記入要領 （調査票１頁～２頁） 

 

○ 特に示してあるもののほかは、令和３年５月３１日現在の事実について記入してください。 

 

１ 貴薬局の開設主体 

    [調査票○1 欄] 

貴薬局が該当する開設主体の番号を記入してください。 

  

２ 直近の２事業年 

（度） 

    [調査票○2 ○3 欄] 

令和２年３月末までに終了した事業年（度）及び令和３年３月末まで

に終了した事業年（度）を記入してください。なお、今後、直近の２事

業年（度）とあるものについては、ここで記入した期間が対象になりま

す。 

個人薬局については、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日

まで及び令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までの期間が直

近の２事業年（度）となるため、記入の必要はありません。 

  

３ 貴薬局の活動状況 

    [調査票○4 欄] 

 貴薬局が該当する活動状況の番号を記入してください。 

回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。このまま

調査票をご返送ください。 

   

４ 同一グループの保

険調剤を行ってい

る店舗数 

  [調査票○5 欄] 

 個人薬局については、記入の必要はありません。法人立の保険薬局の

み記入してください。 

 同一グループが、調査対象となった保険薬局の他に保険薬局を開設し

ている場合は、その店舗数を記入してください。ただし、保険調剤を行

っている店舗に限ります。 

同一グループは次の基準により判断してください（調剤基本料の施設

基準における同一グループの考え方と同様）。 

１ 保険薬局の事業者の最終親会社 

２ 保険薬局の事業者の最終親会社の子会社 

３ 保険薬局の事業者の最終親会社の関連会社 

４ １から３までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャ

イズ契約を締結している者 

  

５ 保険調剤の状況 

  [調査票○6 ～○8 欄] 

 

   

  処方せん枚数 

  [調査票○6 ○7 欄] 

調剤した処方せんの枚数について、令和３年３月末までに終了した直

近の２事業年（度）の実績を記入してください。 

 個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び

令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までが直近の２事業年（

度）となります。 

   

  調剤した後発医薬

品のある先発医薬

品及び後発医薬品

の数量（薬価基準

の規格単位ベー

ス）のうち後発医

薬品の割合 

  [調査票○8 欄] 

 調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の数量（薬価基

準の規格単位ベース）のうち、後発医薬品の占める割合について、令和

３年３月末までに終了した直近の１事業年（度）の実績を記入してくだ

さい。 

個人薬局は、令和２年１月１日から令和２年１２月３１日までが直近

の１事業年（度）となります。 

 

後発医薬品の割合＝ 
調剤した後発医薬品の数量（薬価基準の規格単位ベース） 

×100 調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の数量 

（薬価基準の規格単位ベース） 

 

 （注）小数点第２位を四捨五入してください。 

  

 

 

６ 調剤用備蓄医薬品  令和３年５月３１日現在において備蓄している調剤用医薬品（内用薬
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品目数（薬価基準

収載品目） 

  [調査票○9 ～○14欄] 

､外用薬、注射薬）の品目数及びそのうちの後発医薬品品目数を記入し

てください。 

 

   

７ 調剤基本料等の状

況 

  [調査票○15～○17欄] 

 

  

算定している調剤

基本料 

[調査票○15○16欄] 

算定している調剤基本料の番号を記入してください。 

  

特定の保険医療機

関に係る処方せん

による調剤の割

合（集中率） 

[調査票○17欄] 

令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの期間について、特定

の保険医療機関に係る処方せんの受付回数を全ての処方せんの受付回

数で除して得た値を記入してください。 

（注）小数点第２位を四捨五入してください。 

  

８ 立地状況 

[調査票○18～㉑欄] 

 

  

立地 

[調査票○18欄] 

貴薬局の立地として最も近いものの番号を記入してください。「前」

とは、医療機関の敷地と接している場所や医療機関の敷地から公道等を

挟んだ場所など、特定の医療機関のまわりの場所をいいます。 

  

処方せんの応需状

況 

[調査票○19欄] 

貴薬局の処方せんの応需状況として最も近いものの番号を記入して

ください。「近隣」には同一敷地内も含まれます。 

  

特定の保険医療機

関との不動産の賃

貸借関係 

[調査票○20欄] 

特定の保険医療機関との不動産の賃貸借関係の有無（調剤基本料の根

拠）について、該当する番号を記入してください。 

  

  医療機関と賃貸借

している不動産の

種類 

  [調査票㉑欄] 

⑳で「あり」の場合、賃貸借している不動産の種類について、該当す

る番号を記入してください。（主たるもの一つ） 

  

９ 薬学管理等の状況 

  [調査票㉒㉓欄] 

 

令和３年３月末までに終了した事業年（度）の１年間の在宅患者訪問

薬剤管理指導料の算定回数及び居宅療養管理指導費（介護保険）の算定

回数を記入してください。 

個人薬局の場合は、令和２年１月１日から令和２年１２月３１日まで

の１年間の保険調剤の状況について記入してください。 

   

10 消費税の経理方式 

  [調査票㉔欄] 

 

 消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）の経理処理

について、貴薬局が適用している経理方式の番号を記入してください。 

 

１ 税込・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分しないで経理する方式（消費税を納めていない免税事業者は全

てこの方式となります。） 

 

２ 税抜・・・消費税等の額とその消費税等に係る取引の対価の額とを

区分して経理する。 
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「第２－１  損益（年度）」の記入要領 （調査票３頁～４頁） 

 

 

○ 特に示してあるものの他は、直近の２事業年（度）の２期間に提供した薬局事業に関連する

すべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応するすべての費

用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から

令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 当該年（度）の損益計算書（収支決算書）の数字を基礎として記入してください。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、当該薬局分のみを推計して記入して

ください。 

 

○ 医薬品等費のうち特定保険医療材料費を区分して経理しておらず、改めて直近２事業年度分

を調べることが困難な場合は、直近１ヶ月分等の割合を調べて按分して記入してください。 

 

＜按分の計算例＞  

特定保険医療材料費＝医薬品等費の総額× 
直近１ヶ月分等（※）の特定保険医療材料費 

直近１ヶ月分等（※）の医薬品等費 

  

※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品等費と特定保険医療材料

費の割合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

 

○ 費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入すること

が困難な場合や、税金等を薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困

りの点・ご不明な点等ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

Ⅰ 収益 

    [調査票○1 ～⑨欄] 

 

 

   

１ 保険調剤収益 

   （患者負担含む） 

    [調査票○1 ○5 欄] 

 

 健康保険、国民健康保険等の医療保険、後期高齢者医療制度及び生活

保護法、精神保健福祉法、感染症法等の公費負担医療に係る支払基金・

国保連等に対する請求金額及び窓口徴収金額の合計額を記入してくださ

い。 

   

２ 公害等調剤収益 

    [調査票○2 ○6 欄] 

 公害医療、労災保険、自動車損害賠償責任保険などの金額を記入して

ください。 

   

３ その他の薬局事業

収益 

  [調査票○3 ○7 欄] 

 

 

 

 自費診療による調剤収益、一般用医薬品、煙草、化粧品、雑貨等の販

売収益などの金額を記入してください。 

 また、受取利息、配当金、退職給付引当金、徴収不能引当金などの諸

引当金の戻入額などの金額も、この欄に含めて記入してください。 

 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

  

(うち)新型コロナウイ

ルス感染症関連

の補助金 

   [調査票⑧欄] 

国、地方公共団体、系統機関などからの補助金・負担金等の交付金

のうち、新型コロナウイルス感染症関連の補助金等の交付金（具体例

を以下に記載）について、直近の事業年度の実績を記入してください。 
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（例） 

① 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業 

 感染拡大防止対策などに要する費用の補助。最終的な支給額が決定

している場合はその額を記入してください。支給額が決定していなく

ても補助金で補てんされる支出が既に発生している場合にはその額

を記入してください。 

② 雇用調整助成金  

新型コロナウイルス感染症による特例分の額を計上してください。

①と同じ取扱いとしてください。 

 

上記以外で、持続化給付金、家賃支援給付金等、新型コロナウイル

ス感染症に関連する補助金（含む自治体独自の補助金）の支給額も記

入の対象となります。 

なお、従事者へ支払われる慰労金は含めず記入してください。 

   

Ⅱ 介護収益 

    [調査票⑩～⑮欄] 

保険薬局として介護保険事業を実施している場合、「Ⅱ 介護収

益」を記入してください。 

保険薬局として介護保険事業を実施していない場合、チェック欄“

□”に“レ”を記入してください。 

   

１ 居宅サービス収益 

    [調査票○10○13欄] 

  居宅サービスに係る収益（地域密着型サービス、居宅介護支援及び介

護予防サービスを含む）で、国保連等に対する請求金額及び利用者から

の徴収金額の合計額を記入してください。 

   

２ その他の介護収益 

    [調査票⑪⑭欄] 

 

 上記の科目に属さない介護収益について記入してください。 

 

  保険等査定減については、この欄から減算し調整してください。 

   

Ⅲ 費用 

    [調査票⑯～○53欄] 

 「Ⅰ 収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入してく

ださい。 

   

１  給与費 

    [調査票⑯㉟欄] 

調査対象となった薬局で直接業務に従事する役員・職員に対する、次

の（１）～（６）までの費用の合計額を記入してください。 

役員・職員が同一法人の保有する複数の薬局等に勤務しているなど、

薬局単位の給料等を把握していない役員・職員がいる場合は、当該役員

・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・職員の給料等を最も適切に

反映していると思われる係数で按分してください。 

 

＜按分の計算例＞ 

   

  役員Ａの調査対象薬局分の給料等 ＝ 

   

  
役員Ａの給料等総額 × 

役員Ａの調査対象薬局での勤務時間（※） 

  役員Ａの総勤務時間（※） 

   

  ※当該役員・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・職員の

給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

   

 (1) 給料 
直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する給

与額。 

給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手

当、夜勤手当､危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職

員に支給したすべてのものが含まれます。 

個人薬局で、青色事業専従者に支給した給与も含めてください。 
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また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支

給している場合には、その金額を含めてください。 

 

(2) 賞与 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する確

定済みの賞与、期末手当等の一時金のうち、当該会計期間に係る部分

の金額。 

個人薬局で、青色事業専従者に支給した賞与についても、当該会計

期間に係る部分の金額を含めてください。 

 

(3) 賞与引当金繰入額 

直近の２事業年（度）の常勤職員及び常勤職員以外の者に対する翌

会計期間に確定する賞与等の当該会計期間に係る部分の見積額。 

 

(4) 退職給付引当金繰入額 

退職給付引当金制度がある薬局は、直近の２事業年（度）に退職給

付引当金として繰入れた額。（※退職給付引当金制度がない場合は０） 

 

(5) 退職金支払額 

退職給付引当金制度がない薬局は、直近の２事業年（度）に支給し

た退職金。（※退職給付引当金制度がある場合は０） 

 

(6) 法定福利費 

法令に基づいて支給した次の①～③までの費用の合計額。 

 

① 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

② 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保

険料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

③ 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保

険）の事業主負担額 

   

(うち)通勤手当 

[調査票⑰㊱欄] 

 通勤費用の現金支給、通勤用定期乗車券の現物支給の総額を記入して

ください。 

  

(うち)法定福利費 

[調査票⑱㊲欄] 

法令に基づいて支給した次の(1)～(3)までの費用の合計額について記

入してください。 

(1) 直近の２事業年（度）に支給した給料に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(2) 直近の２事業年（度）に支給した賞与に係る健康保険料、介護保険

料、年金保険料及び児童手当拠出金の事業主負担額 

(3) 直近の２事業年（度）に支払った労働保険料（雇用保険、労災保険）

の事業主負担額 

   

２ 医薬品等費 

    [調査票⑲㊳欄] 

  費消した医薬品、材料等について、実際の購入価格によって計算した

額を記入してください。 

 医薬品等費とは、調剤用医薬品、一般用医薬品、材料費、その他品目（

煙草、化粧品、雑貨等）の費消額をいいます。 

 貴薬局の経営実態に応じ、下記のとおり算出してください。 

 

(1) 年次決算で損益計算書（収支決算書）を作成し、「医薬品等費」 

は「調剤用医薬品費」を独立科目として表示している場合 

   直近の２事業年（度）の損益計算書（収支決算書）の額 

(2) (1)に該当しない場合 

  直近の２事業年（度）の購入額 
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（うち）調剤用医薬品

 費 

   [調査票⑳㊴欄] 

 医薬品等費のうち、保険調剤で費消した医薬品の額を記入してくださ

い。 

 調剤用医薬品を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、 

「－」を記入してください。 

  

（うち）一般用医薬品

 費 

[調査票㉑㊵欄] 

 医薬品等費のうち処方箋を必要としない市販薬等の医薬品の額を記入

してください。 

 一般用医薬品を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、 

「－」を記入してください。 

  

(うち)特定保険医療材

料費 

  [調査票⑳㊴欄] 

  費消した特定保険医療材料について、実際の購入価格によって計算し

た額を記入してください。 

 特定保険医療材料を区分して経理していない等、記入が困難な場合

は、「－」を記入してください。 

＜按分の計算例＞ 

  

 特定保険医療材料費 ＝  

  

 
医薬品等費の総額 × 

直近１ヶ月分等（※）の特定保険医療材料費 

 直近１ヶ月分等（※）の医薬品等費 

  

 ※直近１ヶ月分、直近３ヶ月分など、医薬品等費と特定保険医療材料

費の割合を適切に反映していると思われる期間を調査して使用。 

  

３ 委託費 

[調査票㉓㊷欄] 

  委託をした場合及び派遣労働者を受け入れた場合の業務の対価として

の費用を記入してください。   

    

４ 減価償却費 

   ［調査票㉔～㉖欄] 

   ［調査票㊸～㊺欄] 

 

 税務申告などのために作成した直近の２事業年（度）の損益計算書（

収支決算書）の額を記入してください。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の事業年（度）

実績がわからない薬局は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

(うち)建物減価償却費 

    [調査票㉕㊹欄] 

  建物の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の事業年（度）

実績がわからない薬局は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

(うち)調剤用機器減価

償却費 

    [調査票㉖㊺欄] 

  調剤用機器の減価償却費で、直近の２事業年（度）実績を記入してく

ださい。 

 損益計算書などが手元にないため、減価償却費の直近の事業年（度）

実績がわからない薬局は、別添の「補助票（減価償却資産調記入票）」

に必要事項を記入し、この調査票と一緒に提出してください。 

   

５ その他の経費 

    [調査票㉗～㉝欄] 

    [調査票㊻～○52欄] 

 支払又は費消した金額を記入してください。 

 「その他の経費」に該当する費目は、１９頁の「参考資料１」を参考

にし、その合計額を記入してください。 

   

(うち)土地賃借料 

    [調査票㉘㊼欄] 

土地賃借料の金額を記入してください。 

  

(うち)建物賃借料 

  [調査票㉙㊽欄] 

 建物賃借料の金額を記入してください。 
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(うち)設備機器賃借料 

    [調査票㉚㊾欄] 

  固定資産に計上を要しない設備、機器の使用料（リース料、レンタル

料）で、直近の２事業年（度）実績を記入してください。 

   

(うち)調剤用機器賃借

料 

    [調査票㉛㊿欄] 

  調剤用機器の使用料（リース料、レンタル料）で、直近の２事業年（

度）実績を記入してください。 

   

(うち)消費税課税対象

費用(設備機器

賃借料を除く) 

    [調査票㉜○51欄] 

 その他の経費のうち、消費税課税対象の費用の合計額を記入してくだ

さい。（その他の経費から、２１頁の「参考資料２」に記載の消費税非

課税費用を除いた金額となります。） 

 消費税課税対象費用を区分して経理していない等、記入が困難な場合

は、「－」を記入してください。 

  

(うち)控除対象外消

費税等負担額 

[調査票㉝○52欄] 

 経理方式が税抜の場合のみ記入してください。 

 直近の２事業年（度）において、税法上損金に算入している控除対象
外消費税額等（仕入税額控除ができない仮払消費税額（地方消費税含
む））の金額を記入してください。 

※法人全体の総額しか把握していない場合には、総額を消費税課税対象

費用額（「通勤手当」＋「医薬品等費」＋「委託費」＋「その他の経

費のうち消費税課税対象費用(設備機器賃借料を含む」）の割合で按分

し、調査対象となった薬局分の負担額を記入してください。 

この按分が不可能な場合は、費用額、職員数などを用いて計算してく

ださい。 

 

 

 

 

＜按分の計算例＞ 

   

  調査対象薬局の控除対象外消費税等負担額 ＝ 

   

  法人全体の控除対象外

消費税等負担額 
× 

調査対象薬局の消費税課税対象費用額 

  法人全体の消費税課税対象費用額 

  

Ⅳ 損益差額 

   [調査票○54○55欄] 

  「収益合計（○4 ⑨欄）」＋「介護収益合計（⑫⑮欄）」－「費用合計

㉞○53欄）」で計算した金額と一致するか確認してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 

  

Ⅴ 税金 

[調査票○56～○61欄] 

 

 

 

  個人薬局については記入の必要はありません。 

法人全体の税金総額を利益（収益・介護収益－費用）金額の割合で按

分し、調査対象となった薬局分の負担額を記入してください。 

 この按分が不可能な場合は、収益額、職員数などを用いて計算してく

ださい。 

 

＜按分の計算例＞ 

  
調査対象薬局の税金＝法人全体の税金× 

調査対象薬局の利益 

  法人全体の利益 

   

１ 法人税 

[調査票○56○59欄] 

 

 個人薬局以外の薬局は直近の２事業年（度）の法人税確定申告書の「

法人税額計」の金額のうち、調査対象となった薬局分の負担額を記入し

てください。 

  

２ 住民税 

[調査票○57○60欄] 

 

 個人薬局以外の薬局は直近の２事業年（度）の住民税確定申告書の「

年税額」（「法人税割額」＋「均等割額」）の金額のうち、調査対象と

なった薬局分の負担額を記入してください。 
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３ 事業税 

[調査票○58○61欄] 

 個人薬局以外の薬局は直近の２事業年（度）の「事業税確定申告書」

の「合計事業税額」の金額のうち、調査対象となった薬局分の負担額を

記入してください。 

※「Ⅲ 費用」の「５ その他の経費」に含めたものについては、除い

て記入してください。 

   

Ⅵ 税引後の総損益 

差額 

   [調査票○62○63欄] 

  個人薬局については記入の必要はありません。 

  「損益差額（○54○55欄）」－「税金（○56～○61欄）」で計算した金額と一

致するか確認してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第２－２  損益（月次）」の記入要領 （調査票５頁） 

 

 

○ 特に示してあるものの他は、令和元年６月、令和２年６月、令和３年６月に提供した薬局事

業に関連するすべての収益（支払基金・国保連等に請求中の未収分を含む）と、これに対応す

るすべての費用（未払分を含む）を記入してください。 

  ただし、家計分は含めないでください。 

 

○ 下記に示していないものについては、「第２－１ 損益（年度）」の記入要領に沿って、

記入をしてください。 

 

○ 法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった薬局分のみを推計

して記入してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

Ⅰ 収益 

    [調査票○1 ～③欄] 

損益（年度）で示している保険調剤収益、公害等調剤収益、その他

の薬局事業収益の合計額を記入してください。 

保険等査定減については年度実績額（令和３年６月については令和

２年度実績額）の１／１２の額を減算して調整してください。 

新型コロナウイルス感染症関連の補助金については含めず記入し

てください。 

  

Ⅱ 介護収益 

    [調査票④～⑥欄] 

保険薬局として介護保険事業を実施していない場合、記入の必要は

ありません。 

保険等査定減については年度実績額（令和３年６月については令和

２年度実績額）の１／１２の額を減算して調整してください。 

  

Ⅲ 費用 

    [調査票⑦～㉑欄] 

 「Ⅰ 収益」及び「Ⅱ 介護収益」に対応する費用の額を記入してく

ださい。 

  

１ 給与費  

  

（１）給与費 

  （賞与を除く） 

  [調査票⑦⑫⑰欄] 

 給与費のうち、賞与を除く合計額を記入してください。 

ただし、以下で指定する費目については、貴薬局の経営実態に応じ、

下記の通りとしてください。 

 

①法定福利費 

次のア～ウまでの費用の合計額として計算してください。 

 

ア 当月に支給した給与にかかる医療保険料等の事業主負担額。 

イ 当該事業年度に支給した賞与にかかる医療保険料等の事業主負 

 担額の１／１２の額（令和３年６月については前年度実績額、賞与 

 を減額している場合は、前々年度実績額の１／１２の額）。 

 ウ 当該事業年度に支払った労働保険料事業主負担額の１／１２の 

  額。（令和３年６月については、前年度実績額の１／１２の額） 

 

 ②賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、退職金支払額 

年度実績額（令和３年６月については前年度実績額）の１／１２の額。 
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（２）賞与 

  （１月あたりの額） 

  [調査票⑧⑬⑱欄] 

 ① 令和元年６月及び令和２年６月については、年間支給額の 

  １／１２の額として計算してください。 

   なお、６月以外の月に賞与を支給した場合であっても、年間支給

  額の１／１２の額を記載してください。 

② 令和３年６月については、年間支給額が決定している場合のみ、 

 年間支給額の１／１２の額として計算してください。 

  年間支給額が決定していない場合は、「－」を記入してください。 

  （例えば、令和３年６月に賞与を支給した場合であっても、令和 

  ３年１２月の賞与支給額が決まっていない場合は、「－」を記入 

   してください。） 

   なお、６月以外の月に賞与を支給する場合であっても、年間支給

  額が決定している場合には、その１／１２の額を記載してくださ 

  い。 

  

２ 医薬品等費 

  [調査票⑨⑭⑲欄] 

 損益（年度）にて示している医薬品等費について記入してください。 

 ただし、医薬品費については、貴薬局の経営実態に応じ、下記の通り

として下さい。 

 

① 月次決算で医薬品のたな卸(含む帳簿たな卸)を実施している場合 

 

  前月末たな卸高＋当月医薬品購入費－当月末たな卸高 

 

 購入価格が未妥結の医薬品については、昨年度購入価格等の仮価格で

計算してください。 

 

② ①以外 

 
当月分診療収益× 

当該事業年（度）の医薬品等費※ 

 当該事業年（度）の収益※ 

 ※ 令和３年６月分については、前年度の医薬品等費、収益を用いて計

算してください。 

 

３ 給与費、医薬品等

費以外の費用 

  [調査票⑩⑮⑳欄] 

 損益（年度）にて示している、委託費、減価償却費、その他の経費

の合計額を記入してください。 

 ただし、減価償却費について、単月の算出が困難な場合は、年度実

績額（令和３年６月分については令和２年度実績額）の１／１２として

計算してください。 

  

Ⅳ 損益差額 

    [調査票㉒～㉔欄] 

 「収益合計（①②③欄）」＋「介護収益合計（④⑤⑥欄）」－「費用

合計（⑪⑯㉑欄）」で計算した金額と一致するか確認してください。 

金額がマイナスになる場合は「－」を付してください。 
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「第３  給与」の記入要領 （調査票６頁） 

 

 

○ 直近の２事業年（度）における、調査対象となった薬局で直接業務に従事する常勤職員に係

る給与状況などについて記入してください。 

個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から

令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 個人薬局で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、この調査票に含めて記

入してください。 

 

○ 役員・職員が同一法人の保有する複数の薬局等に勤務しているなど、薬局単位の給料等を把

握していない役員・職員がいる場合は、当該役員・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・

職員の給料等を最も適切に反映していると思われる係数で按分してください。 

 

＜按分の計算例＞  

  

役員Ａの調査対象薬局分の給料等 ＝  

役員Ａの給料等総額 × 
役員Ａの調査対象薬局での勤務時間（※） 

役員Ａの総勤務時間等（※） 

  

※当該役員・職員の勤務時間、収益額など、当該役員・職員の

給料等を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等

ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 保険薬局として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記

入してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

常勤職員   常勤職員とは、その施設で定められた就業時間をすべて勤務する者を

いいます。 

   

常勤職員の給料・賞与 

  [調査票○1 ～○36欄] 

 

 

   

  延べ人員（人月） 

  [調査票○1 ～○6 欄] 

  [調査票○19～○24欄] 

 

 直近の２事業年（度）に給与を支給した常勤職員の延べ人員（人月）

について、職種区分毎に延べ人月数を記入してください。 

 個人薬局で、青色事業専従者として給与を支給される者についても、

この欄に含めて記入してください。 

 例えば、ある職種に２人の職員が在籍し、そのうちの１人が１年間（

１２ヶ月）従事しており、もう１人が半年間（６ヶ月）だけ従事してい

た場合には、当該職種の「延べ人員（人月）」は１８人月となります。 

   

  給  料 

  [調査票○7 ～○12欄] 

  [調査票○25～○30欄] 

 

 

 

 

 

  直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した現金給与額の職種区分毎

の総額を記入してください｡ 

 個人薬局で、青色事業専従者に支給した給与についても、この欄に含

めて記入してください。 

 給料（本俸又はこれに準ずるもの）には、扶養手当、時間外勤務手当、

夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など労働の対価として職員に

支給したすべてのものが含まれます。 

  また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授業料等を支給
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している場合には、その金額を含めてください。 

  なお、年俸制を適用されている者については、直近の２事業年（度）

の年俸と当該年（度）に支給した諸手当とを合算した額を記入してくだ

さい。 

  

  賞  与 

  [調査票○13～○18欄] 

  [調査票○31～○36欄] 

 

 直近の２事業年（度）に常勤職員に支給した賞与、期末手当等の一時

金の職種区分毎の総額を記入してください。 

 個人薬局で、青色事業専従者に支給した賞与についても、この欄に含

めて記入してください。 

  

  管理薬剤師 

 

 

 

  個人薬局の開設者でない管理薬剤師、個人薬局以外の管理薬剤師につ

いて記入してください。 

 個人薬局の開設者である管理薬剤師は、「人員」、「給料」及び「賞

与」の欄に数字の「０」を必ず記入してください。 

   

事務職員 主として事務（総務、人事、財務、調剤事務等）を担当している職

員をいいます。 

  

  役 員 

 

 

 

  法人立などで、調査対象となった薬局で直接業務に従事する役員（理

事長、理事、監事等）をいいます。 

  使用人兼務役員については、他の職種の欄に記入してください。例え

ば、理事（長）兼管理薬剤師の場合は「管理薬剤師」、理事兼事務長の

場合は「事務職員」の欄に記入してください。 
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「第４  資産・負債」の記入要領  （調査票７頁） 

 

 

○ 個人薬局であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務署に提出していない場

合は、チェック欄“□”に“レ”を書き込んでください。この場合、「第４ 資産・負債」

の記入の必要はありません。 

 

○ 直近の２事業年（度）それぞれの末日の貸借対照表の数字を基礎として記入してください。 

個人薬局は、令和元年１２月３１日及び令和２年１２月３１日が直近の２事業年（度）の末

日となります。 

 

○ 法人全体で包括して貸借対照表が作成されているような場合には、面積、従事者数の割合な

ど、調査対象となった薬局分の実態を最も適切に反映していると思われる係数で按分し、調査

対象となった薬局分の金額を記入してください。 

 

＜按分の計算例＞  

調査対象薬局の資産・負債＝法人全体の資産・負債× 
調査対象薬局の延べ面積等（※） 

法人全体の延べ面積等（※） 

  

※面積、従事者数の割合など、調査対象となった薬局分の

実態を最も適切に反映していると思われる係数を使用。 

 

○ 薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等

ございましたら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。 

 

○ 保険薬局として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分の資産・負債と介護保険

分の資産・負債との合計額を記入してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

Ⅰ 流動資産 

[調査票○1 ○5 欄] 

 

 

 現金及び預金、経常的な活動によって生じた未収金等の債権及びその

１年以内に回収可能な債権、売買目的有価証券等、医薬品、診療材料、

給食用材料、貯蔵品等のたな卸資産、前払費用で１年以内に費用となる

もの等の総額を記入してください。 

   

Ⅱ 固定資産 

[調査票○2 ○6 欄] 

 

 建物、構築物、調剤用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶、

放射性同位元素、その他の有形固定資産、土地、建設仮勘定、借地権、

ソフトウェア、長期貸付金などの総額を記入してください。 

   

Ⅲ 繰延資産 

[調査票○3 ○7 欄] 

 

 創業費（法人の設立登記までに支出した費用及び設立してから事業を

開始するまでの間に支出した開設準備のための費用）、企業債発行差金、

試験研究費などの総額を記入してください。 

   

Ⅳ 流動負債 

[調査票○9 ⑬欄] 

 経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期

間が１年以内に到来する債務などの総額を記入してください。 

   

Ⅴ 固定負債 

[調査票○10⑭欄] 

 

 

 長期借入金、その他経常的な活動以外の原因から生じた支払手形、未

払金などのうち、期間が１年を超えるもの、引当金のうち、退職給付引

当金のように、通常１年を超えて使用される見込みのものなどの総額を

記入してください。 

  

(うち)長期借入金 

[調査票○11○15欄] 

 地方債（企業債を含む）及び公庫、事業団、銀行などからの借入金の

うち期間が１年を超えるものの総額を記入してください。 

 なお、地方債による長期借入金を借入資本金として整理している場合

についても、この欄に含めて記入してください。 
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   負債合計 

   [調査票⑫⑯欄] 

「Ⅳ 流動負債」（○9 ⑬欄） 、「Ⅴ 固定負債」（⑩⑭欄）の合計

を記入してください。 

個人薬局であって、青色申告で「貸借対照表（資産負債調）」を税務

署に提出した場合は、当該「貸借対照表（資産負債調）」の負債の部の

数字にもとづき記入してください。 
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「第５  設備投資額」の記入要領 （調査票８頁） 

 

○ 直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産にかかる取得価額を記入してください。 

個人薬局は、平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日まで及び令和２年１月１日から

令和２年１２月３１日までの期間が直近の２事業年（度）となります。 

 

○ 保険薬局として介護保険事業を実施している場合には、医療保険分と介護保険分の総額で記

入してください。 

 

○ 数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。 

 

 

設備投資額 

[調査票○1 ～○18欄] 

 

  

設備投資額（土地を含

む） 

[調査票○1 ○10欄] 

 土地、建物、建物附属設備、医療用器械備品などの固定資産の取得価

額（未払額含む）を記入してください。 

   

(うち)建物（建物附属

設備を含み、土

地を除く） 

[調査票○2 ○11欄] 

 

(うち)医療機器 

[調査票○3 ○12欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○4 ○13欄] 

 

 

 

(うち)調剤用機器 

[調査票○5 ○14欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○6 ○15欄] 

 

 

 

(うち)医療情報シス

テム用機器 

[調査票○7 ○16欄] 

 

(うち)リース分 

[調査票○8 ○17欄] 

 

 

 

設備投資額のうち消

費税課税対象の投資

額 

[調査票○9 ○18欄] 

 

 薬局用建物（電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属す

る設備を含む）の取得価額（未払額含む）を記入してください。ただし、

土地は除きます。 

 

 

 医療機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

 

上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療機器の取得価額（リース期間中のリース料総額）

を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限りま

す。 

 

 調剤用機器の取得価額（未払額含む）を記入してください。 

 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している調剤用機器の取得価額（リース期間中のリース料総

額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されているものに限

ります。 

 

 レセプト作成用コンピュータ（レセコン）などの調剤事務や調剤を

支援する医療情報システム用機器（ソフトウェアを含む）の取得価額（

未払額含む）を記入してください。 

 

 上記の金額のうち、直近の２事業年（度）中に新規にリース契約を締

結し、保有している医療情報システム用機器の取得価額（リース期間中

のリース料総額）を記入してください。ただし、固定資産に計上されて

いるものに限ります。 

 

直近の２事業年（度）中に新規に取得した資産のうち、消費税課税対

象となる資産にかかる取得価額（未払額含む）を記入してください。（

消費税関連項目について２１頁の「参考資料２」を参考にしてくださ

い。） 

※経理方式が税込である場合は、税込の金額を記入してください。 
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参考資料１ 

 

 

「その他の経費」について（調査票４、５頁） 

 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 費用」において「５ その他の経費」に含まれる費目は次のとおり

です。 

 

○ これら費目で、発生主義の原則に基づき、直近の２事業年（度）に支払（未払分を含む）又

は費消した金額の合計額を記入してください。 

 

福利厚生費 

 

 

 

旅費交通費 

 

職員被服費 

 

通 信 費 

 

広告宣伝費 
 
消 耗 品 費      

 

 

消耗器具備品費 

 

 

車 両 費 

 

会 議 費 

 

光 熱 水 費 

 

修 繕 費 

 

 

 
賃  借  料 
 
 
 
土地賃借料 
 
建物賃借料 
 
設備器械賃借料 
 
損害保険料 

 

 

交 際 費 

 

諸 会 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために

要する法定外福利費（教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び

慶弔に際し一定の基準により支給される金品などの現物給与）  

 

  業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。 

 

  従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、作業衣などの費用 

 

  電信料、電話料、郵便料金など通信のための費用 

 

  機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用 
 
  会計伝票など薬局用・事務用の用紙、帳簿、電球、洗剤など１年以内

に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものは除く。 

 

  事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので１年を

超えて使用できるものの費消額 

 

  業務用乗用車、船舶などの燃料、車両検査などの費用 

 

  運営諸会議など局内管理のための会議の費用 

 

 電気料、ガス料、水道料、石油、プロパンガスなどの費用 

 

  有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要し

た通常の修繕のための費用（固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の

能率、能力などを高めるような改良に要する費用は含まれません。） 

 
  設備、器械の使用料などの費用（リース料、レンタル料） 
  ただし、土地賃借料、建物賃借料及び設備器械賃借料に属するものを

除く。 
 
 土地の賃借料 
 
  建物、部屋の賃借料 
 
  調剤用機器を含む設備器械の賃借料 
 
  火災保険料、薬剤師賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料など

の費用 

 

  接待費及び慶弔など交際に要する費用 

 

  各種任意団体に対する会費、分担金などの費用 
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租 税 公 課      

 

 

 

 

 
医業貸倒損失 
 
 
貸倒引当金繰入
額 
 

研究費・研修費 

 

 

本部費配賦額 

 

 

利子割引料 

 

 
有価証券売却損 
 
患者外給食用材
料費 
 
調剤費減免額 
 
医業外貸倒損失 
 
 
貸倒引当金医業
外繰入額 
 
固定資産売却損 
 
固定資産除却損 
 
災害損失 
 
雑   費 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(1) 固定資産税、事業税、消費税、自動車税、印紙税、登録免許税など 

の租税で、原則として税法上損金に算入されるもの 

 

(2) 社団、財団、町会などに対する公共的な性格をもつ会費（薬剤師会 

費など）、賦課金 

 
 医業未収金の徴収不能額のうち、貸倒引当金で補填されない部分の金
額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられ
る部分の金額 
 

研究材料の費用、研究・研修用図書の購入費、学会への参加旅費など

の費用 

 

 法人立の場合など、本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配賦

された本部の費用 

 

 銀行その他金融機関からの借入金に対する利息、他の会社からの借入

金の利息、受取手形の割引料など 

 
売買目的で所有する有価証券を売却した場合の売却損 

 
 従業員等患者以外に提供した食事に対する材料費。ただし、給食業務
を委託している場合には、患者外給食委託費とする。 
 
 患者に無料又は低額な料金で診療を行う場合の割引額など 
 
 医業未収金以外の債権の回収不能額のうち、貸倒引当金で補填されな
い部分の金額 
 
 当該会計期間に発生した医業未収金以外の債権の発生額のうち、回収
不能と見積もられる部分の金額 
 
 固定資産の売却価額がその帳簿額に不足する差額 
 
  固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 
 
 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する支出の合計額 
 

寄付金など上記の科目に属さない費用など 
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参考資料２ 

 

 

消費税関連項目について 

 

 

○ 以下の表は、費用の科目ごとに、一般的に消費税非課税となるものを記載しております。 

 

○ 「第２ 損益」の「Ⅲ 費用」、「第５ 設備投資額」のうち、消費税関連項目の記入の際

の参考としてください。 

 

 

科目 消費税非課税となるもの 

第２ 損益 

「Ⅲ 費用」に含まれるも

の 

 

（１ 給与費） 

給与費 

 

（４ 減価償却費） 

減価償却費 

 

 

（５ その他の経費） 

土地賃借料 

 

固定資産税等 

 

機器設備保険料 

 

車両関係費 

 

福利厚生費 

 

旅費交通費 

 

通信費 

 

広告宣伝費 

 

保険料 

 

交際費 

 

租税公課 

 

医業貸倒損失 

 

貸倒引当金繰入額 

 

 

研究・研修費 

 

 

 

 

 

 

 

給料、賞与、退職金、法定福利費（通勤手当は課税） 

 

 

すべて非課税 

（減価償却資産の購入代金は、購入時に一括して課税） 

 

 

すべて非課税 

 

固定資産税、都市計画税等の租税公課 

 

すべて非課税 

 

自動車損害賠償責任保険料、自動車税 

 

慶弔費、団体生命保険料 

 

海外渡航費、滞在費 

 

国際通信、国際郵便料金 

 

プリペイドカード等の購入費 

 

すべて非課税 

 

慶弔費、餞別などの現金支出、商品券・ビール券等の購入費 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

すべて非課税 

 

 

薬剤師等に支給する研究助成金（一種の特別手当として給与等に

該当する場合） 
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利子割引料、有価証券売

却損、医業外貸倒損失、

貸倒引当金医業外繰入額 

 

調剤費減免額 

 

固定資産売却損、固定資

産除却損、災害損失 

 

 雑費 

 

 

第５ 設備投資額 

すべて非課税 

 

 

 

保険調剤に関する免除額 

 

すべて非課税 

 

 

行政手数料、寄付金 

 

 

土地の取得額 
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第 23 回医療経済実態調査（医療機関等調査）の実施案 

 

第 23 回医療経済実態調査（医療機関等調査）については、前回調査をベースとしつ

つ、次の基本的な考え方に沿って実施する。 

 

１ 調査日程及び調査対象時期 

（１）調査日程 

① 調査票の配布 

  令和３年７月 

② 調査の回答期限 

  令和３年８月中旬とするが、柔軟に対応する。 

  ③ 報告時期 

    調査結果の報告時期については、前回同様を目標とする。 

（参考）第 22 回調査 令和元年 11 月 13 日（中医協総会・調査実施小委） 

 

（２）調査対象時期 

   令和３年３月末までに終了する直近２事業年（度）並びに令和元年、令和２年

及び令和３年の３ヶ年の６月について実施する。 

 

２ 調査対象及び抽出率 

（１）調査対象 

前回と同様とする。 

（参考）第 22 回調査 

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療

所及び１月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300 件以上の保険薬局を対象と

する。 

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）である

もの、特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有す

る病院、結核療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等

に設置される一般診療所及び歯科診療所は除外する。 

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所

及び１月間の診療時間が 100 時間未満であると推定された医療機関は除外す

る。 

 

（２）抽出率 

前回と同様とする。 

  （参考）第 22 回調査 

病   院  １／３ 

（※特定機能病院、歯科大学病院、こども病院は１／１） 

一般診療所  １／20 

歯科診療所  １／50 

保険薬局   １／25 

中医協 総－３－５ 

３ ． ５ ． ２ ６ 
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３ 調査項目の主な変更点 

（１）病院において、「その他の収益」の内訳として、「（うち）新型コロナウイルス感

染症関連の補助金」を追加。（一般診療所、歯科診療所においては「その他医業収

益」の内訳、保険薬局においては「その他の薬局事業収益」の内訳） 

 

（２）病院、一般診療所について、新型コロナウイルス感染症患者の受入状況に関す

る項目を追加。病院について、重点医療機関・協力医療機関の指定状況に関する

項目を追加。一般診療所について、診察・検査医療機関の指定状況に関する項目

を追加。 

 

（３）保険薬局について、保険調剤の実態をより正確に把握する観点から、「医薬品等

費」の内訳として、「（うち）調剤用医薬品費」「（うち）一般用医薬品費」という項

目を追加。「その他の経費」の内訳として、「建物賃借料」という項目を追加。 

 

（４）保険薬局について、特定の保険医療機関との不動産の賃貸借関係の実態を把握

する観点から、「賃貸借関係がある場合、賃貸借している不動産の種類（土地・

建物か、それ以外か）」という項目を追加。 

 

（５）一般診療所、歯科診療所、保険薬局について、「資産・負債」の中で、「長期借

入金」の項目を追加。 

 

（６）単月の収益、費用について項目を追加。 

 

４ 集計項目 

（１）基本集計 

① 病院 

・ 集計１（医業・介護収益に占める介護収益の割合が２％未満の施設） 

・ 集計２（調査に回答した全ての施設） 

② 一般診療所・歯科診療所・保険薬局 

・ 集計２（調査に回答した全ての施設） 
 

（２）機能別集計等 

・ 一般病院 加重平均による損益状況 

・ 病院機能別の損益状況 

・ 入院基本料別の損益状況 

・ 一般病院 病床規模別の損益状況 

・ 一般病院 100 床当たりの損益状況 

・ 療養病床 60％以上の一般病院の損益状況 

・ 療養病床を有しない病院の損益状況 

・ 在宅療養支援病院の損益状況 

・ 一般診療所 主たる診療科別の損益状況 
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・ 在宅療養支援診療所の損益状況 

・ 在宅療養支援歯科診療所の損益状況 

・ 保険薬局 後発医薬品割合別の損益状況 

・ 保険薬局 調剤報酬等の算定状況別の損益状況 

・ 保険薬局 店舗数別の損益状況 

・ 保険薬局 調剤基本料等別の損益状況 

・ 保険薬局 立地別の損益状況 

・ 院外処方率別の損益状況 

・ 地域別の損益状況 

・ 損益差額階級別施設数 

・ 最頻損益差額階級の損益状況 

・ 損益差額及び損益率の状況 

・ 職種別常勤職員１人平均給料年（度）額等 

・ 資産・負債の状況 

・ キャッシュ・フローの状況 

・ 設備投資額の状況 

・ 税金の状況 

・ 損益率等の分布 

・ 収益と費用の 45 度分析 

・ 事業年（度）の分布 

・ 消費税課税対象費用等の状況 

・ ３月決算の施設の損益の状況 

・ 一般病院 重点医療機関・協力医療機関の損益の状況 

・ 一般病院 新型コロナウイルス感染症による入院患者の受け入れ状況別の

損益の状況 

・ 一般診療所 診療・検査医療機関の損益の状況 

・ 一般診療所 新型コロナウイルス感染症による患者の受け入れ状況別の損

益の状況 

・ 単月の損益状況 
 
（３）青色申告者（省略方式）の調査 

前回同様、調査票記入上の負担への配慮が必要と考えられる一般診療所及び歯

科診療所（ただし、個人立であって青色申告を行っているものに限る。）について、

青色申告決算書、付表等の税務申告上の数字を基礎として記入することにより、

調査票の記入項目を一部省略できる（回答者において選択する）こととする。 

ただし、全項目の記入が可能な場合には、できるだけ全項目の記入を促すこと

とする。 

 

５ その他 

（１）有効回答率の向上策 

① 回答意欲の喚起 

・ 診療側関係団体への協力依頼を引き続き実施。協力依頼の対象追加。 
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・ 回答のインセンティブを与えるため、調査票等と併せて、経営状況のフィ

ードバックの見本を送付。 

 

② 回答負担の軽減 

・ フォントやレイアウト等を工夫し、より見やすく記入しやすい調査票に変

更。 

・ 記入者負担の軽減や誤記入防止の観点から、電子調査票の利用を促進。 

 



年度更新

医療経済実態調査（医療機関等調査）における調査項目の変更点

同一グループに変更

1 新設

新設

項目追加

○：設問あり －：設問なし

（１）基本データ

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ ○ － －

○ － － －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ －

○ － － －

－ ○ － －

－ － ○ －

○ ○ ○ －

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

○ ○ ○ ○

－ ○ ○ －

消費税の経理方式

記入項目の一部省略の有無（青色申告者）

注射薬

薬学管理
等の状況

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数

居宅療養管理指導費（介護保険）の算定回数

調剤基本料等の状況

立地状況

休廃止等の状況

届け出ている在宅療養支援病院等の区分

保険調剤
の状況

後発医薬品割合

調剤用備
蓄医薬品
品目数

後発医薬品品目数

入院基本料等の状況

主たる診療科目

ユニット数

複数の病院、診療所等の保有の有無

同一グループの保険調剤を行っている店舗数

処方せん枚数

内用薬

後発医薬品品目数

外用薬

後発医薬品品目数

処方の
状況

処方せん料の算定（院外処方）の回数

処方料の算定（院内処方）の回数

直近の２
事業年
（度）

平成30年３月末までに終了した事業年（度）

平成31年３月末までに終了した事業年（度）

介護療養型医療施設分

結核病床数

感染症病床数

許可病床数合計

介護療養型医療施設分

前回（第22回）

開設者（開設主体）

病床の
状況

一般病床数

療養病床数

介護療養型医療施設分

精神科病床数

年度更新

○：設問あり －：設問なし

（１）基本データ

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ ○ － －

○ － － －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ －

○ － － －

－ ○ － －

－ － ○ －

○ ○ ○ －

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

－ － － ○

○ ○ ○ ○

－ ○ ○ －

○ － － －

－ ○ － －

○ ○ － －

直近の２
事業年
（度） 令和３年３月末までに終了した事業年（度）

休廃止等の状況

令和２年３月末までに終了した事業年（度）

今回（第23回）案

病床の
状況

療養病床数

精神科病床数

結核病床数

感染症病床数

許可病床数合計

介護療養型医療施設分

処方せん料の算定（院外処方）の回数
処方の
状況

処方料の算定（院内処方）の回数

開設者（開設主体）

一般病床数

介護療養型医療施設分

介護療養型医療施設分

届け出ている在宅療養支援病院等の区分

入院基本料等の状況

主たる診療科目

立地状況（賃借している場合の不動産の種類を追加）

調剤基本料等の状況

複数の病院、診療所等の保有の有無

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数

調剤用備
蓄医薬品
品目数

内用薬

後発医薬品品目数

外用薬

後発医薬品品目数

注射薬

後発医薬品品目数

薬学管理
等の状況

居宅療養管理指導費（介護保険）の算定回数

新型コロナウイルス感染症患者の受入状況

診療・検査医療機関の指定状況

ユニット数

保険調剤
の状況

処方せん枚数

後発医薬品割合

記入項目の一部省略の有無（青色申告者）

消費税の経理方式

同一グループの保険調剤を行っている店舗数

重点医療機関・協力医療機関の指定状況 新設

中医協 総－３－６

３ ． ５ ． ２ ６
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○：設問あり －：設問なし

（２）損益

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

○ － － －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ ○

○ ○ － －

○ ○ ○ ○

○ ○ － －

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

前回（第22回）

その他の診療収益
（保険薬局においては「その他の薬局事業収益」）

○ ○

医
業
収
益

（

保

険

薬
局

に

お
い

て
は
「

収
益
」

）

保険診療収益（患者負担含む）
（保険薬局においては「保険調剤収益」）

特別の療養環境収益

その他の医業収益

医業収益合計

○ ○

公害等診療収益
（歯科診療所においては「労災等診療収益」、
　保険薬局においては「公害等調剤収益」）

○ ○

介
護

収
益

短期入所療養介護分

その他の介護収益

介護収益合計

施設サービス収益

居宅サービス収益

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

（入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○

○ － － －

○ ○ ○ －

－ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ － －

○ ○ ○ ○

○ ○ － －

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

今回（第23回）案

医
業
収
益

（

保

険
薬
局

に

お
い

て
は
「

収
益
」

）

保険診療収益（患者負担含む）
（保険薬局においては「保険調剤収益」）

○ ○

公害等診療収益
（歯科診療所においては「労災等診療収益」、
　保険薬局においては「公害等調剤収益」）

○ ○

その他の診療収益
（保険薬局においては「その他の薬局事業収益」）

○ ○

特別の療養環境収益

その他の医業収益

医業収益合計

（うち）新型コロナウイルス感染症関
連の補助金

介
護

収
益

施設サービス収益

居宅サービス収益

短期入所療養介護分

その他の介護収益

介護収益合計

新設



3

新設

新設

新設

新設

新設

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

病院

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

材料費
特定保険医療材料費

給食料材料費

給与費

法定福利費

設備関係費

減価償却費

建物減価償却費

医療機器減価償却費

設備機器賃借料

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

経費

消費税課税対象費用

控除対象外消費税等負担額

医業・介護費用合計

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

法人税

税
金

住民税

その他の収益

補助金・
負担金等

人件費補助・運営費補助

設備費補助

その他の費用

前回（第22回）

通勤手当

事業税

医療機器賃借料

土地賃借料

医
業

・
介
護
費
用

診療材料費・医療消耗器具備品費

医薬品費

委託費

特別
損益

特別利益

特別損失

総損益差額（損益差額＋その他の収益－その他の費用＋特別利益－特別損失）

その他の医業・介護費用

消費税課税対象費用

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

病院

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

新型コロナウイルス感染症関連の補助金

医業・介護費用合計

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

医
業

・
介
護
費
用

材料費

医薬品費

診療材料費・医療消耗器具備品費

消費税課税対象費用

消費税課税対象費用

建物減価償却費

その他の医業・介護費用

設備機器賃借料

医療機器賃借料

経費

控除対象外消費税等負担額

土地賃借料

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

総損益差額（損益差額＋その他の収益－その他の費用＋特別利益－特別損失）

住民税

法人税

税
金

事業税

特別
損益

特別利益

特別損失

その他の収益

設備費補助（新型コロナウイルス感染症関連を除く）

人件費補助・運営費補助（新型コロナウイルス感染症関連を除く）

その他の費用

補助金・
負担金等

減価償却費

医療機器減価償却費

給食料材料費

給与費

通勤手当

委託費

設備関係費

特定保険医療材料費

法定福利費

今回（第23回）案
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新設

新設

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

一般診療所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

医療機器減価償却費

委託費

減価償却費

特定保険医療材料費

今回（第23回）案

医薬品費

材料費

事業税

控除対象外消費税等負担額

土地賃借料

その他の医業・介護費用

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

住民税

法人税

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

給食用材料費

医業・介護費用合計

設備機器賃借料

医療機器賃借料

医
業

・
介
護
費
用

給与費

通勤手当

税
金

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

建物減価償却費

法定福利費

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

一般診療所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

給与費

特定保険医療材料費

控除対象外消費税等負担額

医業・介護費用合計

給食用材料費

委託費

建物減価償却費

医療機器減価償却費

医療機器賃借料

前回（第22回）

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

法定福利費

通勤手当

設備機器賃借料

その他の医業・介護費用

法人税

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

減価償却費

土地賃借料

医
業

・
介
護
費
用

医薬品費

材料費

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

税
金

住民税

事業税
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新設

新設

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

歯科診療所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

税
金

法人税

住民税

事業税

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

設備機器賃借料

医療機器賃借料

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

控除対象外消費税等負担額

医業・介護費用合計

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

委託費

減価償却費

建物減価償却費

医療機器減価償却費

その他の医業・介護費用

土地賃借料

今回（第23回）案

医
業

・
介
護
費
用

給与費

通勤手当

法定福利費

医薬品費

歯科材料費

特定保険医療材料費

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

歯科診療所

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

前回（第22回）

医
業

・
介
護
費
用

通勤手当

法定福利費

医薬品費

委託費

減価償却費

建物減価償却費

医業・介護費用合計

医療機器減価償却費

その他の医業・介護費用

土地賃借料

設備機器賃借料

医療機器賃借料

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

税
金

法人税

住民税

事業税

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

給与費

歯科材料費

特定保険医療材料費

控除対象外消費税等負担額
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新設

新設

新設

新設

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

保険薬局

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

控除対象外消費税等負担額

医業・介護費用合計

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

税
金

法人税

住民税

事業税

前回（第22回）

費
用

通勤手当

法定福利費

医薬品等費

委託費

建物減価償却費

土地賃借料

設備機器賃借料

医療機器賃借料

給与費

特定保険医療材料費

減価償却費

医療機器減価償却費

その他の経費

○：設問あり －：設問なし

（２）損益

保険薬局

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

建物賃借料 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一般用医薬品費

調剤用医薬品費

今回（第23回）案

税
金

法人税

住民税

事業税

税引後の総損益差額（総損益差額－税金）

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

減価償却費

建物減価償却費

医療機器減価償却費

その他の経費

土地賃借料

設備機器賃借料

医療機器賃借料

消費税課税対象費用
（設備機器賃借料を除く）

医業・介護費用合計

費
用

給与費

通勤手当

法定福利費

医薬品等費

特定保険医療材料費

委託費

控除対象外消費税等負担額

新設
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単月調査の調査項目（病院）

○：設問あり －：設問なし

（２）損益（月次）

病院

○

○

○

○

○

○

○

給与費（賞与を除く） ○

賞与（１月あたりの額） ○

○

○

○

給与費

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

今回（第23回）案

医
業

・
介
護
費
用

医業収益合計

介護収益合計

材料費（医薬品費含む）

材料費、給与費以外の費用

医業・介護費用合計

医
業

収
益

入院診療収益

特別の療養環境収益

外来診療収益

その他の医業収益
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単月調査の調査項目
（診療所、歯科診療所、保険薬局）

○：設問あり －：設問なし

（２）損益（月次）

一般診療所 歯科診療所 保険薬局

入院診療収益 ○

外来診療収益 ○

○ ○ －

○ ○ ○

○ ○ ○

給与費（賞与を除く） ○ ○ ○

賞与（１月あたりの額） ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

医業・介護費用合計

損益差額（医業収益合計＋介護収益合計－医業・介護費用合計）

給与費・材料費以外の費用

医
業
・

介
護
費
用

（

保

険

薬

局

で

は
「

費

用
」

）

材料費（含む医薬品費）
（歯科診療所は「歯科材料費」、薬局は「医薬品等費」）

医業収益合計
(保険薬局では「収益」)

医
業
収
益

（

保

険

薬

局

で

は
「

収

益
」

）

給与費

－

その他の医業収益
（保険薬局では「その他薬局事業収益」）

今回（第23回）案

介護収益合計

○
(診療収益)
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技能労務員・労務員
をその他の職員に統合

○：設問あり －：設問なし

（３）給与

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

病院長
（一般診療所、歯科診療所においては「院長」、

　保険薬局においては「管理薬剤師」）

○ ○ ○ ○

医師 ○ ○ － －

歯科医師 ○ ○ ○ －

薬剤師 ○ ○ ○ ○

看護職員 ○ ○ － －

看護補助職員 ○ ○ － －

医療技術員 ○ ○ － －

歯科衛生士 ○ － ○ －

歯科技工士 ○ － ○ －

事務職員 ○ ○ ○ ○

その他の職員 ○ ○ ○ ○

役員 ○ ○ ○ ○

合計 ○ ○ ○ ○

今回（第23回）案

常
勤

職
員

延
べ

人
員
、

給
料
合
計
、

賞
与
合
計

○：設問あり －：設問なし

（３）給与

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

病院長
（一般診療所、歯科診療所においては「院長」、

　保険薬局においては「管理薬剤師」）

○ ○ ○ ○

医師 ○ ○ － －

歯科医師 ○ ○ ○ －

薬剤師 ○ ○ ○ ○

看護職員 ○ ○ － －

看護補助職員 ○ ○ － －

医療技術員 ○ ○ － －

歯科衛生士 ○ － ○ －

歯科技工士 ○ － ○ －

事務職員 ○ ○ ○ ○

その他の職員 ○ ○ ○ ○

役員 ○ ○ ○ ○

合計 ○ ○ ○ ○

前回（第22回）

延
べ

人
員
、

給
料
合
計
、

賞
与
合
計

常
勤

職
員
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○：設問あり －：設問なし

（４）資産・負債

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

長期借入金 ○ － － －

○ ○ ○ ○

（５）キャッシュ・フロー

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

業務活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

投資活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

短期借入れによる収入 ○ － － －

長期借入れによる収入 ○ － － －

短期借入金の返済による支出 ○ － － －

長期借入金の返済による支出 ○ － － －

現金等の増加額（又は減少額） ○ － － －

現金等の期首残高 ○ － － －

現金等の期末残高 ○ － － －

短期借入れによる収入 ○ － － －

長期借入れによる収入 ○ － － －

短期借入金の返済による支出 ○ － － －

長期借入金の返済による支出 ○ － － －

前回（第22回）

「

キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ
ロ
ー

計
算
書
」

を

作
成
し
て
い
る
場
合

「

キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算
書
」

を
作

成
し

て
い
な
い
場
合

資
産

負
債

負債合計

固定負債

流動負債

資産合計

繰延資産

固定資産

流動資産

○：設問あり －：設問なし

（４）資産・負債

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

長期借入金 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

（５）キャッシュ・フロー

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

業務活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

投資活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

財務活動によるキャッシュ・フロー ○ － － －

短期借入れによる収入 ○ － － －

長期借入れによる収入 ○ － － －

短期借入金の返済による支出 ○ － － －

長期借入金の返済による支出 ○ － － －

現金等の増加額（又は減少額） ○ － － －

現金等の期首残高 ○ － － －

現金等の期末残高 ○ － － －

短期借入れによる収入 ○ － － －

長期借入れによる収入 ○ － － －

短期借入金の返済による支出 ○ － － －

長期借入金の返済による支出 ○ － － －

「

キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ
ロ
ー

計
算
書
」

を

作
成
し
て
い
る
場
合

「

キ
ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算
書
」

を
作

成
し

て
い
な
い
場
合

負
債

流動負債

固定負債

負債合計

資
産

流動資産

固定資産

繰延資産

資産合計

今回（第23回）案

診療所、歯科診療所
保険薬局に新設
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○：設問あり －：設問なし

（６）設備投資額

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

前回（第22回）

医療機器

建物（建物附属設備を含む）

設備投資額

調剤用機器

医療情報システム用機器

設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

○：設問あり －：設問なし

（６）設備投資額

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

うちリース分 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

今回（第23回）案

設備投資額のうち消費税課税対象の投資額

設備投資額

建物（建物附属設備を含む）

医療機器

調剤用機器

医療情報システム用機器
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